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学長メッセージ⇌
⇌

「英知と創造力を養い、希望に満ちた未来を切り拓こう！」⇌

⇌

早川⇌ 正幸⇌

⇌

現代社会は大きな変化の奔流の中にあります。グ

ローバル化は世界経済の相互依存をますます強め、

テクノロジーの進化、特にデジタル技術の進歩は私

たちの生活や社会にこれまでにない大きな影響を与

えています。一方で、国際紛争や経済摩擦に加え、

深刻な気候変動や食糧問題、さらには新興感染症に

よるリスクの拡大など、未来を予測できない状況が

続いています。⇌

こうした複雑に変動する社会、不確実性の時代にあっては、従来のやり方に

固執することなく、絶えず現状に向き合い、柔軟に工夫を重ねていく能力や姿

勢が必要とされます。将来の生き方を自ら確立していくため、学生の皆さん

は、自分自身の選択と挑戦を通じて常に新しい知識やスキルを習得するととも

に、柔軟な思考力と行動力など、変化に対応する力を養っていく必要がありま

す。⇌

大学は、未来への可能性を開く地（知）の拠点であり、「自ら学びたいこと

を発見し、自ら学びを深めていく」場です。自ら学びたい科目やコースを選択

して課題を見つけ、自ら研究していく習慣を身につけていくことが必要です。

広い視野から教養を培い、自らの未来を自ら切り拓いていく力を磨いていって

ほしいと思います。⇌

本学は、学生一人一人に向き合う実践的な少人数教育を推進し、担任制・チ

ューター制、少人数ゼミ、体験的学習、フィールドワーク、海外交流、キャリ

ア形成支援などを取り入れたきめ細やかな学術指導を展開しています。これに

より、全国トップクラスの高い就職率と国家試験合格率を達成しており、全学

を挙げて実践知を備えた専門人材を育成しています。さらに、学生の根源的な

能力を育み、地域社会の持続的な発展を先導できる人材を輩出することで、地

域貢献や地域振興の拠点としての役割をも担っています。⇌

豊かな自然や歴史・文化に恵まれたこの山梨の地で、自身の探求心を大切に

しながらそれぞれの教養、理性そして感性を磨いて、これからの人生を通じ自

分自身を支える英知と創造力を養ってください。困難な状況下にあっても未来

へ持続する社会を自らデザインすることのできる「地域を愛し、地域を育て、

地域をつなぐ」リーダーになってほしいと心より願っています。⇌

⇌
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３３�� 学学士士課課程程のの教教育育課課程程のの特特色色��

【教養教育】（全学共通科目）Ө Ө 【学部専門教育】（学部科目）Ө

目的Ө
全学部生が身に付けるべき５つの学

士基盤力の陶冶Ө
Ө 目的Ө

各学部における学士専門力、および

地域文化の進展に資する専門的知

識と技術の陶冶Ө

構成Ө 「基盤科目」「総合科目」Ө Ө 構成Ө 「学部教養科目」「学部専門科目」Ө
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５５�� 研研究究科科のの教教育育課課程程のの特特色色��
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（（２２））履履修修登登録録単単位位数数のの上上限限（（ＣＣＡＡＰＰ制制））㻌
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㻌㻌 ８８㻌㻌 免免許許及及びび資資格格㻌㻌 㻌㻌

㻌 （（１１））免免許許㻌㻌
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– 28 –



ⅢⅢ㻌㻌 学学生生生生活活案案内内㻌㻌

１１㻌㻌 学学籍籍等等ににつついいてて㻌㻌 㻌㻌
㻌

㻌㻌 㻌㻌 （（１１））学学籍籍番番号号㻌㻌
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（（２２））高高等等教教育育のの修修学学支支援援新新制制度度㻌㻌
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ⅲ）その他≪
・本制度は日本学生支援機構（⊔⊋⊝⊝⊙）の第一種奨学金との併用はできません。≪
≪

３３㻌㻌 各各種種手手続続ききににつついいてて㻌㻌 㻌㻌

㻌 （（１１））各各種種証証明明書書㻌㻌

㻌㻌

㻌 （（２２））各各種種届届出出・・願願出出㻌㻌
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㻌㻌 （（１１））掲掲示示等等ととそそのの重重要要性性㻌㻌
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５５㻌㻌 実実りりああるる学学生生生生活活ののたためめにに㻌㻌 㻌㻌
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（（５５））課課外外活活動動等等㻌㻌 㻌㻌
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（（６６））施施設設等等のの利利用用㻌㻌

㻌 （（７７））大大学学生生協協（（大大学学生生活活協協同同組組合合））ににつついいてて㻌㻌
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６６㻌㻌 健健康康なな学学生生生生活活ののたためめにに（（保保健健セセンンタターー））㻌㻌 㻌㻌

体温計・体重計・体脂肪計・血圧計・その他書籍や参考図書等があります。健康チェックや健
康づくりに役立ててください。≪

７７㻌㻌 学学生生のの教教育育研研究究にに関関わわるる傷傷病病、、賠賠償償責責任任保保険険㻌㻌
㻌㻌
国国際際政政策策学学部部・・人人間間福福祉祉学学部部関関係係㻌㻌
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≪
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看看護護学学部部関関係係㻌㻌

㻌㻌

総総合合補補償償制制度度「「ＷＷｉｉｌｌｌｌ」」（（タタイイププ：：ＷＷｉｉｌｌｌｌ２２））㻌㻌
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㻌

（（３３））構構内内ででのの喫喫煙煙㻌㻌

（（４４））構構内内ででのの飲飲酒酒㻌
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㻌㻌
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㻌
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３３㻌㻌 利利用用手手続続きき㻌㻌
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㻌㻌

（（２２））館館内内閲閲覧覧㻌㻌
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（（２２））貸貸出出ををししなないい資資料料㻌㻌

（（３３））返返却却㻌㻌

㻌㻌

（（４４））貸貸出出期期間間のの延延長長㻌㻌

（（５５））長長期期貸貸出出㻌㻌
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㻌㻌
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８８㻌㻌 予予約約ササーービビスス㻌㻌

９９㻌㻌 相相互互利利用用ササーービビスス㻌㻌

１１００㻌㻌 リリククエエスストトササーービビスス㻌㻌

１１１１㻌㻌 図図書書のの分分類類㻌㻌

１１２２㻌㻌 資資料料・・文文献献のの検検索索㻌㻌

– 55 –



 

 

１１３３㻌㻌 パパソソココンンのの利利用用㻌㻌

（（１１））館館内内設設置置ののパパソソココンンのの利利用用ににつついいてて㻌㻌

（（２２））ノノーートトパパソソココンンのの貸貸出出ににつついいてて㻌㻌

（（３３））パパソソココンンのの持持ちち込込みみににつついいてて㻌㻌

１１４４㻌㻌 本本学学以以外外のの図図書書館館利利用用㻌㻌

１１５５㻌㻌 ロロッッカカーー㻌㻌

１１６６㻌㻌 共共同同研研究究室室・・ススタタデディィルルーームム㻌㻌

１１７７㻌㻌 ララーーニニンンググココモモンンズズ㻌㻌
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１１８８㻌㻌 無無断断持持出出防防止止装装置置㻌㻌

１１９９㻌㻌 利利用用上上のの注注意意㻌㻌
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ⅤⅤ㻌㻌 情情報報ネネッットトワワーーククシシスステテムムのの利利用用ににつついいてて㻌

１１㻌㻌 パパソソココンンのの推推奨奨仕仕様様㻌㻌

２２㻌㻌 無無線線ＬＬＡＡＮＮシシスステテムム㻌

（（１１））利利用用ででききるる場場所所㻌㻌

（（２２））利利用用時時間間㻌㻌

（（３３））利利用用すするるたためめににはは㻌㻌

– 58 –



 

（（４４））提提供供ササーービビスス㻌㻌

（（５５））利利用用上上のの注注意意㻌㻌

３３㻌㻌 教教育育シシスステテムム㻌㻌

（（１１））利利用用ででききるる場場所所㻌㻌

（（２２））利利用用時時間間㻌㻌

（（３３））利利用用すするるたためめににはは㻌㻌

（（㻠㻠））提提供供ササーービビスス㻌㻌

◆◆ププリリンンタタのの提提供供㻌㻌

– 59 –



 

㻌㻌 㻌㻌 㻌㻌 ◆◆フフォォルルダダのの利利用用㻌㻌

（（５５））利利用用上上のの注注意意㻌㻌

４４㻌㻌 ＶＶＰＰＮＮササーービビスス㻌

（（１１））利利用用ででききるる場場所所㻌㻌

（（２２））利利用用時時間間㻌㻌

（（３３））利利用用すするるたためめににはは㻌㻌

（（４４））提提供供ササーービビスス㻌㻌

（（５５））利利用用上上のの注注意意㻌㻌

５５㻌㻌 大大学学間間無無線線㻸㻸㻭㻭㻺㻺相相互互利利用用シシスステテムム㻌㻌

（（１１））利利用用ででききるる場場所所㻌㻌

㻌
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（（２２））利利用用時時間間㻌㻌

（（３３））利利用用すするるたためめににはは㻌㻌

（（４４））提提供供ササーービビスス㻌㻌

（（５５））利利用用上上のの注注意意㻌㻌

６６㻌㻌 メメーールルササーービビスス㻌

７７㻌㻌 ヘヘルルププデデススクク㻌

– 61 –



 ３
⇌
学
部
及
び
学
科
の
学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌

学
⇌
⇌
部
⇌

学
⇌
⇌
科
⇌

学
生
定
員
⇌

⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌

入
学
定
員
⇌

３
年
次
編
入
学
定
員
⇌

収
容
定
員
⇌

国
際
政
策
学
部
⇌

総
合
政
策
学
科
⇌

４
０
人
⇌

５
人
⇌

１
７
０
人
⇌

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
⇌

４
０
人
⇌

５
人
⇌

１
７
０
人
⇌

人
間
福
祉
学
部
⇌

福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
⇌

５
０
人
⇌

５
人
⇌

２
１
０
人
⇌

人
間
形
成
学
科
⇌

３
０
人
⇌

５
人
⇌

１
３
０
人
⇌

看
護
学
部
⇌

看
護
学
科
⇌

１
０
０
人
⇌

－
⇌

４
０
０
人
⇌

合
⇌
⇌
⇌
計
⇌

２
６
０
人
⇌

２
０
人
⇌

１
，
０
８
０
人
⇌

⇌ ⇌  
 

 
第
２
章

 
修
業
年
限
等
、
学
年
及
び
学
期
並
び
に
休
業
日

 
（
修
業
年
限
等
）
⇌

第
４
条
⇌
本
学
の
修
業
年
限
は
、
４
年
と
す
る
。
⇌

２
⇌
本
学
へ
の
在
学
期
間
は
、
８
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
５
条
に
規
定
す
る
休
学
期
間
は
、

こ
れ
に
算
入
し
な
い
。
⇌

３
⇌
第
８
条
各
号
に
該
当
す
る
者
が
、
第
３
４
条
に
規
定
す
る
科
目
等
履
修
生
と
し
て
一
定
の
単
位
を
修
得
し
た
後

に
入
学
す
る
場
合
に
お
い
て
、当
該
単
位
の
修
得
に
よ
り
本
学
の
教
育
課
程
の
一
部
を
履
修
し
た
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
修
得
し
た
単
位
数
等
を
勘
案
し
て
当
該
学
部
の
定
め
る
期
間
を
修
業
年
限
に
通
算
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
は
、
修
業
年
限
の
２
分
の
１
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
⇌

（
学
年
及
び
学
期
）
⇌

第
５
条
⇌
学
年
は
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
の
３
月
３
１
日
に
終
わ
る
。
⇌

２
⇌
学
年
は
、
次
の
２
期
に
分
け
る
。
⇌

前
期
⇌
４
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
⇌

後
期
⇌
１
０
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
⇌

３
⇌
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
期
及
び
後
期
の
授
業
日
数
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
研
究
審

議
会
の
議
を
経
て
前
期
の
終
期
及
び
後
期
の
始
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

４
⇌第
２
項
に
定
め
る
各
学
期
に
二
つ
の
期
間
（
以
下
「
ク
ォ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

５
⇌各
ク
ォ
ー
タ
ー
の
始
期
及
び
終
期
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
休
業
日
）
⇌

第
６
条
⇌
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７
８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
⇌

⇔２
⇕⇌
日
曜
日
及
び
土
曜
日
⇌

⇔３
⇕⇌
大
学
創
立
記
念
日
⇌⇌
５
月
２
４
日
⇌

⇔４
⇕⇌
夏
季
休
業
日
、
冬
季
休
業
日
、
春
季
休
業
日
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

２
⇌
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
業
日
を
設
け
、
又
は
休
業
日
に
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。⇌

⇌  
 

 
第
３
章

 
入
学
、
休
学
、
復
学
、
留
学
、
転
学
、
退
学
及
び
除
籍

 
（
入
学
の
時
期
）
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌

第
７
条
⇌
入
学
の
時
期
は
、
学
年
の
始
め
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
長
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
後
期
の

 ⅥⅥ
��
学学
則則
及及
びび
関関
係係
規規
程程
別別
表表
��

山
梨
県
立
大
学
学
則
⇌

（
平
成
２
２
年
４
月
１
日
制
定
⇌
大
学
第
１
０
０
１
号
）
⇌

目
次

 

 
第
１
章

 
総
則
（第
１
条
～
第
３
条
） 

 
第
２
章

 
修
業
年
限
等
、
学
年
及
び
学
期
並
び
に
休
業
日
（第
４
条
～
第
６
条
） 

 
第
３
章

 
入
学
、
休
学
、
復
学
、
留
学
、
転
学
、
退
学
及
び
除
籍
（第
７
条
～
第
２
１
条
） 

 
第
４
章

 
授
業
科
目
、
履
修
方
法
等
（第
２
２
条
～
第
２
９
条
） 

 
第
５
章

 
卒
業
及
び
学
位
並
び
に
資
格
（第
３
０
条
、
第
３
１
条
） 

 
第
６
章

 
賞
罰
（第
３
２
条
、
第
３
３
条
） 

  
第
７
章

 
科
目
等
履
修
生
、
特
別
聴
講
学
生
、
研
究
生
及
び
研
修
生
（第
３
４
条
～
第
３
７
条
） 

 
第
８
章

 
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
（第
３
８
条
） 

 
第
９
章

 
雑
則
（第
３
９
条
） 

⇌
附
則
⇌

⇌
第
１
章

  
総
則

 
（
目
的
）
⇌

第
１
条
⇌
山
梨
県
立
大
学
（
以
下
「
本
学
」
と
い
う
。
）
は
、
「
グ
ロ
ー
カ
ル
な
知
の
拠
点
と
な
る
大
学
」
、
「
未

来
の
実
践
的
な
担
い
手
を
育
て
る
大
学
」
、
「
地
域
に
開
か
れ
地
域
と
向
き
合
う
大
学
」
た
る
こ
と
を
希
求
し
、

人
間
と
社
会
に
対
す
る
学
術
的
研
究
、豊
か
な
人
間
性
及
び
専
門
的
な
職
業
能
力
を
備
え
た
人
材
の
育
成
並
び
に

地
域
社
会
に
対
す
る
実
践
的
な
貢
献
を
通
じ
て
、豊
か
で
活
力
あ
る
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
⇌

（
大
学
運
営
）
⇌

第
２
条
⇌
本
学
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
学
部
そ
の
他
の
組
織
の
一
体
的
な
運
営
に
よ
り
、
そ
の
機
能

を
総
合
的
に
発
揮
す
る
よ
う
努
め
る
。
⇌

（
学
部
、
学
科
及
び
学
生
定
員
）
⇌

第
３
条
⇌
本
学
に
次
の
学
部
及
び
学
科
を
置
く
。
⇌

国
際
政
策
学
部
⇌
⇌
総
合
政
策
学
科
⇌

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
⇌

人
間
福
祉
学
部
⇌
⇌
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
⇌

人
間
形
成
学
科
⇌

看
護
学
部
⇌
⇌
⇌
⇌
看
護
学
科
⇌

２
⇌
本
学
各
学
部
に
お
け
る
教
育
研
究
上
の
目
的
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
国
際
政
策
学
部
⇌

⇌
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
に
立
っ
て
地
域
社
会
の
問
題
を
考
え
、
地
域
の
自
然
、
文
化
、
産
業
を
豊
か
に
し
て

地
域
の
活
力
を
つ
く
る
人
材
、
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
各
国
と
地
域
社
会
を
つ
な
ぎ
、
平
和
で
豊
か

な
国
際
社
会
の
形
成
に
貢
献
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。
⇌

⇔２
⇕⇌
人
間
福
祉
学
部
⇌

⇌
高
度
な
専
門
知
識
と
技
術
、
深
い
共
感
的
理
解
、
問
題
解
決
へ
の
知
的
探
究
心
、
協
働
で
き
る
力
を
持
ち
、

乳
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
誰
も
が
人
間
ら
し
く
、
そ
の
人
ら
し
さ
を
発
揮
し
て
生
活
で
き
る
地
域
社
会
づ
く

り
に
主
体
的
か
つ
実
践
的
に
貢
献
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。
⇌

⇌
⇔３
⇕⇌
⇌看
護
学
部
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌
⇌⇌

⇌
人
間
や
社
会
を
看
護
学
的
に
探
究
す
る
能
力
、
倫
理
的
な
判
断
力
と
科
学
的
な
思
考
力
、
専
門
職
業
人
と

し
て
の
豊
か
な
人
間
性
を
兼
ね
備
え
、
優
れ
た
看
護
実
践
に
よ
り
地
域
に
貢
献
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。
⇌

⇌
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で
き
る
。
⇌

（
休
学
期
間
）
⇌

第
１
５
条
⇌
休
学
期
間
は
、
１
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
学
長
は
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
１
年
を
限
度
と
し
て
、
休
学
期
間
の
延
長
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
休
学
期
間
は
、
通
算
し
て
４
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
⇌

（
復
学
）
⇌

第
１
６
条
⇌
休
学
期
間
が
満
了
し
、
又
は
休
学
期
間
中
に
休
学
の
理
由
が
消
滅
し
た
者
は
、
学
長
の
許
可
を
受
け
て
、

復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

（
留
学
）
⇌

第
１
７
条
⇌
外
国
の
大
学
又
は
短
期
大
学
（
以
下
「
外
国
の
大
学
等
」
と
い
う
。
）
で
学
修
す
る
こ
と
を
志
願
す
る

者
は
、
学
長
の
許
可
を
受
け
て
、
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
前
項
の
許
可
を
受
け
て
留
学
し
た
期
間
は
、
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
⇌

（
転
学
）
⇌

第
１
８
条
⇌
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

（
転
学
部
及
び
転
学
科
）
⇌

第
１
９
条
⇌
学
長
は
、
他
の
学
部
へ
の
転
学
部
又
は
同
一
学
部
の
他
の
学
科
へ
の
転
学
科
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と

き
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
相
当
と
認
め
る
年
次
に
転
学
部
又
は
転
学
科
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
前
項
の
規
定
に
よ
り
転
学
部
又
は
転
学
科
を
許
可
さ
れ
た
者
の
既
に
履
修
し
た
授
業
科
目
及
び
修
得
し
た
単

位
数
の
取
扱
い
並
び
に
在
学
す
べ
き
年
数
に
つ
い
て
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
学
長
が
決
定
す
る
。
⇌

（
退
学
）
⇌

第
２
０
条
⇌
退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

（
除
籍
）
⇌

第
２
１
条
⇌
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
学
長
に
よ
り
除
籍
さ
れ
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
在
学
期
間
を
超
え
た
者
⇌

⇔２
⇕⇌
第
１
５
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
休
学
期
間
を
超
え
た
者
⇌

⇔３
⇕⇌
正
当
な
理
由
が
な
く
授
業
料
を
滞
納
し
、
か
つ
、
督
促
を
受
け
た
後
引
き
続
き
納
付
す
べ
き
授
業
料
を
納

付
し
な
い
者
⇌

⇔４
⇕⇌
死
亡
し
た
者
⇌

⇌ ⇌  
 

 
第
４
章

 
授
業
科
目
、
履
修
方
法
等

 
（
授
業
科
目
）
⇌

第
２
２
条
⇌
授
業
科
目
及
び
単
位
数
は
、
全
学
共
通
科
目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

⇔履
修
科
目
の
登
録
の
上
限
⇕⇌

第
２
２
条
の
２
⇌
学
生
が
各
年
次
に
わ
た
っ
て
適
切
に
授
業
科
目
を
履
修
す
る
た
め
、
卒
業
の
要
件
と
し
て
学

生
が
修
得
す
べ
き
単
位
数
に
つ
い
て
、
学
生
が
１
年
間
に
履
修
科
目
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
単
位

数
の
上
限
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
⇌

２
⇌
所
定
の
単
位
を
別
に
定
め
る
基
準
以
上
の
成
績
を
も
っ
て
修
得
し
た
学
生
及
び
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
学
生
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
定
め
る
上
限
を
超
え
て
履
修
科
目
の
登
録
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。⇌

（
授
業
の
方
法
）
⇌

第
２
２
条
の
３
⇌
授
業
は
、
講
義
、
演
習
、
実
験
、
実
習
若
し
く
は
実
技
又
は
こ
れ
ら
の
併
用
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。
⇌

２
⇌前
項
の
授
業
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
、
当

該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

３
⇌第
１
項
の
授
業
は
、
外
国
に
お
い
て
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
多
様
な
メ
デ
ィ

ア
を
高
度
に
利
用
し
て
、
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
と

す
る
。
⇌

４
⇌前
３
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
の
方
法
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

⇌

 

始
め
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

（
入
学
資
格
）
⇌

第
８
条
⇌
本
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
⇌

⇔２
⇕⇌
通
常
の
課
程
に
よ
る
１
２
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相

当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
⇌

⇔３
⇕⇌
外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
１
２
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
文
部
科

学
大
臣
の
指
定
し
た
も
の
⇌

⇔４
⇕⇌
文
部
科
学
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
在
外
教
育
施
設

の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
⇌

⇔５
⇕⇌
専
修
学
校
の
高
等
課
程
（
修
業
年
限
が
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準

を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
日
以
後

に
終
了
し
た
者
⇌

⇔６
⇕⇌
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
⇌

⇔７
⇕⇌
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
規
則
（
平
成
１
７
年
文
部
科
学
省
令
第
１
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程

度
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
（
同
規
則
附
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程

（
昭
和
２
６
年
文
部
省
令
第
１
３
号
）
に
よ
る
大
学
入
学
資
格
検
定
に
⇌
合
格
し
た
者
を
含
む
。
）
⇌

⇔８
⇕⇌
そ
の
他
相
当
の
年
齢
に
達
し
、
本
学
に
お
い
て
、
高
等
学
校
卒
業
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め

た
者
⇌

（
入
学
志
願
の
手
続
）
⇌

第
９
条
⇌
入
学
志
願
者
は
、
所
定
の
手
続
に
よ
り
、
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

２
⇌
入
学
を
志
願
す
る
た
め
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
入
学
者
の
選
考
）
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌

第
１
０
条
⇌
入
学
志
願
者
に
つ
い
て
は
、
選
考
の
上
、
各
学
部
に
置
か
れ
る
教
授
会
（
以
下
「
教
授
会
」
⇌
と
い
う
。
）

の
議
を
経
て
、
学
長
が
合
格
者
を
決
定
す
る
。
⇌

２
⇌
入
学
者
の
選
考
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
入
学
の
許
可
）
⇌

第
１
１
条
⇌
入
学
の
許
可
は
、
学
長
が
行
う
。
⇌

２
⇌
入
学
の
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

⇔編
入
学
）
⇌

第
１
２
条
⇌
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
学
長
が
別
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
で
本
⇌

学
に
編
入
学
を
志
願
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
選
考
の
上
、
入
学
を
許
可
す
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
大
学
を
卒
業
し
た
者
⇌

⇔２
⇕⇌
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
国
立
工
業
教
員
養
成
所
又
は
国
立
養
護
教
諭
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
⇌

⇔３
⇕⇌
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
２
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準

を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
⇌

⇔４
⇕⇌
大
学
に
２
年
以
上
在
学
し
、
所
定
の
単
位
を
修
得
し
た
者
⇌

そ
の
他
相
当
の
年
齢
に
達
し
、
短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
⇌

２
⇌
編
入
学
す
る
年
次
は
、
３
年
次
と
す
る
。
⇌

３
⇌
編
入
学
す
る
学
生
の
在
学
期
間
は
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
４
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
⇌

４
⇌
前
３
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
編
入
学
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
再
入
学
及
び
転
入
学
）
⇌

第
１
３
条
⇌
学
長
は
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
選
考
の
上
、
教
授
会
の
議
を
経
て
相

当
と
認
め
る
年
次
に
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
再
入
学
及
び
転
入
学
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
休
学
）
⇌

第
１
４
条
⇌
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
引
き
続
き
２
月
以
上
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、

学
長
の
許
可
を
受
け
て
、
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
学
長
は
、
疾
病
の
た
め
修
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
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 ２
⇌
学
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
本
学
に
入
学
す
る
前
に
行
っ
た
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る

学
修
を
、
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
学
修
の
成
果
を
評
価

し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

３
⇌
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
修
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
数
又
は
与
え
ら
れ
る
単
位
数
は
、
第
１
２
条
に

規
定
す
る
編
入
学
並
び
に
第
１
３
条
に
規
定
す
る
再
入
学
及
び
転
入
学
の
場
合
を
除
き
、第
２
７
条
第
１
項
及
び

第
２
項
並
び
に
第
２
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
数
並
び
に
前
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て
６
０
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
⇌

⇌ ⇌  
 

 
第
５
章

 
卒
業
及
び
学
位
並
び
に
資
格

 
（
卒
業
及
び
学
位
）
⇌

第
３
０
条
⇌
学
長
は
、
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
（
第
１
２
条
第
１
項
若
し
く
は
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
入
学
し
た
者
又
は
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
転
学
部
若
し
く
は
転
学
科
を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
第
１
２
条
第
２
項
、第
１
３
条
第
２
項
又
は
第
１
９
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
在
学
す
べ

き
年
限
）
以
上
在
学
し
、
か
つ
、
山
梨
県
立
大
学
履
修
・
単
位
認
定
に
関
す
る
規
程
別
表
１
及
び
別
表
２
に
定
め

る
卒
業
に
必
要
な
単
位
数
を
修
得
し
た
者
に
つ
い
て
、
教
授
会
の
議
を
経
て
卒
業
を
認
定
し
、
卒
業
証
書
を
授
与

す
る
。
⇌

２
⇌
学
長
は
、
卒
業
を
認
定
し
た
者
に
対
し
て
、
学
士
の
学
位
を
授
与
す
る
。
⇌

３
⇌
学
士
の
学
位
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

４
⇌
第
１
項
に
規
定
す
る
卒
業
に
必
要
な
単
位
の
う
ち
、
第
２
２
条
の
３
第
２
項
の
授
業
の
方
法
に
よ
り
修
得

す
る
単
位
数
は
６
０
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
⇌

５
⇌
第
１
項
に
規
定
す
る
卒
業
に
必
要
な
単
位
の
う
ち
、
第
２
８
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
数
は
３
０
単
位

を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
⇌

⇌ （
資
格
）
⇌

第
３
１
条
⇌
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
部
及
び
学
科
に
お
い
て
、
選
択
に
よ
り
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
て
そ

の
単
位
を
修
得
す
る
ほ
か
、
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
４
７
号
）
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行

規
則
（
昭
和
２
９
年
文
部
省
令
第
２
６
号
）
に
定
め
る
必
要
な
授
業
科
目
を
履
修
し
そ
の
単
位
を
修
得
し
た
者

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
教
員
免
許
状
（
免
許
教
科
）
を
受
け
る
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。⇌

⇌

学
部
及
び
学
科
⇌

教
員
免
許
状
（
免
許
教
科
）
⇌

国
際
政
策
学
部
総
合
政
策
学
科
⇌

国
際
政
策
学
部
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
⇌

中
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
（
英
語
）
⇌

高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
（
英
語
）
⇌

人
間
福
祉
学
部
人
間
形
成
学
科
⇌

幼
稚
園
教
諭
一
種
免
許
状
⇌

小
学
校
教
諭
一
種
免
許
状
⇌

看
護
学
部
看
護
学
科
⇌

養
護
教
諭
一
種
免
許
状
⇌

⇌ ２
⇌
人
間
福
祉
学
部
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
に
お
い
て
、
選
択
に
よ
り
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
て
そ
の
単
位

を
修
得
し
た
者
は
、
社
会
福
祉
士
試
験
、
精
神
保
健
福
祉
士
試
験
及
び
介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
を
取
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

３
⇌
人
間
福
祉
学
部
人
間
形
成
学
科
に
お
い
て
、
選
択
に
よ
り
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
て
そ
の
単
位
を
修
得
し

た
者
は
、
社
会
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
及
び
保
育
士
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

４
⇌
看
護
学
部
看
護
学
科
の
課
程
を
修
了
し
た
者
は
、
看
護
師
国
家
試
験
の
受
験
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
⇌

５
⇌
看
護
学
部
看
護
学
科
に
お
い
て
、
選
択
に
よ
り
所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
て
そ
の
単
位
を
修
得
し
た
者
は
、

 ⇌ （
１
年
間
の
授
業
期
間
）
⇌

第
２
３
条
⇌
１
年
間
の
授
業
を
行
う
期
間
は
３
５
週
と
す
る
。
⇌

（
単
位
の
計
算
方
法
）
⇌

第
２
４
条
⇌
授
業
科
目
の
単
位
数
は
、
１
単
位
の
授
業
科
目
を
４
５
時
間
の
学
修
を
必
要
と
す
る
内
容
を
も
っ
て
構

成
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
、
授
業
の
方
法
に
応
じ
、
当
該
授
業
に
よ
る
教
育
効
果
及
び
授
業
時
間
外
に
必
要
な
学

修
等
を
考
慮
し
て
、
次
の
基
準
に
よ
り
計
算
す
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
講
義
及
び
演
習
に
つ
い
て
は
、
１
５
時
間
か
ら
３
０
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
定
め
る
時
間
の
授
業
を
も
っ

て
１
単
位
と
す
る
。
⇌

⇔２
⇕⇌
実
験
、
実
習
及
び
実
技
に
つ
い
て
は
、
３
０
時
間
か
ら
４
５
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
定
め
る
時
間
の
授
業

を
も
っ
て
１
単
位
と
す
る
。
⇌

２
⇌
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
卒
業
論
文
、
卒
業
研
究
等
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
学
修
の
成
果

を
評
価
し
て
単
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
学
修
等
を
考
慮
し

て
、
単
位
数
を
定
め
る
。
⇌

（
単
位
の
授
与
）
⇌

第
２
５
条
⇌
学
長
は
、
一
の
授
業
科
目
を
履
修
し
た
学
生
に
対
し
て
は
、
試
験
そ
の
他
の
審
査
（
以
下
「
試
験
等
」

と
い
う
。
）
の
上
、
学
修
の
成
果
を
評
価
し
て
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

（
成
績
の
評
価
）
⇌

第
２
６
条
⇌
成
績
の
評
価
は
、
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ
の
い
ず
れ
か
で
表
し
、
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
を
合
格
と
す

る
。
た
だ
し
、
特
別
な
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
評
語
を
持
っ
て
成
績
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
成
績
の
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
他
の
大
学
等
に
お
け
る
科
目
の
履
修
）
⇌

第
２
７
条
⇌
学
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
学
生
が

当
該
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、６
０
単
位
を
限
度

と
し
て
、
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
前
項
の
規
定
は
、
学
生
が
外
国
の
大
学
等
に
留
学
す
る
場
合
及
び
外
国
の
大
学
等
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る

授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、

外
国
の
大
学
等
と
の
協
議
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
欠
く
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

（
休
学
期
間
中
に
外
国
の
大
学
等
で
修
得
し
た
単
位
の
取
り
扱
い
）
⇌

第
２
７
条
の
２
⇌
学
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
休
学
期
間
中
に
外
国
の
大
学
等
に
お
い
て
履
修
し
た

授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
数
は
、
前
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
よ
り
本
学
に
お

い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て
６
０
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
⇌

（
大
学
以
外
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
）
⇌

第
２
８
条
⇌
学
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
行
う
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻

科
に
お
け
る
学
修
又
は
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
３
１
年
文
部
省
令
第
２
８
号
）
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
学
修
を
、
本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当

該
学
修
の
成
果
を
評
価
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
前
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
単
位
数
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て
６
０
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
⇌

（
連
携
開
設
科
目
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
）
⇌

第
２
８
条
の
２
⇌
大
学
設
置
基
準
第
１
９
条
の
２
に
規
定
す
る
連
携
開
設
科
目
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、
本
学

の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。
⇌

２
⇌
連
携
開
設
科
目
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
数
等
の
認
定
）
⇌

第
２
９
条
⇌
学
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
本
学
に
入
学
す
る
前
に
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学

又
は
外
国
の
大
学
等
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、本
学
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
⇌
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 ２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、
単
位
数
、
履
修
方
法
及
び
修
了
要
件

（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
山
梨
県
立
大
学
の
公
立
大
学
法
人
へ

の
移
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
２
年
山
梨
県
規
則
第
１
３
号
）
第
１
条
第
１
号
に
規
定
す

る
廃
止
前
の
山
梨
県
立
大
学
学
則
（
平
成
１
７
年
山
梨
県
規
則
第
２
１
号
。
以
下
「
旧
学
則
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ

る
。
⇌

３
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
等
は
、
当
該
者

の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。
⇌

４
⇌
旧
学
則
の
規
定
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
き
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
学
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
き
な
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
２
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、
単
位
数
、
履
修
方
法
、
修
了
要
件
及

び
単
位
の
修
得
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
資
格
（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
⇌

３
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
等
は
、
原
則
と

し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。
⇌

⇌

附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
４
年
６
月
２
８
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
４
月
１
日
以
後
の
入
学
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。⇌

⇌

附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
５
年
１
月
１
７
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
４
月
１
日
以
後
の
入
学
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。⇌

⇌

附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌

附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
２
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌

２
⇌
第
３
条
３
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
２
６
年
度
の
収
容
定
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
⇌

⇌

 

保
健
師
国
家
試
験
の
受
験
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

 
 

 
第
６
章

 
賞
罰

 
（
表
彰
）
⇌

第
３
２
条
⇌
学
長
は
、
学
業
及
び
操
行
が
優
秀
で
他
の
模
範
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
学
生
を
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
⇌

２
⇌
学
生
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
懲
戒
）
⇌

第
３
３
条
⇌
学
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
に
対
し
、
戒
告
、
停
学
又
は
退
学
の
処
分
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
前
項
の
停
学
の
処
分
に
係
る
停
学
の
期
間
は
、
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
に
算
入
し
な
い
。
⇌

３
⇌
第
１
項
の
退
学
処
分
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
学
業
成
績
が
不
良
で
卒
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
⇌

⇔２
⇕⇌
正
当
な
理
由
が
な
く
出
席
が
正
常
で
な
い
者
⇌

⇔３
⇕⇌
本
学
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者
⇌

４
⇌
学
生
に
対
す
る
懲
戒
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌
⇌

⇌  
 

 
第
７
章

 
科
目
等
履
修
生
、
特
別
聴
講
学
生
、
研
究
生
及
び
研
修
生

  
  

  
 

（
科
目
等
履
修
生
）
⇌

第
３
４
条
⇌
学
長
は
、
本
学
の
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
の
履
修
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
選
考
の
上
、
科
⇌

目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
学
長
は
、
科
目
等
履
修
生
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

３
⇌
科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
特
別
聴
講
学
生
）
⇌

第
３
５
条
⇌
学
長
は
、
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
と
の
間
で
相
互
単
位
互
換
協
定
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
⇌

該
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
の
学
生
で
本
学
の
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
の
履
修
を
志
望
す
る
も
の
が
あ
る
と

き
は
、
特
別
聴
講
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
学
長
は
、
特
別
聴
講
学
生
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

３
⇌
特
別
聴
講
学
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
研
究
生
）
⇌

第
３
６
条
⇌
学
長
は
、
本
学
の
所
定
の
授
業
科
目
に
関
連
し
た
学
術
の
研
究
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
選
考

の
上
、
研
究
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

（
研
修
生
）
⇌

第
３
７
条
⇌
学
長
は
、
大
学
そ
の
他
の
公
共
的
団
体
か
ら
そ
の
所
属
す
る
職
員
に
本
学
の
所
定
の
授
業
科
目
に
関
連

し
た
事
項
に
つ
い
て
修
学
さ
せ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
選
考
の
上
、
研
修
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
⇌

２
⇌
研
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

⇌  
 

 
第
８
章

 
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料

 
（
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
）
⇌

第
３
８
条
⇌
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

⇌  
 

 
第
９
章

 
雑
則

 
（
委
任
）
⇌

第
３
９
条
⇌
こ
の
学
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
学
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌
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業
科
目
は
、
原
則
と
し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌⇌

⇌
⇌

⇌
⇌

⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
２
８
年
１
１
月
１
４
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌
⇌

⇌
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌⇌

⇌
⇌

⇌
⇌

⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、
単
位
数
、
履
修
方
法
、
修

了
要
件
（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
全
学
共
通
科
目
の
「
自
由
科
目
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
学
則
の
別
表
第
１
に
規
定
す
る
授
業

科
目
等
と
し
て
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌
⇌

⇌

３
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
ま
た
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
は
、

原
則
と
し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。
⇌⇌

⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

⇌
（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌
（
経
過
措
置
）
⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、
単
位
数
、
履
修
方
法
、
修

了
要
件
（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
⇌

３
⇌
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
合
政
策
学
科
専
門
科
目
及
び
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
専
門
科

目
「
自
由
科
目
」
、
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
専
門
科
目
「
自
由
科
目
」
、
人
間
形
成
学
科
専
門
科
目
「
障
害

者
福
祉
論
Ⅰ
」
及
び
幼
稚
園
・
小
学
校
教
諭
課
程
科
目
「
障
害
者
福
祉
論
Ⅰ
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
学
則
の

別
表
に
規
定
す
る
授
業
科
目
等
と
し
て
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

４
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
は
、

原
則
と
し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

⇌
（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌
（
経
過
措
置
等
）
⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、
単
位
数
、
履
修
方
法
、
修

了
要
件
（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
⇌

３
⇌
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
合
政
策
学
科
専
門
科
目
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
専
門
科
目

及
び
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
専
門
科
目
「
社
会
学
概
論
」
並
び
に
総
合
政
策
学
科
専
門
科
目
及
び
福
祉
コ

 

学
⇌
⇌
部
⇌

学
⇌
⇌
科
⇌

学
生
定
員
⇌

⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌ ⇌⇌

入
学
定
員
⇌

３
年
次
編
入
学
定
員
⇌

収
容
定
員
⇌

国
際
政
策
学
部
⇌

総
合
政
策
学
科
⇌

４
０
人
⇌

５
人
⇌

１
７
０
人
⇌

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
⇌

４
０
人
⇌

５
人
⇌

１
７
０
人
⇌

人
間
福
祉
学
部
⇌

福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
⇌

５
０
人
⇌

５
人
⇌

２
１
０
人
⇌

人
間
形
成
学
科
⇌

３
０
人
⇌

５
人
⇌

１
３
０
人
⇌

看
護
学
部
⇌

看
護
学
科
⇌

１
０
０
人
⇌

－
⇌

⇌
４
０
５
人
⇌

合
⇌
⇌
⇌
計
⇌

２
６
０
人
⇌

２
０
人
⇌

１
，
０
８
５
人
⇌

⇌

附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
７
年
４
月
⇝
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
平
成
２
７
年
１
０
月
１
３
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
２
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
か
か
る
授
業
科
目
、
単
位
数
、
履
修
方
法
、

修
了
要
件
（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
⇌

３
⇌
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
専
門
科
目
「
精
神
保
健
援
助
演
習
（
基
礎
）
」
、⇌
⇌

⇌
人
間
形
成
学
科
専
門
科
目
「
小
学
校
実
習
指
導
Ⅰ
」
「
小
学
校
実
習
指
導
Ⅱ
」
、
中
学
校
・
高
等
学
校
・
養
護
⇌
⇌

⇌
教
諭
課
程
科
目
「
生
徒
指
導
」
及
び
幼
稚
園
・
小
学
校
教
諭
課
程
科
目
「
小
学
校
実
習
指
導
Ⅰ
」
「
小
学
校
⇌

⇌
実
習
指
導
Ⅱ
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
学
則
の
別
表
に
規
定
す
る
授
業
科
目
等
と
し
て
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
⇌

⇌
る
。
⇌

４
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
ま
た
は
転
入
学
を
す
る
も
の
す
る
者
に
係
る
授
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ミ
ュ
ニ
テ
ィ
学
科
専
門
科
目
「
福
祉
行
財
政
論
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
学
則
の
別
表
に
規
定
す
る
授
業
科
目

等
と
し
て
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⇌

４
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
は
、

原
則
と
し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
平
成
３
１
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、
単
位
数
、
履
修
方
法
、
修
了
要
件
（
以

下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。）
は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
⇌

３
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
は
、
原
則
と
し

て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。
⇌

⇌

附
⇌
則
⇌

こ
の
学
則
は
、
令
和
３
年
５
月
１
０
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
４
月
１
日
以
後
の
入
学
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
⇌

⇌ ⇌
⇌
⇌
附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
単
位
の
修
得
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
資
格

は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
⇌

３
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
単
位
の
修
得
等

に
よ
り
得
ら
れ
る
資
格
は
、
原
則
と
し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。⇌

附
⇌
則
⇌

（
施
行
期
日
）
⇌

１
⇌
こ
の
学
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
⇌

（
経
過
措
置
）
⇌

２
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
単
位
の
修
得
等
に
よ
り
得
ら
れ
る
資
格

は
、
こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
⇌

３
⇌
こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
単
位
の
修
得
等

に
よ
り
得
ら
れ
る
資
格
は
、
原
則
と
し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。⇌

⇌
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学修成果 測定方法

① 教養力

専門分野を超え、文理を問わない幅広い知識を身
に付けており、自己学修を継続するための基盤を備
えている。

・カリキュラムマップにて示す「教養力」に係る科目の授
業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる
自己評価
・カリキュラムマップにて示す「教養力」に係る科目の成
績評価

② 技法力

読解、表現、数理・データサイエンスなどに関する基
盤的リテラシーを身に付けている。

・カリキュラムマップにて示す「技法力」に係る科目の授
業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる
自己評価
・カリキュラムマップにて示す「技法力」に係る科目の成
績評価

③ 思考力 思考力・判断力・表現力

既存の知識や問題を批判的に捉え直し、創造的に
思考することができる。

・カリキュラムマップにて示す「思考力」に係る科目の授
業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる
自己評価
・カリキュラムマップにて示す「思考力」に係る科目の成
績評価

④ 実践力

思考を現実と関連づけながら発展させ、進んで問
題を発見し、解決していく姿勢を備えている。

・カリキュラムマップにて示す「実践力」に係る科目の授
業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる
自己評価
・カリキュラムマップにて示す「実践力」に係る科目の成
績評価

⑤
倫理・シティズン

シップ力

多様性を理解し責任をもって他者に応答することが
でき、ローカルからグローバルへと至る社会の重層
性を理解し社会の維持と変革に向けた取り組みに
参加することができる。

・カリキュラムマップにて示す「倫理・シティズンシップ力」
にに係る科目の授業評価における学士力到達度及び
ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「倫理・シティズンシップ力」
に係る科目の成績評価

山梨県立大学　３つの方針

理念と目的

「グローカルな知の拠点となる大学」、「未来の実践的担い手を育てる大学」、「地域に開かれ地域と向き合う大学」たることを希求し、人間と社会に対する学術的研
究、豊かな人間性及び専門的な職業能力を備えた人材の育成並びに地域社会に対する実践的な貢献を通じて、豊かで活力ある社会の発展に寄与する。
（学則第１条）

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

学士力　「学士基盤力」

育成する人物像
本学の理念と目的に基づき、地域的視点と地球的視点、個別的視点と総合的視点を兼ね備えた知を創造・継承・活用すること、即ち、人間
や社会に対する学問的探求、豊かな人間性と専門的職業能力を備えた人材を育成する。

本学の学位授与方針及び教育課程編成・実施方針を踏まえ、入学者選抜の方針を次のように定める。
＜入学前能力＞高等学校レベルの基礎的な知識・技能とともに、思考力、判断力、表現力及び協調性を身に付けている。
＜入学後能力＞入学後にグローカルな知と資格教育による専門職に必要な資質能力を身に付けることができる。
＜評価方法＞入学者選抜においては、調査書のほか資格・検定試験の成績を加味しながら、確かな学力を評価するための小論文と面接を重視する。

主体性・多様性・協調性

卒業判定
基準

知識・技能

本学の理念と目的に基づき、学生の学修成果が次の到達目標に達し、『学士力』を身に付けていると認められる者に、学士（専門分野）の
学位を授与する。
 1.全学に共通する「学士基盤力」を身に付けている。
 2.各専門分野における「学士専門力」を身に付けている。

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

学士（専門分野）に係る学修成果を身に付けるための教育プログラムとして、次の方針に基づき教育課程を編成し実施する。
 <総合性に関する方針＞ 各専門分野を構成する多様な研究領域のつながりを考慮した専門分野の「総合性」を実現する。
 ＜順次性に関する方針＞ 授業科目区分と履修単位を組み合わせ年次ごとに系統的な学修を促す「順次性」を実現する。
 ＜実施に関する方針＞　 学生の主体的な学びや深い学びあるいは能動的な学修を促す「体験性」を実現する。

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

– 68 –



育成する
人物像

本学部は、地域社会の活力ある豊かな発展に貢献するとともに、平和で豊かな国際社会の形成のために実践知を用いて行動する国際人の
育成を目的とする。具体的な人物像についてはコースごとに定める。

卒業判定
基準

本学部の目的・理念及び教育目標に基づき、学生の学修成果が到達目標に達したと認められる者に、学士（国際政策学）の学位を授与す
る。
1. 全学共通の学修成果である「学士基盤力」を身につけている。
2. 「学士専門力」として、各コースで定める学士力を身につけている。

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

＜総合性に関する方針＞ 「行動する国際人」の育成を行うため、地域マネジメントコース、国際関係・観光メディアコース、創発デザインコース、国際コミュニケーションコー
スの４コースを設置し、それぞれのコース目的に即した科目を配置する。
＜順次性に関する方針＞学年進行に合わせて、基礎力から展開力を育成する科目を順次履修できるように配慮する。
＜実施に関する方針＞各コースの方針にしたがって実施する。

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

＜入学前能力＞
国際政策学部は、ローカルならびにグローバルな視点を携え、みずからの問題意識を社会との関係において育み、問題の発見や提起を含めた一連の問題解決に挑もう
とする人間を求めています。そのため、以下の3点で入学前能力を評価します。
【知識・技能】高等学校の各教科・科目を幅広く学習し、均衡のとれた基礎学力を身に付けている
【思考力・判断力・表現力】様々な事象を自ら考え、それを自分の言葉で表現することができる
【主体性・多様性・協働性】多様性を尊重しながら他者と対話し、創造的な問題解決に主体的に取り組むことができる
＜評価方法＞
入学者選抜においては、多様な人材を選抜するため、一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜（海外帰国生選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜）・3年次編入学を実施
します。
各選抜においては、入学前能力を測定するために、提出書類、個別学力検査等によって評価します。
・一般選抜においては、大学入学共通テストと個別学力検査によって評価します。大学入学共通テストでは国語・外国語を中心とした基礎学力を評価します。個別学力検
査では主に主体性・多様性・協働性を評価します。
・学校推薦型選抜・特別選抜・3年次編入学においては、提出書類と個別学力検査によって評価します。個別学力検査では、小論文によって主に思考力・判断力・表現力
を、面接によって主に主体性・多様性・協働性を評価します。
＜入学後能力＞
本学部で学修する内容について関心を持ち、主体的な学修への参画によって、学位授与方針に定められた資質能力を身に付けることができる。

山梨県立大学　国際政策学部　３つの方針

理念と目的

グローバルな視点に立って地域社会の問題を考え、地域の自然、文化、産業を豊かにして地域の活力をつくる人材、アジアをはじめとする世界各国と地域社会をつなぎ、
平和で豊かな国際社会の形成に貢献できる人材を育成する。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）
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学修成果 測定方法

① コース専門力

専門分野に関する基礎的な知識・技能を身につけてい
る。
①地域の人的・物的資源が持つ価値をとらえなおすこ
とができる。
②地域社会が直面している課題について専門的に理
解することができる。

・カリキュラムマップにて示す「コース専門力」に係る科
目の授業評価における学士力到達度及びポートフォリ
オによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「コース専門力」に係る科
目の成績評価

② 外国語活用能力

国際的な交流の場において、外国語を用いて日常的な
コミュニケーションをとることができる。

・カリキュラムマップにて示す「外国語活用能力」に係る
科目の授業評価における学士力到達度及びポートフォ
リオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「外国語活用能力」に係る
科目の成績評価

③ 汎用的能力

大学での学修および社会生活の基盤として求められる
能力を身につけている。
・論理的・批判的に思考することができる。
・自らの意見を文章および口頭で表現することができ
る。
・他者の意見を聞き、相互理解を図ることができる。
・必要な情報を収集し、内容を正確に理解することがで
きる。
・ICTに関する知識・モラル・スキルを修得し適切に活用
することができる。

・カリキュラムマップにて示す「汎用的能力」に係る科目
の授業評価における学士力到達度及びポートフォリオ
による自己評価
・カリキュラムマップにて示す「汎用的能力」に係る科目
の成績評価

④
専門的問題解決
能力

社会的または学術的課題について、各自の専門性に基
づき自ら問いを立て、適切な方法を選択し、問題解決に
取り組むことができる。

・カリキュラムマップにて示す「専門的問題解決能力」に
係る科目の授業評価における学士力到達度及びポート
フォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「専門的問題解決能力」に
係る科目の成績評価

⑤ 能動的実践力 主体性・多様性・協働性

多様な他者を理解し、協働的・主体的に行動することが
できる。

・カリキュラムマップにて示す「能動的実践力」に係る科
目の授業評価における学士力到達度及びポートフォリ
オによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「能動的実践力」に係る科
目の成績評価

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

＜入学前能力＞
国際政策学部は、ローカルならびにグローバルな視点を携え、みずからの問題意識を社会との関係において育み、問題の発見や提起を含めた一連の問題解決に挑もうと
する人間を求めています。そのため、以下の3点で入学前能力を評価します。
【知識・技能】高等学校の各教科・科目を幅広く学習し、均衡のとれた基礎学力を身に付けている
【思考力・判断力・表現力】様々な事象を自ら考え、それを自分の言葉で表現することができる
【主体性・多様性・協働性】多様性を尊重しながら他者と対話し、創造的な問題解決に主体的に取り組むことができる
＜評価方法＞
入学者選抜においては、多様な人材を選抜するため、一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜（海外帰国生選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜）・3年次編入学を実施
します。
各選抜においては、入学前能力を測定するために、提出書類、個別学力検査等によって評価します。
・一般選抜においては、大学入学共通テストと個別学力検査によって評価します。大学入学共通テストでは国語・外国語を中心とした基礎学力を評価します。個別学力検
査では主に主体性・多様性・協働性を評価します。
・学校推薦型選抜・特別選抜・3年次編入学においては、提出書類と個別学力検査によって評価します。個別学力検査では、小論文によって主に思考力・判断力・表現力
を、面接によって主に主体性・多様性・協働性を評価します。
＜入学後能力＞
本学部で学修する内容について関心を持ち、主体的な学修への参画によって、学位授与方針に定められた資質能力を身に付けることができる。

卒業判定基準

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

＜総合性に関する方針＞
地域マネジメントコースには、地域の人的・物的資源が持つ価値をとらえなおし、地域社会が直面している課題についての専門的理解に基づいて、データ分析やフィールド
ワークを通じて主体的・協働的に解決に取り組み、公共政策・まちづくり・ビジネスの分野から地域の未来に貢献できる人物を育成するために必要な科目を配置する。
＜順次性に関する方針＞
1年次には、学修の基盤となる汎用的能力と基礎知識を身につけ、学部で学ぶべきことの全体の見通しと理解を深めることができるように、導入科目および学部教養科目
を配置する。
2年次には、専門領域の基礎知識を身につけることができるように、コース基礎科目を配置する。
3年次には、専門領域を実践的な課題と結びつけて理解することができるように、コース展開科目を配置する。
4年次には、専門的問題解決能力を養成するために国際政策演習（卒業研究）を配置する。
外国語科目については、基礎的水準から応用的水準まで段階的に学修できるよう英語科目と中国語科目を配置する。
各年次には、汎用的能力、能動的実践力、専門的問題解決能力を順次養成するために演習科目を配置する。
＜実施に関する方針＞
能動的実践力を養成するため、PBLやアクティブ・ラーニングを重視する。地域に根ざした活動（フィールドワーク）の機会を設けるとともに、少人数演習・能動的学修が各
学年で実現できるようにする。

（学部の表に記載）

学士力　「学士専門力」

知識・技能

思考力・判断力・表現力

山梨県立大学　国際政策学部　地域マネジメントコース　３つの方針

理念と目的

グローバルな視点に立って地域社会の問題を考え、地域の自然、文化、産業を豊かにして地域の活力をつくる人材、アジアをはじめとする世界各国と地域社会をつなぎ、
平和で豊かな国際社会の形成に貢献できる人材を育成する。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

育成する
人物像

地域の人的・物的資源が持つ価値をとらえなおし、地域社会が直面している課題（人口、資源、産業、経済等）についての専門的理解に基づい
て、データ分析やフィールドワークを通じて主体的・協働的に解決に取り組み、公共政策・まちづくり・ビジネスの分野から地域の未来に貢献でき
る人物
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学修成果 測定方法

① コース専門力

専門分野に関する基礎的な知識・技能を身につけ
ている。
①グローバルな政治経済情勢をとらえることがで
きる。
②観光とメディアに関する専門知識を身につけて
いる。

・カリキュラムマップにて示す「コース専門力」に係る科目の
授業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる
自己評価
・カリキュラムマップにて示す「コース専門力」に係る科目の
成績評価

② 外国語活用能力

国際的な交流の場において、外国語を用いて日常
的なコミュニケーションをとることができる。

・カリキュラムマップにて示す「外国語活用能力」に係る科
目の授業評価における学士力到達度及びポートフォリオに
よる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「外国語活用能力」に係る科
目の成績評価

③ 汎用的能力

大学での学修および社会生活の基盤として求めら
れる能力を身につけている。
・論理的・批判的に思考することができる。
・自らの意見を文章および口頭で表現することが
できる。
・他者の意見を聞き、相互理解を図ることができ
る。
・必要な情報を収集し、内容を正確に理解すること
ができる。
・ICTに関する知識・モラル・スキルを修得し適切に
活用することができる。

・カリキュラムマップにて示す「汎用的能力」に係る科目の
授業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる
自己評価
・カリキュラムマップにて示す「汎用的能力」に係る科目の
成績評価

④
専門的問題解決
能力

社会的または学術的課題について、各自の専門性
に基づき自ら問いを立て、適切な方法を選択し、問
題解決に取り組むことができる。

・カリキュラムマップにて示す「専門的問題解決能力」に係
る科目の授業評価における学士力到達度及びポートフォリ
オによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「専門的問題解決能力」に係
る科目の成績評価

⑤ 能動的実践力 主体性・多様性・協働性

多様な他者を理解し、協働的・主体的に行動するこ
とができる。

・カリキュラムマップにて示す「能動的実践力」に係る科目
の授業評価における学士力到達度及びポートフォリオによ
る自己評価
・カリキュラムマップにて示す「能動的実践力」に係る科目
の成績評価

学士力　「学士専門力」

グローバルな政治経済情勢をとらえ、観光とメディアに関する専門知識を身につけ、社会の多様性を認識した上で、多角的な視点で地域社会
の価値創造に向けて主体的・協働的に取り組むことができる人材

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

＜入学前能力＞
国際政策学部は、ローカルならびにグローバルな視点を携え、みずからの問題意識を社会との関係において育み、問題の発見や提起を含めた一連の問題解決に挑もう
とする人間を求めています。そのため、以下の3点で入学前能力を評価します。
【知識・技能】高等学校の各教科・科目を幅広く学習し、均衡のとれた基礎学力を身に付けている
【思考力・判断力・表現力】様々な事象を自ら考え、それを自分の言葉で表現することができる
【主体性・多様性・協働性】多様性を尊重しながら他者と対話し、創造的な問題解決に主体的に取り組むことができる
＜評価方法＞
入学者選抜においては、多様な人材を選抜するため、一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜（海外帰国生選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜）・3年次編入学を実施
します。
各選抜においては、入学前能力を測定するために、提出書類、個別学力検査等によって評価します。
・一般選抜においては、大学入学共通テストと個別学力検査によって評価します。大学入学共通テストでは国語・外国語を中心とした基礎学力を評価します。個別学力検
査では主に主体性・多様性・協働性を評価します。
・学校推薦型選抜・特別選抜・3年次編入学においては、提出書類と個別学力検査によって評価します。個別学力検査では、小論文によって主に思考力・判断力・表現力
を、面接によって主に主体性・多様性・協働性を評価します。
＜入学後能力＞
本学部で学修する内容について関心を持ち、主体的な学修への参画によって、学位授与方針に定められた資質能力を身に付けることができる。

卒業判定基準 （学部の表に記載）

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

＜総合性に関する方針＞
国際関係・観光メディアコースには、グローバルな政治経済情勢をとらえ、観光とメディアに関する専門知識を身につけ、社会の多様性を認識した上で、多角的な視点で
地域社会の価値創造に向けて主体的・協働的に取り組むことができる人物を育成するために必要な科目を配置する。
＜順次性に関する方針＞
1年次には、学修の基盤となる汎用的能力と基礎知識を身につけ、学部で学ぶべきことの全体の見通しと理解を深めることができるように、導入科目および学部教養科
目を配置する。
2年次には、専門領域の基礎知識を身につけることができるように、コース基礎科目を配置する。
3年次には、専門領域を実践的な課題と結びつけて理解することができるように、コース展開科目を配置する。
4年次には、専門的問題解決能力を養成するために国際政策演習（卒業研究）を配置する。
外国語科目については、基礎的水準から応用的水準まで段階的に学修できるよう英語科目と中国語科目を配置する。
各年次には、汎用的能力、能動的実践力、専門的問題解決能力を順次養成するために演習科目を配置する。
＜実施に関する方針＞
能動的実践力を養成するため、PBLやアクティブ・ラーニングを重視する。地域に根ざした活動（フィールドワーク）の機会を設けるとともに、少人数演習・能動的学修が各
学年で実現できるようにする。

知識・技能

思考力・判断力・表現力

山梨県立大学　国際政策学部　国際関係・観光メディアコース　３つの方針

理念と目的

グローバルな視点に立って地域社会の問題を考え、地域の自然、文化、産業を豊かにして地域の活力をつくる人材、アジアをはじめとする世界各国と地域社会をつなぎ、
平和で豊かな国際社会の形成に貢献できる人材を育成する。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

育成する
人物像
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学修成果 測定方法

①
多文化共生
社会対応力

自身を取り巻く環境の文化・産業・歴史に関する深い
知識を習得した上で、自他の価値観や文化背景の
違いを理解・尊重・共感し、議論と対話を通してプロ
ジェクトを推進することができる。

・カリキュラムマップにて示す「多文化共生社会対応力」に係
る科目の授業評価における学士力到達度及びポートフォリオ
による自己評価
・カリキュラムマップにて示す「多文化共生社会対応力」に係
る科目の成績評価

②
国際社会
基礎力

外国語能力、ものづくり、データサイエンス、デザイン
などの文理横断型の知識・技能を習得し、課題解決
に活用することができる。

・カリキュラムマップにて示す「国際社会基礎力」に係る科目
の授業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる
自己評価
・カリキュラムマップにて示す「国際社会基礎力」に係る科目
の成績評価

③ 創造的思考力

自ら問いを立てて過去・現在・未来の軸で社会を捉
え、目指すべき未来像を構想した上で、自身が何を
考え、論じ、行動するべきかを判断することができる。

・カリキュラムマップにて示す「創造的思考力」に係る科目の
授業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる自
己評価
・カリキュラムマップにて示す「創造的思考力」に係る科目の
成績評価

④ 批判的思考力

歴史・産業・文化への深い理解に基づいて、多様な
利害関係者が共感できる地域のありたい姿を描き、
表現することができる。

・カリキュラムマップにて示す「批判的思考力」に係る科目の
授業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる自
己評価
・カリキュラムマップにて示す「批判的思考力」に係る科目の
成績評価

⑤ 能動的実践力

自らの専門性にとらわれず探求心を持って未知なる
ものに挑戦し、ものづくりを通して社会の現場変革に
挑むことができる。

・カリキュラムマップにて示す「能動的実践力」に係る科目の
授業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる自
己評価
・カリキュラムマップにて示す「能動的実践力」に係る科目の
成績評価

⑥ 社会変革力

ヒューマンセントリックな視点を持って科学技術や情
報を活用し、地域社会を主体的かつ内発的に創造し
続ける起業家精神を備えている。

・カリキュラムマップにて示す「社会変革力」に係る科目の授
業評価における学士力到達度及びポートフォリオによる自己
評価
・カリキュラムマップにて示す「社会変革力」に係る科目の成
績評価

山梨県立大学　国際政策学部　創発デザインコース　３つの方針

理念と目的

グローバルな視点に立って地域社会の問題を考え、地域の自然、文化、産業を豊かにして地域の活力をつくる人材、アジアをはじめとする世界各国と地域社会をつなぎ、平
和で豊かな国際社会の形成に貢献できる人材を育成する。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

育成する
人物像

学士力　「学士専門力」

地域の自然・文化・産業をヒューマンセントリックの視点から統合的に解釈し、文理融合（自然科学・人文社会科学）の方法論を用いて地域の将
来像を描き具現化する主体的・創造的実行力により、地域変革を牽引する人物

知識・技能

思考力・判断力・表現力

主体性・多様性・協働性

＜入学前能力＞
国際政策学部は、ローカルならびにグローバルな視点を携え、みずからの問題意識を社会との関係において育み、問題の発見や提起を含めた一連の問題解決に挑もうと
する人間を求めています。そのため、以下の3点で入学前能力を評価します。
【知識・技能】高等学校の各教科・科目を幅広く学習し、均衡のとれた基礎学力を身に付けている
【思考力・判断力・表現力】様々な事象を自ら考え、それを自分の言葉で表現することができる
【主体性・多様性・協働性】多様性を尊重しながら他者と対話し、創造的な問題解決に主体的に取り組むことができる
＜評価方法＞
入学者選抜においては、多様な人材を選抜するため、一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜（海外帰国生選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜）・3年次編入学を実施し
ます。
各選抜においては、入学前能力を測定するために、提出書類、個別学力検査等によって評価します。
・一般選抜においては、大学入学共通テストと個別学力検査によって評価します。大学入学共通テストでは国語・外国語を中心とした基礎学力を評価します。個別学力検
査では主に主体性・多様性・協働性を評価します。
・学校推薦型選抜・特別選抜・3年次編入学においては、提出書類と個別学力検査によって評価します。個別学力検査では、小論文によって主に思考力・判断力・表現力
を、面接によって主に主体性・多様性・協働性を評価します。
＜入学後能力＞
本学部で学修する内容について関心を持ち、主体的な学修への参画によって、学位授与方針に定められた資質能力を身に付けることができる。

卒業判定基準

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

＜総合性に関する方針＞
創発デザインコースには、地域の自然・文化・産業をヒューマンセントリックの視点から統合的に解釈し、文理融合（自然科学・人文社会科学）の方法論を用いて地域の将
来像を描き具現化する主体的・創造的実行力により、地域変革を牽引する人物を育成するために必要な科目を配置する。
＜順次性に関する方針＞
1年次は導入科目の履修により、学びの技法を身につけると共に、学部で学ぶべきことの全体の見通しと理解を深められるようにする。
2年次はコース基礎科目の履修により知識、技能、倫理的感覚、そしてそれらを統合する総合的運用能力を身につける。
3年次はコース展開科目の履修により自分自身の価値基準を確立し、それに基づいた意思決定力や自己学習能力を身に付ける。
4年次は国際政策演習（卒業研究）の履修により専門的問題解決能力を身につける。また実践演習科目の履修を通し、自身の価値基準を相対化し、その不完全さを受け
入れた上で行動できる能動的実践力を身に付ける。
＜実施に関する方針＞
実践知を探究しつつ行動する国際人を育成するために探究型学習を重視する。多様な環境にて学びを深め未来を構想する力を養うための学外（国内外）での演習や、
自らの手で価値あるものを創り出し社会課題の解決に挑む演習を必修とし、アクティブラーニングや少人数演習を各学年で実現できるようにする。

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

（学部の表に記載）
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育成する
人物像

本学部は、乳幼児から高齢者まで、誰もが人間らしく、その人らしさを発揮して生き生きと生活できる福祉コミュニティづくりに、主体的か
つ実践的に貢献できる人材を育成することを目的とする。具体的な人物像については、学科ごとで定める。

卒業判定
基準

人間福祉学部は、以下のような知識や能力を身につけ、所定の単位を修得した学生に対して、卒業を認定し、学士（人間福祉学）の学
位を授与します。
・外国語や情報リテラシーなど将来にわたる学びの基礎となる知識・技能、および人間と文化・社会・自然などについての幅広い教養を
身につけている。
・専門分野(社会福祉・子どもの教育・保育)に関する理論的・実践的な知識・技術を身につけている。
・人間に対する深い共感的理解と、誰もが人間らしく、またその人らしく生活できる社会づくりに貢献しようという意欲をもっている。
・社会福祉や子育てに関わる地域社会の諸課題を発見し、その解決に向けて多角的な視点から考え、実践する力を身につけている。
・すぐれたコミュニケーション能力と、多様な他者と協働する力を身につけている。

人間福祉学部はディプロマ・ポリシーに定めた人材を育成するために、以下のようにカリキュラムを編成する。
＜総合性に関する方針＞社会福祉学と保育・教育学という学問分野の学びを通じて、福祉コミュニティづくりに主体的かつ実践的に貢献できる人材の養成を目的とし
て科目群を編成する。具体的には、学部教養科目では学科共通の科目群として、福祉・保育・教育を理解するうえで多角的な視点を身につけるための教養科目を設
定する。また各学科の専門基礎科目には、社会福祉、介護福祉、精神保健福祉、保育、教育の各分野の理論的・実践的な知識・技能を修得し、各キャリアの社会的意
義を理解するための科目を配置する。分野別科目と実習科目では、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭の各免許・資格の
取得に必要となる科目を配置し、社会福祉や保育・教育の諸課題を多角的な視点から考える分析力や思考力、その解決に向けて行動できる実践力を培うことを目指
す。また、学生が主体的に選択し、関連分野への視野を広げるための関連科目や発展科目をそれぞれの学科に配置する。そしてこれらの学部における学修を基礎に、
研究課題を自ら設定し、主体的・協働的に探究する総合力を身につけることを目的とした卒業研究科目を設ける。
＜順次性に関する方針＞福祉コミュニティづくりを担う専門職に求められる知識・技能を系統的・発展的に理解・修得できるように、各免許・資格課程で規定する履修
体系も踏まえながら、その順次性に配慮する。
＜実施に関する方針＞各学科の履修方針に従って実施する。

＜入学前能力＞
人間福祉学部は、大学での学修の前提となる基礎的学力と、人への共感性・コミュニケーション力を備え、福祉社会の発展への貢献や子どもの発達と幸福の支援等、
社会貢献への意欲と関心を持った人を求めている。そのため、以下の４点で入学前能力を評価する。
AP1:大学での学修の基礎的学力を前提として、社会福祉、介護福祉、精神保健福祉、子どもの教育・保育、子ども福祉、家庭支援等の福祉・教育の専門分野の学修
に関心と意欲が強い人
AP2:社会の向上、人類の幸福と福祉の発展に貢献することに関心のある人
AP3:様々な困難を抱えた人々への共感性のある人
AP4:基礎的なコミュニケーション能力、協調性のある人
＜入学後能力＞
各学科で定めた学士専門力に準じて、入学後の学修成果の評価を行う。
＜評価方法＞
各学科で定めた学士専門力の測定方法に準じて、その到達度を評価する。

山梨県立大学　人間福祉学部　３つの方針

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

高度な専門知識と技術、深い共感的理解、問題解決への知的探究心、協働できる力を持ち、乳幼児から高齢者まで誰もが人間らしく、その人らしさを発揮して生活で
きる地域社会づくりに主体的かつ実践的に貢献できる人材を育成します。

理念と目的

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）
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学修成果 測定方法

① 知識理解力
社会福祉・精神保健福祉・介護福祉などに関する基本的な知識体系
を身につけ、多角的・総合的に理解することができる。

・カリキュラムマップにて示す「知識理解力」に係る科目の授業評価における学士
力到達度及び事業評価アンケートによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「知識理解力」に係る科目の成績評価

② 技能
社会福祉に関わる地域社会の諸課題を発見し、その解決に向けた実
践において多角的な視点から考え、修得した技能を活用できる。

・カリキュラムマップにて示す「実践力・問題解決力」に係る科目の授業評価にお
ける学士力到達度及び事業評価アンケートによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「実践力・問題解決力」に係る科目の成績評価

③ 思考
社会福祉に関する地域社会の課題を発見、その解決に向けて理論や
事実に基づいて論理的・総合的に思考し、適切に表現できる。

・カリキュラムマップにて示す「思考・技能」に係る科目の授業評価における学士
力到達度及び事業評価アンケートによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「思考・技能」に係る科目の成績評価

④ 共感的理解力
生活上の様々な困難を抱えた人々を含め、すべての人々への深い共
感的理解を持ち、様々な方法を用いて表現し伝えることができる。

・カリキュラムマップにて示す「共感的理解力」に係る科目の授業評価における学
士力到達度及び事業評価アンケートによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「共感的理解力」に係る科目の成績評価

⑤ 地域貢献力
共生社会の実現に向けて地域づくりに積極的に参加し、貢献すること
ができる。

・カリキュラムマップにて示す「地域貢献力」に係る科目の授業評価における学士
力到達度及び事業評価アンケートによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「地域貢献力」に係る科目の成績評価

⑥ 人間関係形成力
多様な人々の相談や支援を行うことができるコミュニケーション能力
を持つともに、福祉専門職や他の専門職と協働する力を身につけてい
る。

・カリキュラムマップにて示す「人間関係形成力」に係る科目の授業評価における
学士力到達度及び事業評価アンケートによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「人間関係形成力」に係る科目の成績評価

⑦ 態度・志向性
常に自らの人間性と専門性の向上に努め、福祉専門職として責務を
果たそうとする態度や志向性を持つことができる。

・カリキュラムマップにて示す「態度・志向性」に係る科目の授業評価における学
士力到達度及び事業評価アンケートによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「態度・志向性」に係る科目の成績評価

福祉コミュニティ学科では、以下のような学生を受け入れます。
＜入学前能力＞
AP1:ソーシャルワークに関する知識・技術・価値・倫理を活用し，地域共生社会の実現，人類の福祉の発展に貢献できる実践力を身に付けたい人
AP2:様々な困難を抱えた人々への深い理解にもとづいて，現代社会の多様な福祉課題を考究し，制度づくりや新しい支援方法、支援体制等の解決策を構想し実践したい人
AP3:大学での学修の基礎的学力を前提として、主体性をもって多様な人々とコミュニケーションを取り協働しながら学び続けたい人
＜入学後能力＞
福祉コミュニティ学科入学後には，自らがさらに努力を重ね，多くの人々と関わり合いながら，ソーシャルワークに関わる福祉課題，実践に一層の関心を持ち，これまでに身につけた能力をさらに磨く
とともに，社会福祉，介護福祉，精神保健福祉等の複数の専門領域を包摂した教育課程を通して，ソーシャルワークに関わる専門職としての知識・技術・価値・倫理を修得するとともに，社会の出来
事に対する問題関心と解決策を構想する力を身に付け，基本的人権を尊重し，他者と協働することの重要性とソーシャルワーカーとしての倫理観・社会的責任を理解してください。
＜評価方法＞
入学者選抜においては、入学前能力を持つ多様な人材を選抜するため、一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜（海外帰国生選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜）・3年次編入学を実施します。
各選抜においては、学力の３要素を測定するために、小論文、面接等、大学入学共通テスト等によって評価します。
「知識・技能」
① ソーシャルワークに関する知識・技術・価値を学ぶために、高等学校教育における幅広い基礎的な知識や技能を身につけている。（AP３）
② 多様化・複雑化する福祉ニーズや危機、リスクを増幅する社会的脆弱性の解消や低減のために社会福祉、介護福祉、精神保健福祉等の社会福祉に関する基礎知識を身につけている。（AP１）
「思考力・判断力・表現力」
③ 文章や他者の発言から、その内容や意図や求められていることを的確に理解し、それに応じるために必要な能力を身につけている。（AP３）
④ ソーシャルワークの対象となる当事者の置かれている問題に対して、理論的に思考・判断し・解決するために必要な能力を持っている。（AP２）
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」
⑤ 自らのアイデアや経験を地域共生社会の実現に活かすうえでの明確なビジョンを持っている。（AP２）
⑥ 多様な意見を尊重しつつ、他者とのコミュニケーションを通して協働的に物事を解決する態度を持っている。（AP３）

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

卒業判定
基準

福祉コミュニティ学科では、本学の理念と目的に基づき、以下の学士力を身につけていると認められた者に、学士（人間福祉学）の学位を授与する。
１：全学に共通する「学士基盤力」
２：福祉コミュニティ学科における「学士専門力」

福祉コミュニティ学科ではディプロマ・ポリシーに基づいて以下の目標が達成できるよう、カリキュラムを編成する。
・将来にわたる学びの基礎となる知識・技能、および人間と文化・社会・自然などについての幅広い教養の修得
・専門分野(社会福祉・精神保健福祉・介護福祉)に関する理論的・実践的な知識・技術の修得
・人間に対する深い共感的理解と、誰もが人間らしくまたその人らしく生活できる社会づくりに貢献できる力の修得
・社会福祉や子育てに関わる地域社会の諸課題を発見し、その解決に向けて多角的な視点から考え、実践する力の修得
・すぐれたコミュニケーション能力と、多様な他者と協働する力の修得
 <総合性に関する方針＞
幅広い教養と併せて、専門職としての倫理、知識、技術を体系的に修得し、ソーシャルワークを基盤として、人類と社会の問題について、社会変革も見据えた総合的な視野を養う科目群を編成す
る。
学部教養科目では、福祉を理解し多角的な視野を身につけるための教養科目を設定する。専門基礎科目、専門共通科目、資格課程ごとの分野別科目・実習科目において、社会福祉、介護福祉、
精神保健福祉の各分野を理解するための基礎を学修し、講義、演習、実習による学びの循環を促進する教育課程を編成する。学科専門科目は、3福祉士（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福
祉士）の資格課程必修科目を中心に構成され、それらに加えて人間と社会の問題について理解を深める科目を関連科目として配置する。これらの学修を土台として、研究課題を自ら設定し、主体
的・協働的に探究する総合力を身につけることを目的とした卒業研究の科目を設ける。
 ＜順次性に関する方針＞
 本学科の教育カリキュラムはソーシャルワーク教育を土台として編成され、それに加えて学生の選択により介護福祉士、精神保健福祉士を積み上げる形で構成する。ソーシャルワーク教育に関して
は、まず1年次に専門基礎科目を中心に配置し、基礎的な倫理・知識・技術を、主に講義系科目を通じて学ぶ。2年次は専門共通科目を中心に配置し、実践を意識した応用的な倫理・知識・技術を
演習等で身につける。3・4年次は分野別科目SWと実習科目SWを中心に配置し、福祉現場での実習を通じて知識・技術を応用し、問題解決力や人間関係を形成していく力を修得する。卒業研究
では課題の発見と探究する能力を修得し、生涯にわたる学習と成長へとつなげる。
　介護福祉士課程は、ソーシャルワーク教育に加えて1年次から分野別科目ＣＷ、実習科目CＷを配置し、講義、演習、実習を循環させつつ介護を実践する力を段階的に修得する。1年次は対象者
との関係形成、2年次は小規模高齢者施設と障害者支援施設での介護実践、3年次は在宅への訪問介護実践、4年次は高齢者施設における介護過程の展開を実習目的とし、それまでの学修内
容を応用し実習に向けて学修を積み重ねていく。
　精神保健福祉士課程はソーシャルワーク教育に加えて、2年次から課程に所属し２・3年次に分野別科目ＭＨＳＷにより精神保健領域の基礎を講義科目を通じて学ぶ。4年次は分野別科目
MHSW、実習科目MHSWの演習、実習を通じ精神保健福祉援助や障害者等の相談援助に係る専門的知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を修得する。
 ＜実施に関する方針＞
　教育課程編成方針に則り編成した科目については、ナンバリングやカリキュラムマップ、カリキュラムツリーにて総合性や順次性を明示する。講義、演習、実習・フィールドワーク等の多様な方法を
組み合わせて、主体的・対話的で深い学びを促進する。
具体的には、以下の学修内容・方法を実施する。
講義：専門分野の倫理と理論や、関連する社会問題等の知識を修得する。
演習：専門分野の実践的な知識・技術と、社会を捉える視点・思考力を養う。
実習：地域社会における実践を通して、専門分野の知識・技術を応用し、課題解決の能力を養う。
　学修成果は、定期試験、レポート、実習報告書の作成、実習報告会での発表、授業中の小テストや発表などの平常点で評価することとし、その評価方法については、各科目のシラバスに示す。

学士力　「学士専門力」

福祉コミュニティ学科
福祉行政で活躍する人    地域の福祉を担う人　  様々な福祉サービスを提供する人　  福祉のリーダーシップを発揮できる人

知識
技能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

山梨県立大学　人間福祉学部福祉コミュニティ学科　３つの方針

理念と目的

高度な専門知識と技術、深い共感的理解、問題解決への知的探究心、協働できる力を持ち、乳幼児から高齢者まで誰もが人間らしく、その人らしさを発揮して生活できる地域社会づくりに主体的
かつ実践的に貢献できる人材を育成します。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

育成する人物像

– 75 –



学修成果 測定方法

① 専門知識活用力
子どもの保育・教育・福祉に関する基本的な知識を体系的に理
解し、保育・教育・福祉の専門的知識を修得したうえで、これらの
知識を現代の諸課題と関連づけることができる。

・カリキュラムマップにて示す「専門知識活用力」に係る科目の授業評価における学
士力到達度及び授業評価アンケート、ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「専門知識活用力」に係る科目の成績評価

② 技能活用力
子どもの保育・教育・福祉の実践活動において、修得した技能
（ICTを含む）を活用できる。

・カリキュラムマップにて示す「技能活用力」に係る科目の授業評価における学士力
到達度及び授業評価アンケート、ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「技能活用力」に係る科目の成績評価

③ 論理的思考力
子どもの保育・教育・福祉に関する諸課題について、理論や事実
に基づいて論理的、総合的に思考し、複数の解決策の結果を予
測・判断したうえで適切に考えを表現できる。

・カリキュラムマップにて示す「論理的思考力」に係る科目の授業評価における学士
力到達度及び授業評価アンケート、ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「論理的思考力」に係る科目の成績評価

④ 創造的表現力
子どもの保育・教育・福祉の実践に関する自身の考えや感情、イ
メージについて、言語、身体、美術、音楽等を通して創造的で豊か
に表現できる。

・カリキュラムマップにて示す「創造的表現力」に係る科目の授業評価における学士
力到達度及び授業評価アンケート、ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「創造的表現力」に係る科目の成績評価

⑤ 主体的学修力
子どもや保護者、家庭を支援する専門職を志す者として、自己の
目標と課題を明確にし、主体的に学び続けることができる。

・カリキュラムマップにて示す「自己学修力」に係る科目の授業評価における学士力
到達度及び授業評価アンケート、ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「自己学修力」に係る科目の成績評価

⑥ 人間関係形成力
子どもや保護者、地域住民、同僚や他の専門職等の多様な人々
と連携・協働するための社会性及び意思伝達と傾聴に関するコ
ミュニケーション能力を身につけている。

・カリキュラムマップにて示す「人間関係形成力」に係る科目の授業評価における学
士力到達度及び授業評価アンケート、ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「人間関係形成力」に係る科目の成績評価

⑦ 専門職の態度
子どもの保育・教育・福祉の専門職を志す者として、倫理観や使
命感、責任感をもって、子どもの保育・教育・福祉の向上に貢献し
ようとする態度を身につけている。

・カリキュラムマップにて示す「専門職の態度」に係る科目の授業評価における学士
力到達度及び授業評価アンケート、ポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「専門職の態度」に係る科目の成績評価

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

＜求める人物像＞
　子どもの保育・教育・福祉に関する知識・技能を活用し、現代の諸課題を理論的、実践的な視点から考え、倫理観や使命感、責任感のある態度で多様な人々と協働しながら子どものウェルビー
イングに貢献する意欲のある人を求めています。そのため、以下の6点で入学前能力を評価します。
＜入学前能力＞
AP1：大学での学修の基盤となる基礎的学力を前提とし、子どもの保育・教育・福祉の学問を修めるためも知識・技能を備えている。
AP2：これまでの学修で身につけてきた知識・技能を活用し、情報を取捨選択し、子どもの保育・教育・福祉に関する課題を発見することができる。
AP3：子どもの保育・教育・福祉に関する課題を解決するために必要とされる、事実に基づいた論理的思考・判断力、自身の考えを適切に表現する力を有している。
AP４：子どもの保育・教育・福祉に関する自身の考えを自分の言葉で豊かに表現することができる。
AP５：多様性を尊重しながら他者と対話し、協働しようとする態度を有している。
AP６：自己理解に基づいて、子どもの保育・教育・福祉の専門職としてのキャリアをデザインし、目標と課題を明確にし、主体的に学ぶ意欲を有している。
＜入学後能力＞
　人間形成学科入学後には、子どもの保育・教育・福祉の専門的知識を修得するとともに、実践活動において修得した技能を活用してください。また、子どもの保育・教育・福祉に関する諸課題に
ついて、理論や事実に基づいて理論的、総合的に思考し適切に表現する力を身につけ、自身の考えやイメージなどを創造的に豊かに表現する力を磨いてください。これらの能力を高めるため、自
己の目標と課題を明確にし、多様な人々と関わり合いながら、主体的に学び続けてください。そして、保育・教育・福祉の専門職としての倫理観や使命感、責任感をもって、子どもの保育・教育・福
祉の向上に貢献しようとする態度を身につけてください。
＜評価方法＞
　入学者選抜においては、多様な人材を選抜するため、一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜・特別選抜（海外帰国生選抜・社会人選抜・外国人留学生選抜）・3年次編入学を実施します。 各
選抜においては、知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・多様性・協働性を測定するために、学力試験、出願書類、小論文、面接により多角的・総合的に評価します。

卒業判定基準

　人間形成学科では、子どもの保育・教育・福祉について高度な専門知識と技能を深めたうえで、現代の諸課題について論理的、創造的な視点から思考・判断・表現し、高い倫理観や使命感、責
任感のある態度で多様な人々と協働しながら、全ての子どもが人間として尊重され、ウェルビーイングを実現できる地域社会づくりに主体的かつ実践的に貢献できる人材を育成するために、以下
の３つの方針に基づいてカリキュラムを提供します。

＜総合性に関する方針＞
　保育学や教育学という学問分野の学びを通じて、保育者や初等教育の教員養成を目的とした科目群を編成します。具体的には、専門科目として導入教育、学部教養教育、専門基礎科目、分野
別科目、発展科目、実習科目、卒業研究の科目群を編成します。学部教養科目では、保育・教育・福祉を理解するうえで多角的な視点を身につけるための教養科目を設定します。専門基礎科目、
分野別科目、発展科目、実習科目において、子どもの保育・教育・福祉を理解するための基礎を学修し、学生自身が自ら発展的に保育・教育・福祉の分野別に発展的に専門性を涵養できる教育
課程を編成します。専門科目の多くは、幼稚園教諭一種免許、小学校教諭一種免許、保育士の資格に必修の科目から構成されます。多様な子どもと家庭について理解するために、幼稚園教諭一
種免許、又は小学校教諭一種免許の必修科目の他に、社会的養護や子育て支援に関する科目を選択必修として配置します。大学における学修を基礎に、研究課題を自ら設定し、主体的・協働
的に探究する総合力を身につけることを目的とした卒業研究の科目を設けます。なお、幼稚園教諭一種免許、小学校教諭一種免許、保育士の資格に必修・選択必修となる人間や社会に対する
学問的探究、豊かな人間性を育成する科目については、全学共通科目から指定の科目を定めます。
＜順次性に関する方針＞
　1年次〜2年次には、専門基礎理解の科目を中心に配置し、幼稚園教諭一種免許、小学校教諭一種免許に共通する教育の基礎を学修します。教育の基礎を形成したうえで、2年次〜3年次に保
育内容の指導、教科指導の修得を目指した分野別科目を配置します。発展科目については、専門基礎科目との関連させて1年次から4年次にかけて配置し、基礎的な学修を応用し、発展的に子
どもの保育・教育・福祉についての内容を探究できるように編成します。また、1年次から実習科目を配置することで、実践現場における学修を通して、教職・保育職の専門職としての高い倫理観
や使命感、責任感の涵養を目的とします。
＜実施に関する方針＞
　教育課程編成方針に則り編成した科目については、ナンバリングやカリキュラムマップ、カリキュラムツリーにて総合性や順次性を明示します。各科目は講義、演習、実技、実習の授業形態にて実
施し、学生が主体的・対話的で深い学びを実現できるような教育方法をとります。学修成果は、定期試験、レポート、授業中の小テストや発表などの平常点で評価することとし、その評価方法につ
いては、各科目のシラバスに示します。

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

　人間形成学科では、本学科の目的・理念及び教育目標に基づき、学生の学修成果が到達目標に達したと認められ、幼稚園教諭一種免許状又は小学校教諭一種免
許状を取得した者に、学士（人間福祉学）の学位を授与する。
1.全学に共通する「学士基盤力」を身に付けている。
2.人間形成学科における「学士専門力」を身に付けている。
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思考力
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多様性
協働性

山梨県立大学　人間福祉学部人間形成学科　３つの方針

理念と目的

　高度な専門知識と技術、深い共感的理解、問題解決への知的探究心、協働できる力を持ち、乳幼児から高齢者まで誰もが人間らしく、その人らしさを発揮して生活できる地域社会づくりに主体
的かつ実践的に貢献できる人材を育成します。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

育成する
人物像

学士力　「学士専門力」

人間形成学科では、子どもの保育・教育・福祉について高度な専門知識と技能を深めたうえで、現代の諸課題について論理的、創造的な視点から思考・判断・表現し、
高い倫理観や使命感、責任感のある態度で多様な人々と協働しながら、全ての子どもが人間として尊重され、ウェルビーイングを実現できる地域社会づくりに主体的
かつ実践的に貢献できる人材を育成します。
　具体的には、以下の人物像を育成します。
・乳幼児期の発達段階における身体的・心理的な特性、多様な乳幼児の背景を把握し、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領
における保育内容のねらいと内容に基づいて養護と教育を一体的に展開する重要性を理解し、保護者や地域社会、多職種と協働しながら保育所や幼稚園の組織運
営に主体的に関わることができる人物。
・児童期の発達段階における身体的・心理的な特性、多様な児童の背景を把握し、小学校学習指導要領における各教科等の目標や指導内容、評価方法に基づいて
学習指導と生徒指導を展開する重要性を理解し、保護者や地域社会、多職種と協働しながら学校運営に主体的に関わることができる人物。
・乳幼児から児童期の発達段階における身体的・心理的な特性、障害や外国籍、貧困、被虐待等の背景を把握し、児童養護施設運営指針等の各種指針・ガイドライン
における養育や支援の内容に基づいて支援計画策定の重要性を理解し、家庭や地域社会、多職種と協働しながら施設の組織運営に主体的に関わることができる人
物。
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学修成果 測定方法

①
自然や地域・多様性のある社会への関心にもとづく知識
をもち、看護の対象となる個人、家族、集団、地域社会を
多角的に理解するための基盤を備えている。

・カリキュラムマップにて示す「教養を高める力」に係る科目の授業評価における
学士力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「教養を高める力」に係る科目の成績評価

②
人々の健康課題を解決する看護実践に必要な専門的知
識・技術を身につけている。

・カリキュラムマップにて示す「看護実践力」に係る科目の授業評価における学
士力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「看護実践力」に係る科目の成績評価

③
看護の対象となる人々とのコミュニケーション技術を身
につけている。

・カリキュラムマップにて示す「援助関係形成力」に係る科目の授業評価におけ
る学士力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「援助関係形成力」に係る科目の成績評価

④
人々の健康課題や看護について論理的に課題を探求
し、解決に向けた取り組みができる。

・カリキュラムマップにて示す「探求する力」に係る科目の授業評価における学士
力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「探求する力」に係る科目の成績評価

⑤
看護の対象および地域社会の健康課題解決について、
理論や情報に基づいて論理的、総合的に思考し、適切
に判断できる。

・カリキュラムマップにて示す「思考力・判断力」に係る科目の授業評価における
学士力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「思考力・判断力」に係る科目の成績評価

⑥
社会の動向に関心を持ち、自らの創造力や発信力をもっ
て看護を取り巻く状況への変革を志向することができ
る。

・カリキュラムマップにて示す「変革を志向する力」に係る科目の授業評価におけ
る学士力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「変革を志向する力」に係る科目の成績評価

⑦
保健・医療・福祉のチームの一員として、リーダーシップ
やメンバーシップの精神を持ち協働することができる。

・カリキュラムマップにて示す「連携し協働する力」に係る科目の授業評価におけ
る学士力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「連携し協働する力」に係る科目の成績評価

⑧
自律した看護専門職業人となるために、自己成長を目
指して主体的に学ぶことができる。

・カリキュラムマップにて示す「自己学修力」に係る科目の授業評価における学
士力到達度及びポートフォリオによる自己評価
・カリキュラムマップにて示す「自己学修力」に係る科目の成績評価

　看護学部は、地域に貢献できる優れた専門職業人の育成を目指しています。このために、人間や社会を看護学の視点から探究する能力や看護の対象への『科学的知』と
『哲学・倫理的知』とをもって看護実践に必要な専門的能力を啓発するとともに、専門職業人としての豊かな人間性を持った人材を育成します。
　したがって、高等学校卒業までの学習や生活体験を通じて人間や社会への関心を持ち、客観的・論理的思考ができ、また自己や他者を尊重できる態度が身についている
人の入学を希望します。  看護学部看護学科では、これらの考えに基づき、次のような人を受け入れます。
（入学前能力）
　１．人間や社会に強い関心がある人
　２．人を尊重し、よりよい人間関係を築こうとする人
　３．客観的・論理的思考ができ、自分の考えや感じたことをわかりやすく表現できる人
　４．主体的な学習態度と基礎学力が身についている人
　５．看護に強い関心がある人
　６．卒業後、山梨県内の保健･医療･福祉分野に就業する強い意志を有する人〔学校推薦型選抜及び特別選抜（社会人選抜）〕
  〈入学後能力〉
　人間や社会を看護学の視点から探究する能力と看護の対象への「科学的知」と「哲学・倫理的知」をもって、看護実践により地域に貢献できる能力を修得してください。さ
らに、専門職業人としての豊かな人間性を伸ばしてください。
（評価方法）
　入学者選抜においては、知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・多様性・協働性を測定するために、一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜（社会人選抜）を実施し
ます。
  一般選抜においては、「大学入学共通テスト」、「小論文」、「調査書と自己評価書と面接により多面的・総合的に評価する科目」により評価します。
 　学校推薦型選抜・徳悦選抜（社会人選抜）においては「小論文」、「調査書と自己評価書と面接により多面的・総合的に評価する科目」により評価します。※卒業後に山
梨県内の保険・医療・福祉分野に就職する強い意志を有すること。

教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）

＜総合性に関する方針＞
看護学士課程において学位授与方針に基づく学修成果を身につけるため、看護の基本概念である人間や社会、及び健康に関連した知、看護実践の基盤となる理論や看
護実践の向上に関連した知、看護の現象や看護実践の根拠に関連した知、看護を取り巻く倫理的な課題や規範に関連した知を探究する科目および学問のすそ野を広げ
るための学部教養科目を設定し、それらをカリキュラムに配置します。また、本学の理念でありますグローカルな知の創造から社会の発展に寄与することを目指して、国際性
を意識した科目を設置します。
＜順次性に関する方針＞
　看護学の体系的な学びに向けて、科目履修の順序性を考慮した編成にします。そのため、科目の開講年次と履修条件を設けます。
1年次は、看護の対象である人間や健康および環境を多角的視点から学び、さらに看護実践を支える基盤的学びを深めます。
2年次は、人体に生じる異常とそれを是正する視点と様々な健康課題に対し看護の対象理解と看護の役割・機能・方法を学びます。
3年次は、２年次に学んだ内容を、演習や実習を通してさらに実践的に展開していくことを通して知識と実践との統合を図ります。また看護研究の課題の探究を開始します。
4年次は、さらに知識と実践との統合を図り、様々な健康状況にある対象者への看護の専門的役割と実践方法について展開する、これまでの学びを統合したより専門性の
高い科目を設置し、自らが設定した看護研究課題の探究とともに看護学の中でのさらなる専門性の志向を可能にします。
＜実施に関する方針＞
学部の教育に対し、山梨県内から多くの協力を得てフィールドとなる利点を活かし、学部の理念である、地域に貢献できる人材育成をめざして地域での学修活動を意識し
て科目の展開を行っています。各科目では、実務者や当事者、地域住民等の協力およびアクティブラーニングや少人数演習などの教育上の工夫を科目のねらいに合わせ
て実現できるようにします。

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

学士力

教養を高める力

知識
技能看護実践力

援助関係形成力

山梨県立大学　看護学部看護学科　３つの方針

理念と目的

看護学部は、人間や社会を看護学の視点から探究する能力、科学的な思考力と倫理的な判断力、専門職業人としての豊かな人間性を兼ね備え、優れた看護実践により地
域に貢献できる人材を育成します。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

育成する
人物像

　人間や社会を看護学の視点から探究する能力と看護の対象への「科学的知」と「哲学・倫理的知」をもって、看護実践により地域に貢献でき
る能力を啓発します。さらに、専門職業人としての豊かな人間性を育成します。
1） 学問的探究心を持ち、看護学の発展に貢献できる看護実践者
2） 科学的思考と倫理的判断力に基づき、自己の考えや行動を発展させられる看護実践者
3） 看護の対象となる個人や家族、集団、地域社会の健康課題を多角的にとらえ実践できる看護実践者
4） 保健・医療・福祉のチームの一員として、人々と連携し協働できる看護実践者
5） 社会の動向に関心をもち、看護を取り巻く状況への変革を志向できる看護実践者

自己学修力

連携し協働する力

変革を志向する力

思考力・判断力

卒業判定基準
看護学部では、本学の理念と目的に基づき、以下の『学士力』を身に付けていると認められた者に、学士（看護学）の学位を授与する。
１．全学に共通する「学士基盤力」を身につけている。
２．看護学部における「学士専門力」を身につけている。

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協調性

探求する力
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全学共通科目

必修 選択
ウェルカム・レクチャー 1 1 15 講義
アカデミック基礎演習 1 1 3≺ 演習
シティズンシップ概論 1 1 15 講義
データサイエンス基礎Ⅰ 1 1 15 講義
データサイエンス基礎Ⅱ 1 1 15 講義
情報学概論 1･2･3･4 2 3≺ 講義
情報リテラシー 1･2･3･4 2 3≺ 演習

山梨の歴史と文化 1･2･3･4 1 15 講義
山梨の自然と文化 1･2･3･4 1 15 講義
山梨の産業とグローバル化 1･2･3･4 1 15 講義
山梨の医療と福祉 1･2･3･4 1 15 講義

VUCA時代のキャリアレジリエンス 1･2･3･4 2 講義
地域のチャレンジ１ 1･2･3･4 1 講義
地域のチャレンジ２ 1･2･3･4 1 講義
グローバルマインドとスキル 1･2･3･4 2 講義
地域の豊かさ 1･2･3･4 2 講義
問題発見の技法 1･2･3･4 1 講義
U理論と自己理解 1･2･3･4 1 講義
キャリア・デザインⅠ 1･2･3･4 2 3≺ 演習
キャリア・デザインⅡ 1･2･3･4 2 3≺ 演習
多分野連携イノベーション 1 1 15 講義
ヒューマンサービスイノベーション 2 1 15 講義
インターンシップ 1･2･3・４ 1 3≺ 実習

アントレプレナーシップとスキル 1･2･3･4 2 3≺ 講義
グローバルビジネススキル 1･2･3･4 1 15 講義
アイデア共創実践 1･2･3･4 1 15 講義
ビジネス共創実践 1･2･3･4 2 3≺ 演習
総合英語Ⅰａ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
総合英語Ⅰｂ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
中国語Ⅰａ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
中国語Ⅰｂ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
韓国語Ⅰａ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
韓国語Ⅰｂ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
スペイン語Ⅰａ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
スペイン語Ⅰｂ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
フランス語Ⅰａ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
フランス語Ⅰｂ 1･2･3･4 1 3≺ 演習
アカデミック・ジャパニーズ(Writing) 1 2 3≺ 演習
アカデミック・ジャパニーズ(Reading) 1 2 3≺ 演習

スポーツ実技Ⅰ（フィットネス） 1･2･3･4 1 3≺ 実技
スポーツ実技Ⅱ（生涯スポーツ） 1･2･3･4 1 3≺ 実技
スポーツ実技Ⅲ（スポーツ競技） 1･2･3･4 1 3≺ 実技
スポーツ講義 1･2･3･4 2 3≺ 講義

連携開設科目（スポーツ）

留学生対象

データ
リテラシー

山梨学

キャリア
デザイン

連携開設科目（キャリアデザイン）

連携開設科目（山梨学）

履修方法及び卒業必要単位数

アントレプレナー
養成

外国語

授業科目の名称 配当年次 時間数 授業形式

県大基礎

VUCA

単位数

連携開設科目（データリテラシー）

＊国際政策学部は、基盤科
目の県大基礎科目群、デー
タリテラシー科目群から
「データサイエンス基礎Ⅰ」
及び「データサイエンス基礎
Ⅱ」、キャリアデザイン科目
群から「キャリアデザイン
Ⅰ」もしくは「キャリアデザイ
ンⅡ」を含む7単位以上、総
合科目の9科目群（その他
は含まない）から1群を選択
し6単位以上、かつ、それ以
外の3科目群（その他は含
まない）から2単位以上履修
し12単位以上、合計で28
単位以上修得すること。

＊人間福祉学部は、基盤科
目の県大基礎科目群、デー
タリテラシー科目群から
「データサイエンス基礎Ⅰ」
及び「データサイエンス基礎
Ⅱ」、外国語科目群から「総
合英語Ⅰa」及び「総合英
語Ⅰb」を含む７単位以上、
総合科目の9科目群（その
他は含まない）から1科目群
を選択し6単位以上、かつ、
それ以外の3群（その他は
含まない）から2単位以上履
修し12単位以上、合計で
28単位以上修得すること。

＊看護学部は、基盤科目の
県大基礎科目群から「ウェ
ルカムレクチャー」、「シティ
ズンシップ概論」、データリテ
ラシー科目群から「データサ
イエンス基礎Ⅰ」及び「デー
タサイエンス基礎Ⅱ」、外国
語科目群から「総合英語Ⅰ
a」及び「総合英語Ⅰb」を
含む6単位以上、総合科目
のヒューマン科目群の「哲
学」を含む2単位以上、合計
で15単位以上修得するこ
と。

連携開設科目（外国語）

基
盤
科
目

スポーツ

令令和和７７年年度度教教育育課課程程表表    【【※※各各区区分分のの対対象象科科目目（（連連携携開開設設科科目目をを含含むむ））はは年年度度ごごととにに提提示示ししまますす。。】】
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必修 選択
履修方法及び卒業必要単位数授業科目の名称 配当年次 時間数 授業形式

単位数

チームビルディングスキル 1 1 15 講義
データマイニングとエスノグラフィー 2 1 15 講義
環境論 1･2･3･4 2 3≺ 講義
人間と社会 1･2･3･4 2 3≺ 講義
災害支援 1･2･3・４ 1 15 講義

グローバル化論 1･2･3･4 2 3≺ 講義
文化人類学 1･2･3･4 2 3≺ 講義
科学技術社会論 1･2･3･4 2 3≺ 講義
国際協力 1・2 1 15 講義

文化とコミュニケーション 1･2･3･4 2 3≺ 講義
アートと現代社会（文学） 1･2･3･4 2 3≺ 講義
アートと現代社会（音楽） 1･2･3･4 2 3≺ 講義
アートと現代社会（美術） 1･2･3･4 2 3≺ 講義

日本国憲法 1･2･3･4 2 3≺ 講義
社会と経済 1･2･3･4 2 3≺ 講義
社会と法 1･2･3･4 2 3≺ 講義
社会と政治 1･2･3･4 2 3≺ 講義

哲学 1･2･3･4 2 3≺ 講義
人間と心 1･2･3･4 2 3≺ 講義
生と幸福 1･2 2 3≺ 講義
倫理学 1 2 3≺ 講義
救急法 1・2 1 15 講義

料理とワインのマリアージュ 1･2･3･4 1 15 講義
地域資源の保全と活用 1･2･3･4 2 3≺ 講義
やまなしワイン入門講座 1･2･3･4 1 15 演習
おもてなしマイスター養成講座 1･2･3･4 1 15 講義
観光実践マネジメント講座 1･2･3･4 1 15 講義
ネイチャーガイド演習１ 1･2･3･4 1 15 演習
ネイチャーガイド演習２ 1･2･3･4 1 15 演習
通訳入門実践 1･2･3･4 1 15 講義
実用中国語 1･2･3･4 1 15 講義
日本ワイン歴史講座 1･2･3･4 1 15 講義
まちづくりの思想と技術 1･2･3･4 2 3≺ 講義
ワークショップデザイン 1･2･3･4 2 3≺ 講義
政策づくり実践演習 2･3･4 1 15 講義
ローカルデザイン実践演習 1･2･3･4 1 15 演習
クラウドファンディング実践演習 2･3･4 1 15 講義
政策づくりの技法 2･3･4 1 15 講義
地域しごと概論（経営マインド） 1･2･3･4 1 15 講義
企業がチャレンジする経営革新 1･2･3･4 1 15 講義
付加価値を生む地域資源の保全とブランド化 1･2･3･4 1 15 講義
地域における金融機関の役割 1･2･3･4 1 15 講義
世界の経営と技術の最前線を学ぶ 1･2･3･4 1 15 講義
事業計画づくりワークショップ 2･3･4 1 15 講義
トレンド予測の手法 1･2･3･4 1 15 講義
イノベーション創造の基礎と実践 2･3･4 1 15 講義
ブランディング基礎と実践 2･3･4 1 15 講義
企業におけるレクチャーと現場研修 1･2･3･4 1 15 講義
多文化共生地域課題１（山梨県の多文化化） 1･2･3･4 1 15 講義
多文化社会とことば 2･3･4 1 15 講義
多文化共生地域課題２
（多文化社会における対人援助／外国人と人権）

1･2･3･4 2 3≺ 講義

ナラティブを聴く：病いの物語と文化理解 2･3･4 1 15 講義
芸術活動をとおした多様性協働プロジェクト 1･2･3･4 2 3≺ 演習
多文化共生の現場を歩く 1･2･3･4 1 15 演習
共生社会を創る～教育の場から～ 2･3･4 1 15 講義
共生社会を創る～保健医療福祉の場から～ 2･3･4 1 15 講義

連携開設科目（コミュニティ・デザイン）

連携開設科目（グローバル・スタディーズ）

連携開設科目（文化表現）

連携開設科目（ガバナンス）

連携開設科目（ヒューマン）

コミュニティ・
デザイン

国際政策学部28単位以上、人間福祉学部28単位以上、看護学部15単位以上必要単位数

自由科目

観光高度化
人材育成

地域づくり加速化人材育成

・「大学コンソーシアムやまなし」単位互換制度によって履修した他大学の科目
・大学間協定に基づき協定校（外国の大学等に限る。）が提供する科目

ビジネス構想力・
経営マインド醸成

多文化共生対応
人材育成

総
合
科
目

その他 連携開設科目（その他）

ヒューマン

ガバナンス

文化表現

グローバル・
スタディーズ
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(1)国際政策学部総合政策学科専門科目

コース 必須 選択
国際政策入門Ⅰ 1 2 3≺ 講義
国際政策入門Ⅱ 1 2 3≺ 講義
国際政策基礎演習 1 1 3≺ 演習

◇ 地域実践入門Ⅰ 1 1 3≺ 演習
◇ 地域実践入門Ⅱ 1 1 3≺ 演習

日本の歴史 1 2 3≺ 講義
アジアの歴史 1 2 3≺ 講義
日本語教育概論 1 2 3≺ 講義
欧米の歴史Ⅰ 1 2 3≺ 講義
欧米の歴史Ⅱ 1 2 3≺ 講義
英語学概論 1 2 3≺ 講義
地方自治論 1 2 3≺ 講義
財政学 1 2 3≺ 講義
生活環境論 1 2 3≺ 講義
地域振興論 1 2 3≺ 講義
民法 1 　 2 3≺ 講義
刑法 1 2 3≺ 講義
労働法 1 2 3≺ 講義
簿記論 1 2 3≺ 講義
簿記演習 1 1 3≺ 演習
経営学 1 2 3≺ 講義 ⊜M
国際関係論 1 2 3≺ 講義 ⊓⊞
国際法 1 2 3≺ 講義
マクロ経済学 1 2 3≺ 講義
ミクロ経済学　 1 2 3≺ 講義
共生社会論 1 2 3≺ 講義
観光学入門 1 2 3≺ 講義
観光実務 1 2 3≺ 講義
山梨の観光 1 2 3≺ 講義
山梨観光演習 1 1 3≺ 演習
プログラミング基礎 1 2 3≺ 講義 ⊓⊎
デザイン基礎 1 2 3≺ 講義 ⊓⊎
未来学 1 2 3≺ 講義 ⊓⊎
問題解決入門１ 1 2 3≺ 講義
問題解決入門２ 1 2 3≺ 講義
情報ネットワーク論 1 2 3≺ 講義
メディア・リテラシー 1 2 3≺ 講義
地域プロジェクト論 1 2 3≺ 講義

◇ 地域実践演習Ⅰ 2 1 3≺ 演習
◇ 地域実践演習Ⅱ 2 1 3≺ 演習

アカデミックスキル演習Ⅰ 2 1 3≺ 演習
アカデミックスキル演習Ⅱ 2 1 3≺ 演習

◇ 海外インターンシップ 2 1 3≺ 実習
◇ S⊿⋀⊯⋄ A⊭⊽⊺⊬⊯ P⊽⊺⊲⊽⊬⊸⊾ 1・2 2 3≺ 演習

行政法Ⅰ 2 2 3≺ 講義
行政学 2 2 3≺ 講義
公共政策論 2 2 3≺ 講義
地域政策論 2 2 3≺ 講義
地域経済論 2 2 3≺ 講義
地域社会論 2 2 3≺ 講義
商法 2 2 3≺ 講義
経営組織論 2 2 3≺ 講義
会計学 2 2 3≺ 講義
上級簿記 2 2 3≺ 講義
国際政治論 2 2 3≺ 講義
欧米の国際関係 2 2 3≺ 講義
地域研究論 2 2 3≺ 講義
経済政策論 2 2 3≺ 講義
日本経済論 2 2 3≺ 講義
時事英語１ 2 1 3≺ 演習
時事英語２ 2 1 3≺ 演習
観光まちづくり概論 2 2 3≺ 講義
観光と地域デザイン 2 2 3≺ 講義
地域観光情報論 2 2 3≺ 講義
メディア論１ 2 2 3≺ 講義

基
礎
科
目

社
会

コース必修を含み、選択した
コース（☆）から６単位以上修
得し、基礎科目全体で１２単位
以上を修得すること

必修５単位を含めて、５単位以
上を修得すること

６単位以上を修得すること

必修４単位を含めて、６単位以
上を修得すること

「地域実践演習Ⅰ及び地域実
践演習Ⅱ」または、「アカデミッ
クスキル演習Ⅰ及びアカデミッ
クスキル演習Ⅱ」のいずれかを
含み、２単位以上を修得するこ
と

配当
年次

単位数
時間数

授業
形式

コース 必修履修方法授業科目の名称

導
入
科
目

学
部
教
養
演
習

S
⊞
⊏
A
M

汎
用
的
技
能

地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基
礎

科目分類

学
部
教
養
科
目

国
際
関
係
・

観
光
メ
デ
ィ
ア
基
礎

人
文
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(1)国際政策学部総合政策学科専門科目

コース 必須 選択
配当
年次

単位数
時間数

授業
形式

コース 必修履修方法授業科目の名称
科目分類

データサイエンス応用基礎 2 2 3≺ 講義 ⊓⊎
データエンジニアリング基礎 2 2 3≺ 講義 ⊓⊎
A⊓基礎 2 2 3≺ 講義 ⊓⊎
エスノグラフィ 2 2 3≺ 講義 ⊓⊎
ＵＸデザイン 2 2 3≺ 講義 ⊓⊎
関係学 2 2 3≺ 講義 ⊓⊎
ヒューマンサービスの現場変革 2 1 15 講義
日本文学概論（文学史を含む） 2 2 3≺ 講義
比較文化論（異文化理解） 2 2 3≺ 講義
社会調査法 2 2 3≺ 講義
英語音声学 2 2 3≺ 講義
英語の構造（統語） 2 2 3≺ 講義
日本語教育方法論 2 2 3≺ 講義
日本語教材研究 2 2 3≺ 講義
日本語第二言語習得概論 2 2 3≺ 講義

◇ ⊞echキャンプ 2 1 3≺ 実習 ⊓⊎
政策法務論 3 2 3≺ 講義
行政法Ⅱ 3 2 3≺ 講義
地域企業実践論 3 2 3≺ 講義
山梨の政策課題 3 2 3≺ 講義
農業と食料 3 2 3≺ 講義
環境社会学 3 2 3≺ 講義
福祉行財政論 3 2 3≺ 講義
社会保障論Ⅰ 3 2 3≺ 講義
社会保障論Ⅱ 3 2 3≺ 講義
地域福祉論 3 2 3≺ 講義
経営戦略論 3 2 3≺ 講義
経営分析論 3 2 3≺ 講義
マーケティング論 3 2 3≺ 講義
中小企業論 3 2 3≺ 講義
国際機構論 3 2 3≺ 講義
国際開発論 3 2 3≺ 講義
国際紛争論 3 2 3≺ 講義
国際経済論 3 2 3≺ 講義
国際経営論 3 2 3≺ 講義
観光政策論 3 2 3≺ 講義
国際観光まちづくり論 3 2 3≺ 講義
観光ビジネス論 3 2 3≺ 講義
メディア論２ 3 2 3≺ 講義
コンピュータと人間科学 3 2 3≺ 講義
データサイエンス実践 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
統計学 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
行動経済学 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
グローバルリーダーシップ 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
ビジネスエスノグラフィ 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
エンジニアリングデザインⅠ 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
エンジニアリングデザインⅡ 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
エンジニアリングデザインⅢ 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
エンジニアリングデザインⅣ 3 2 3≺ 講義 ⊓⊎
英語文学概論 3 2 3≺ 講義
英語文学講読 3 1 3≺ 演習
日本語の構造 3 2 3≺ 講義
日本語教育評価法 3 2 3≺ 講義
日本語教育実習 3 1 3≺ 実習
日本語教育特講(外国籍児童生徒等) 3 2 3≺ 講義
言語学概論 3 2 3≺ 講義
社会言語学 3 2 3≺ 講義
多文化教育論（中・高） 3 2 3≺ 講義
キャリアデザイン実践 3 2 3≺ 講義

◇ 国際理解演習 2・3 4 ⊀≺ 演習
◇ 地域理解演習Ⅰ 3 2 3≺ 演習
◇ 地域理解演習Ⅱ 3 2 3≺ 演習

国際政策課題演習Ⅰ 3 2 3≺ 演習
国際政策課題演習Ⅱ 3 2 3≺ 演習
国際政策演習Ⅰ（卒業研究） 4 2 3≺ 演習
国際政策演習Ⅱ（卒業研究） 4 2 3≺ 演習

基
礎
科
目

必修８単位を含めて、８単位以
上を修得すること

コ
ー
ス
共
通
基
礎

コース必修を含み、選択した
コース(☆）から８単位以上修
得し、展開科目全体で２０単位
以上を修得すること

コース必修を含み、選択した
コース（☆）から６単位以上修
得し、基礎科目全体で１２単位
以上を修得すること

創
発
デ
ザ
イ
ン
基
礎

展
開
科
目

創
発
デ
ザ
イ
ン
展
開

コ
ー
ス
共
通
展
開

実
践
演
習
科
目

地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
展
開

国
際
関
係
・

観
光
メ
デ
ィ
ア
展
開
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コース 必修 選択
国際政策入門Ⅰ ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

国際政策入門Ⅱ ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

国際政策基礎演習 ℾ ℾ ⅀ℽ 演習

◇ 地域実践入門Ⅰ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習

◇ 地域実践入門Ⅱ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習

日本の歴史 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

アジアの歴史 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

日本語教育概論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

欧米の歴史Ⅰ ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

欧米の歴史Ⅱ ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

英語学概論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

地方自治論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

財政学 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

生活環境論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

地域振興論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

民法 ℾ 　 ℿ ⅀ℽ 講義

刑法 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

労働法 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

簿記論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

簿記演習 ℾ ℾ ⅀ℽ 演習

経営学 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

国際関係論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義 IⅡ

国際法 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

マクロ経済学 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

ミクロ経済学　 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

共生社会論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

観光学入門 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

観光実務 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

山梨の観光 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

山梨観光演習 ℾ ℾ ⅀ℽ 演習

プログラミング基礎 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

デザイン基礎 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

未来学 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

問題解決入門１ ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

問題解決入門２ ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

情報ネットワーク論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

メディア・リテラシー ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

地域プロジェクト論 ℾ ℿ ⅀ℽ 講義

◇ 地域実践演習Ⅰ ℿ ℾ ⅀ℽ 演習

◇ 地域実践演習Ⅱ ℿ ℾ ⅀ℽ 演習

アカデミックスキル演習Ⅰ ℿ ℾ ⅀ℽ 演習

アカデミックスキル演習Ⅱ ℿ ℾ ⅀ℽ 演習

◇ 海外インターンシップ ℿ ℾ ⅀ℽ 実習

◇ ⅠↂↃⅲↇ AⅰↀⅽⅯⅲ ⅝ↀⅽⅵↀⅯⅻↁ １・２ ℿ ⅀ℽ 演習

国際政治論 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

欧米の国際関係 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

地域研究論 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

経済政策論 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

日本経済論 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

観光まちづくり概論 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

観光と地域デザイン ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

地域観光情報論 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

メディア論１ ℿ ℿ ⅀ℽ 講義

データサイエンス応用基礎 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

データエンジニアリング基礎 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

AI基礎 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

エスノグラフィ ℿ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

ＵＸデザイン ℿ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

関係学 ℿ ℿ ⅀ℽ 講義 I⅑

ヒューマンサービスの現場変革 ℿ ℾ ℾ⅂ 講義

コース
必修

必修５単位を含めて、５単位以
上を修得すること

６単位以上を修得すること

単位数
時間数

必修４単位を含めて、６単位以
上を修得すること

「地域実践演習Ⅰ及び地域実践
演習Ⅱ」または、「アカデミッ
クスキル演習Ⅰ及びアカデミッ
クスキル演習Ⅱ」のいずれかを
含み、２単位以上を修得するこ
と

学
部
教
養

演
習

導
入
科
目

Ⅰ
Ⅱ
⅒
A
⅚

汎
用
的

技
能

学
部
教
養
科
目

（２）国際政策学部国際コミュニケーション学科専門科目

授業 形式 履修方法

人
文

社
会

創
発
デ
ザ
イ
ン

基
礎

科目分類
授業科目の名称

配当
年次

国
際
関
係
・

観
光
メ
デ
ィ
ア
基
礎

基
礎
科
目

基
礎
科
目

コース必修を含み、選択した
コース（☆）から６単位以上修
得し、基礎科目全体で１２単位
以上を修得すること

– 83 –



 

– 84 –



コース 必修 選択
コース
必修

単位数
時間数

（２）国際政策学部国際コミュニケーション学科専門科目

授業 形式 履修方法
科目分類

授業科目の名称
配当
年次

英語ⅠpeⅯkinⅵ１ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語ⅠpeⅯkinⅵ２ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語ReⅯⅲinⅵ１ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語ReⅯⅲinⅵ２ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Wↀiↂinⅵ１ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Wↀiↂinⅵ２ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Liↁↂeninⅵ１ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Liↁↂeninⅵ２ ℾ ℾ ⅀ℽ 演習
英語ⅠpeⅯkinⅵ３ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語ⅠpeⅯkinⅵ４ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語ReⅯⅲinⅵ３ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語ReⅯⅲinⅵ４ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Wↀiↂinⅵ３ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Wↀiↂinⅵ４ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Liↁↂeninⅵ３ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語Liↁↂeninⅵ４ １・２・３ ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践１ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践２ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践３ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践４ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践５ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践６ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践７ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英語実践８ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
ビジネス英語１ ⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
ビジネス英語２ ⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
英文法１ ℾ・ℿ ℾ ⅀ℽ 演習
英文法２ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習

◇ 英語現地演習１ ℾ・ℿ・⅀・4 ℿ ⅃ℽ 演習
◇ 英語現地演習２ ℾ・ℿ・⅀・4 ℿ ⅃ℽ 演習

留学英語 ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
◆ 中国語文法１ ℾ・ℿ ℾ ⅀ℽ 演習
◆ 中国語文法２ ℾ・ℿ ℾ ⅀ℽ 演習
◆ 中国語作文１ ℾ・ℿ ℾ ⅀ℽ 演習
◆ 中国語作文２ ℾ・ℿ ℾ ⅀ℽ 演習
◆ 中国語会話と聴力１ ℾ・ℿ ℾ ⅀ℽ 演習
◆ 中国語会話と聴力２ ℾ・ℿ ℾ ⅀ℽ 演習
◇ 中国語現地演習 ℾ・ℿ ℿ ⅃ℽ 演習

中国語文法３ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
中国語文法４ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
中国語会話と聴力３ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
中国語会話と聴力４ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
中国語講読１ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
中国語講読２ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
観光実用中国語１ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
観光実用中国語２ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
ビジネス中国語１ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
ビジネス中国語２ ℿ・⅀ ℾ ⅀ℽ 演習
外国語自由科目１ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
外国語自由科目２ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
外国語自由科目３ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
外国語自由科目４ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
外国語自由科目５ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習
外国語自由科目６ ℾ・ℿ・⅀・4 ℾ ⅀ℽ 演習

ℿℽ単位まで

☆選択可能な「コース」は「国際関係・観光メディアコース（IⅡ）」「国際コミュニケーション（IC）」「創発デザインコース（IＤ）」。
※卒業に必要な最低単位数は、「全学共通科目」（ℿ8単位以上）と「国際コミュニケーション学科専門科目」（8ℽ単位以上）を合計してℾℿ4単位。 

必要単位
◇印の中からℿ単位以上を修得しなくてはならない。

・大学間協定に基づき協定校が
提供する外国語科目
・海外の大学で履修した外国語
科目
・英語、中国語以外の語学も含
む

・教授会で認めたもの

中
国
語

外
国
語

自
由
科
目

自由科目

※科目ナンバリングはコースごとに設定してあるため記載していない。大学ホームページでコースごとの「カリキュラム・マップ」を参照するこ
と。

必修８単位を含めて、２０単位
以上を修得すること

中国語の履修条件（◆が付され
た基礎科目は通年で４単位修得
すること＊中国語会話と聴力ℾ・
ℿは必修。中国語文法ℾ・ℿ、中国
語作文ℾ・ℿは選択。）

外
国
語

外
国
語

8ℽ単位以上

英
語
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区分 科目群 科目ナンバリング 必修 選択
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽ1⅗ℽ コミュニケーション基礎 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽ1⅗ℽ 社会調査の基礎 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽ1⅗ℽ 生・倫理・自立 3・4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽ2⅗ℽ 子どもの権利 1・2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽ3⅗ℽ 経済学入門 1・2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽ4⅗ℽ 統計学基礎 1・2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽ⅂⅗ℽ 人間発達と心理Ⅰ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽ2⅗ℽ 人間発達と心理Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽ⅃⅗ℽ 医学一般 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽ⅄⅗ℽ ケア概論 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽ3⅗ℽ 高齢者福祉論Ⅰ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽ4⅗ℽ 精神保健の課題と支援Ⅰ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽ⅂⅗ℽ 障害者福祉論Ⅰ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽⅅ⅗ℽ 社会学概論 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽ⅃⅗ℽ 福祉と人権 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽℽⅆ⅗ℽ ソーシャルワーク援助技術論Ⅰ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ1ℽ⅗ℽ ソーシャルワーク総論Ⅰ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ11⅗ℽ 社会保障論Ⅰ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ12⅗ℽ 社会福祉論Ⅰ 1 ℭ 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ13⅗ℽ 子ども福祉論Ⅰ 1 ℭ 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽ⅄⅗ℽ 地域福祉論Ⅰ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ14⅗ℽ 社会福祉論Ⅱ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽⅅ⅗ℽ 公的扶助論 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽℽⅆ⅗ℽ 社会保障論Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽ2⅗ℽ 福祉行財政論 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ1ℽ⅗ℽ 高齢者福祉論Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ11⅗ℽ 障害者福祉論Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ12⅗ℽ ソーシャルワーク演習Ⅰ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ13⅗ℽ ソーシャルワーク演習Ⅱ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ14⅗ℽ 地域福祉論Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ1⅂⅗ℽ ソーシャルワーク援助技術論Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ1⅂⅗ℽ ケア技術演習 1・2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ1⅃⅗ℽ スクールソーシャルワーク論 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ1⅄⅗ℽ 子ども福祉論Ⅱ 2・3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ1ⅅ⅗ℽ 家族関係と家庭福祉 2・3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽ3⅗ℽ 子ども虐待の臨床 3・4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ1ⅆ⅗ℽ ソーシャルワーク援助技術論Ⅲ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽ4⅗ℽ ソーシャルワーク援助技術論Ⅳ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ2ℽ⅗ℽ ソーシャルワーク演習Ⅲ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽ⅂⅗ℽ ソーシャルワーク演習Ⅳ 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽ1⅗ℽ ソーシャルワーク演習Ⅴ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽ2⅗ℽ ソーシャルワーク総論Ⅱ 4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽ⅃⅗ℽ 社会福祉施設経営論 3・4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽ⅄⅗ℽ 医療福祉論 3・4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽⅅ⅗ℽ 司法福祉論 3・4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ21⅗ℽ 精神保健の課題と支援Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ1⅃⅗ℽ 精神疾患とその治療Ⅰ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽℽⅆ⅗ℽ 精神疾患とその治療Ⅱ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ22⅗ℽ 精神保健福祉の原理Ⅰ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ23⅗ℽ 精神保健福祉の原理Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ24⅗ℽ ソーシャルワークの理論と方法（専門）Ⅰ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ1ℽ⅗ℽ ソーシャルワークの理論と方法（専門）Ⅱ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ11⅗ℽ 精神障害リハビリテーション論 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ12⅗ℽ 精神保健福祉制度論 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽ3⅗ℽ 精神保健福祉援助演習Ⅰ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽ4⅗ℽ 精神保健福祉援助演習Ⅱ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽ⅂⅗ℽ 精神保健福祉援助演習Ⅲ 4 1 3ℽ 演習

履修方法及び
修了要件

専
門
基
礎
科
目

２０単位以上修得

4単位以上修得

配当
年次

単位数
時間数 形態

学
部
教
養
科
目

１８単位以上修得

ℭ
ℭ
分
野
別
科
目

（３）人間福祉学部　福祉コミュニティ学科専門科目

Ⅰ
Ⅴ

⅚
⅕
Ⅰ
Ⅴ

１６単位以上修得

専
門
共
通
科
目

ℵ

人
間
と
社
会
の
基
礎
理
解
）

分類
授業科目の名称
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区分 科目群 科目ナンバリング 必修 選択
履修方法及び
修了要件

配当
年次

単位数
時間数 形態

（３）人間福祉学部　福祉コミュニティ学科専門科目
分類

授業科目の名称

⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ1⅄⅗ℽ こころとからだのしくみⅠ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ2⅂⅗ℽ こころとからだのしくみⅡ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ1ⅅ⅗ℽ 介護の基本Ⅰ 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ2⅃⅗ℽ 介護の基本Ⅱ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ2⅄⅗ℽ 介護の基本Ⅲ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ13⅗ℽ 介護の基本Ⅳ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ14⅗ℽ 介護の基本Ⅴ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ1ⅆ⅗ℽ 生活支援基礎 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ2ℽ⅗ℽ 生活支援技術Ⅰℵ移動） 1 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ2ⅅ⅗ℽ 生活支援技術Ⅱℵ排泄） 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ2ⅆ⅗ℽ 生活支援技術Ⅲ（食事） 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ21⅗ℽ 生活支援技術Ⅳ（身じたく） 1 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ3ℽ⅗ℽ 生活支援技術Ⅴ（清潔・入浴） 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ31⅗ℽ 生活支援技術Ⅵ（睡眠） 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ1⅂⅗ℽ 生活支援技術Ⅶ（家事） 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ1⅃⅗ℽ 生活支援技術Ⅷ（居住環境） 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽ⅃⅗ℽ 生活支援技術Ⅸ（終末期） 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ32⅗ℽ 認知症の理解Ⅰ 2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ1⅄⅗ℽ 認知症の理解Ⅱ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ33⅗ℽ 介護過程Ⅰ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ1ⅅ⅗ℽ 介護過程Ⅱ 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ1ⅆ⅗ℽ 介護過程Ⅲ 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽ⅄⅗ℽ 介護過程Ⅳ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽⅅ⅗ℽ 介護過程Ⅴ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ22⅗ℽ コミュニケーション技術Ⅰ 1 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ2ℽ⅗ℽ コミュニケーション技術Ⅱ 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ21⅗ℽ チームマネジメント論 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ22⅗ℽ 医療的ケアの基礎Ⅰ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ23⅗ℽ 医療的ケアの基礎Ⅱ 3 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽℽⅆ⅗ℽ 医療的ケア演習 4 2 ⅃ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ34⅗ℽ ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ24⅗ℽ ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱ 3 2 ⅃ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ1ℽ⅗ℽ ソーシャルワーク現場実習指導Ⅲ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ2⅂⅗ℽ ソーシャルワーク現場実習Ⅰ 3 2 ⅆℽ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ2⅃⅗ℽ ソーシャルワーク現場実習Ⅱ 3 2 ⅆℽ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ11⅗ℽ ソーシャルワーク現場実習Ⅲ 4 2 ⅃ℽ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ2⅄⅗ℽ 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ12⅗ℽ 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ13⅗ℽ 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ14⅗ℽ 精神保健福祉援助実習Ⅰ 4 1 4⅂ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ1⅂⅗ℽ 精神保健福祉援助実習Ⅱ 4 2 ⅆℽ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ1⅃⅗ℽ 精神保健福祉援助実習Ⅲ 4 2 ⅆℽ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ23⅗ℽ 介護総合演習Ⅰ 1 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ3⅂⅗ℽ 介護総合演習Ⅱ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ2ⅅ⅗ℽ 介護総合演習Ⅲ 3 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ1⅄⅗ℽ 介護総合演習Ⅳ 4 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ24⅗ℽ 介護実習Ⅰ 1 1 4⅂ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ3⅃⅗ℽ 介護実習Ⅱ 2 4 1ⅅℽ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ2ⅆ⅗ℽ 介護実習Ⅲ 3 1 4⅂ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ1ⅅ⅗ℽ 介護実習Ⅳ 4 4 1ⅅℽ 実習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ3ℽ⅗ℽ 福祉住環境コーディネート論 3・4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ2⅂⅗ℽ 栄養学Ⅰ 1・2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ2⅃⅗ℽ 栄養学Ⅱ 1・2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ3⅄⅗ℽ 調理実習Ⅰ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ3ⅅ⅗ℽ 調理実習Ⅱ 2 1 3ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ2⅄⅗ℽ 住居学 1・2 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ3ⅆ⅗ℽ 行政法Ⅰ 2･3･4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ2ⅅ⅗ℽ 財政学 1･2･3･4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ4ℽ⅗ℽ 地域政策論 2･3･4 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ2ⅆ⅗ℽ 地方自治論 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ3ℽ⅗ℽ マクロ経済学 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ31⅗ℽ ミクロ経済学 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ32⅗ℽ 民法 1 2 3ℽ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ33⅗ℽ デジタル技術活用リサーチ 1 1 1⅂ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ1ℽ34⅗ℽ ヒューマンサービスの価値創出 1 1 1⅂ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ41⅗ℽ フィールドリサーチ 2 1 1⅂ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ2ℽ42⅗ℽ ヒューマンサービスの現場変革 2 1 1⅂ 講義
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ3ℽ31⅗ℽ 福祉コミュニティ卒業研究Ⅰ 3 2 ⅃ℽ 演習
⅏⅕Ⅰ℺⅕Ⅰ4ℽ1ⅆ⅗ℽ 福祉コミュニティ卒業研究Ⅱ 4 4 ⅃ℽ 演習

７４単位以上

ℭℭ※ℭ卒業に必要な最低単位数は、「全学共通科目」（２ⅅ単位以上）と「福祉コミュニティ学科専門科目」（７４単位以上）を合計して１２４単位。

必要単位

卒業研究 必修６単位修得

自由科目

関
連
科
目

⅂単位以上修得

⅐
Ⅴ

実
習
科
目

Ⅰ
Ⅴ

２０単位までを卒業単
位に含めることができ
る。ただし、資格取得
希望者に限る。

⅚
⅕
Ⅰ
Ⅴ

・大学間協定に基づき協定校が提供する科目（「大学コンソーシアムやまなし」によるものを除く。）

⅐
Ⅴ
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区分 科目群 科目ナンバリング 必修 選択

⊌HH≷HH1≺≺1⊔≺ 人間形成基礎演習 1 1 3≺ 演習 必修1単位を修得すること。

⊌HH≷HH1≺≺2⊔≺ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺≺1⊔≺ 社会調査の基礎 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺≺1⊔≺ 生・倫理・自立 3･4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺≺3⊔≺ 子どもの権利 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺≺4⊔≺ 経済学入門 1・2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺≺5⊔≺ 統計学基礎 1・2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺≺⊀⊔≺ 教育基礎論（幼・小） 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺≺⊁⊔≺ 教職概論（幼・小） 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺≺8⊔≺ 教育経営論（幼・小） 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺≺⊃⊔≺ 発達・学習の心理学（幼・小） 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺1≺⊔≺ 乳幼児保育・教育論 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺≺2⊔≺ 特別なニーズのある乳幼児・児童の支援Ⅰ 2 1 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺≺3⊔≺ 教育課程論（就学前） 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺≺4⊔≺ 教育課程論（小学校） 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺11⊔≺ 保育内容（健康） 1 1 15 講義

⊌HH≷HH1≺12⊔≺ 保育内容（人間関係） 1 1 15 講義

⊌HH≷HH1≺13⊔≺ 保育内容（環境） 1 1 15 講義

⊌HH≷HH1≺14⊔≺ 保育内容（言葉） 1 1 15 講義

⊌HH≷HH1≺15⊔≺ 保育内容（表現） 1 1 15 講義

⊌HH≷HH2≺≺5⊔≺ 国語科基礎（書写を含む。） 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺≺⊀⊔≺ 社会科基礎 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺≺⊁⊔≺ 算数科基礎 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺≺8⊔≺ 理科基礎 1・2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺≺⊃⊔≺ 生活科基礎 1・2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺1≺⊔≺ 音楽科基礎 1・2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺≺2⊔≺ 図画工作科基礎 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺≺3⊔≺ 家庭科基礎 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺≺4⊔≺ 体育科基礎 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺≺5⊔≺ 英語科基礎 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺11⊔≺ 教育方法論（就学前） 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH4≺≺1⊔≺ 保育内容総論 4 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺11⊔≺ 健康領域指導法 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺12⊔≺ 人間関係領域指導法 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺13⊔≺ 環境領域指導法 1・2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺14⊔≺ 言葉領域指導法 1・2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺15⊔≺ 表現領域指導法（美術） 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺1⊀⊔≺ 表現領域指導法（音楽） 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺1⊁⊔≺ 表現領域指導法（身体表現） 2・3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺≺⊀⊔≺ 表現領域指導法（演劇表現） 3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺18⊔≺ 教育方法論（小学校） 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺1⊃⊔≺ ⊓C⊞活用の教育の理論と方法（小学校） 2 1 15 講義

⊌HH≷HH3≺≺⊁⊔≺ 初等国語科指導法 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺≺8⊔≺ 初等国語科指導法特講（書写） 3・4 1 15 講義

⊌HH≷HH3≺≺⊃⊔≺ 初等社会科指導法 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺1≺⊔≺ 初等算数科指導法 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺11⊔≺ 初等理科指導法 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺12⊔≺ 初等生活科指導法 2・３ 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺13⊔≺ 初等家庭科指導法 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺14⊔≺ 初等図画工作科指導法 3・4 2 ⊀≺ 演習

⊌HH≷HH3≺15⊔≺ 初等音楽科指導法 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺1⊀⊔≺ 初等体育科指導法 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺1⊁⊔≺ 初等外国語科指導法 3・4 2 3≺ 講義

保
育
内
容
指
導

教
科
指
導

授業科目の名称
分類

8単位以上を修得すること。

（４）人間福祉学部　人間形成学科専門科目

分
野
別
科
目

保
育
内
容
理
解

履修方法及び
修了要件

導入科目

4単位以上を修得すること。学
部
教
養
科
目

教
育
内
容
理
解

専
門
基
礎
科
目

単位数
時間数

授業
形態

5単位以上を修得すること。

教
育
基
礎
理
論

１１単位以上を修得すること。

配当
年次
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区分 科目群 科目ナンバリング 必修 選択
授業科目の名称

分類

（４）人間福祉学部　人間形成学科専門科目

履修方法及び
修了要件

単位数
時間数

授業
形態

配当
年次

⊌HH≷HH1≺1⊀⊔≺ 教育相談の理論と方法（幼・小） 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺2≺⊔≺ 生徒指導（小・中・高・養） 2 1 15 講義

⊌HH≷HH2≺21⊔≺ 進路指導（小・中・高） 2 1 15 講義

⊌HH≷HH2≺23⊔≺ 道徳教育の指導法（小学校） 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺18⊔≺ 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（小学校） ３・４ 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺1⊁⊔≺ 幼児の理解と援助 1・2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺1⊃⊔≺ 障がい児教育及び保護者支援 ２・３ 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺2≺⊔≺ 心理教育アセスメント演習 ２・３ 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH1≺18⊔≺ 社会福祉論Ⅰ 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺1⊃⊔≺ 子ども福祉論Ⅰ 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺2≺⊔≺ ケア概論 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺24⊔≺ 社会的養護Ⅰ ２・３ 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺25⊔≺ 子どもの食と栄養Ⅰ ２・３ 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺2⊀⊔≺ 子どもの食と栄養Ⅱ ２・３ 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺2⊁⊔≺ 調理実習Ⅰ 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺28⊔≺ 調理実習Ⅱ 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺2⊃⊔≺ 乳児保育Ⅰ 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺3≺⊔≺ 乳児保育Ⅱ 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺31⊔≺ 子どもの保健 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺32⊔≺ 子どもの健康と安全 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺33⊔≺ 特別なニーズのある乳幼児・児童の支援Ⅱ 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺21⊔≺ 社会的養護Ⅱ 3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺22⊔≺ 子ども家庭支援論 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺23⊔≺ 子ども家庭支援の心理学 3 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH4≺≺2⊔≺ 子育て支援演習 ３・４ 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH1≺21⊔≺ ピアノ基礎実技 1 1 3≺ 実技

⊌HH≷HH2≺34⊔≺ ピアノ実技（弾き歌いを含む） 2 1 3≺ 実技

⊌HH≷HH3≺24⊔≺ ピアノ実技（コード伴奏法を含む） 3 1 3≺ 実技

⊌HH≷HH4≺≺3⊔≺ ピアノ応用実技 4 1 3≺ 実技

⊌HH≷HH2≺35⊔≺ 社会福祉論Ⅱ 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺3⊀⊔≺ 子ども福祉論Ⅱ 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺3⊁⊔≺ 障害者福祉論Ⅰ 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺38⊔≺ 高齢者福祉論Ⅰ 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺3⊃⊔≺ 日本語教育概論 2・3 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺24⊔≺ 日本語教育特講（外国籍児童生徒等） 3・4 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺25⊔≺ 多文化教育論（幼・小） 3 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺2⊀⊔≺ 子ども虐待の臨床 3 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH3≺2⊁⊔≺ 児童文学 2・3 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH4≺≺4⊔≺ 幼児教育演習 ３・４ 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH4≺≺5⊔≺ 教育学演習（幼・小） 4 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH4≺≺⊀⊔≺ 保育者指導 ３・４ 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺22⊔≺ 保育・教育プロジェクト学習Ⅰ 1 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺4≺⊔≺ 保育・教育プロジェクト学習Ⅱ 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH4≺≺⊁⊔≺ 身体表現演習 4 2 ⊀≺ 演習

⊌HH≷HH4≺≺8⊔≺ 総合表現演習 4 2 ⊀≺ 演習

⊌HH≷HH4≺≺⊃⊔≺ 教職実践演習（幼・小） 4 2 3≺ 演習

⊌HH≷HH1≺23⊔≺ ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ援助技術論Ⅰ 1 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH2≺41⊔≺ ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ援助技術論Ⅱ 2 2 3≺ 講義

⊌HH≷HH1≺24⊔≺ デジタル技術活用リサーチ 1 1 15 講義

⊌HH≷HH1≺25⊔≺ ヒューマンサービスの価値創出 1 1 15 講義

⊌HH≷HH2≺42⊔≺ フィールドリサーチ 2 1 15 講義

⊌HH≷HH2≺43⊔≺ ヒューマンサービスの現場変革 2 1 15 講義

社
会
的
養
護
・
子
育
て
支
援

12単位以上を修得すること。

発
展
科
目

分
野
別
科
目

1≺単位以上を修得すること。

発
展
科
目

生
徒
指
導
・

教
育
相
談
等

４単位以上を修得すること。
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区分 科目群 科目ナンバリング 必修 選択
授業科目の名称

分類

（４）人間福祉学部　人間形成学科専門科目

履修方法及び
修了要件

単位数
時間数

授業
形態

配当
年次

⊌HH≷HH2≺4⊀⊔≺ 特別支援学校等インターンシップ（小・中） 2 1 3≺ 実習

⊌HH≷HH1≺2⊀⊔≺ サービス・ラーニングⅠ（就学前） 1 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH1≺2⊁⊔≺ サービス・ラーニングⅠ（小学校） 1 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺44⊔≺ サービス・ラーニングⅡ（就学前） 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺45⊔≺ サービス・ラーニングⅡ（小学校） 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺28⊔≺ 学校インターンシップ（就学前） 3 1 3≺ 実習

⊌HH≷HH3≺2⊃⊔≺ 学校インターンシップ（小学校） 3 1 3≺ 実習

⊌HH≷HH3≺3≺⊔≺ 幼稚園実習指導 3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺31⊔≺ 小学校実習指導 3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺32⊔≺ 幼稚園実習 3 4 12≺ 実習

⊌HH≷HH3≺33⊔≺ 小学校実習 3 4 12≺ 実習

⊌HH≷HH2≺4⊁⊔≺ 保育所実習指導Ⅰ 2 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺34⊔≺ 施設実習指導Ⅰ 3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺35⊔≺ 保育所実習指導Ⅱ 3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH3≺3⊀⊔≺ 施設実習指導Ⅱ 3 1 3≺ 演習

⊌HH≷HH2≺48⊔≺ 保育所実習Ⅰ 2 2 ⊃≺ 実習

⊌HH≷HH3≺3⊀⊔≺ 保育所実習Ⅱ 3 2 ⊃≺ 実習

⊌HH≷HH3≺3⊁⊔≺ 施設実習Ⅰ 3 2 ⊃≺ 実習

⊌HH≷HH3≺38⊔≺ 施設実習Ⅱ 3 2 ⊃≺ 実習

⊌HH≷HH3≺3⊃⊔≺ 人間形成卒業研究Ⅰ 3 2 ⊀≺ 演習

⊌HH≷HH4≺1≺⊔≺ 人間形成卒業研究Ⅱ 4 4 ⊀≺ 演習

※人間形成学科は、 小学校教諭一種免許状もしくは幼稚園教諭一種免許状の取得を卒業要件とする。

※卒業に必要な最低単位数は、「全学共通科目」（28単位以上）と「人間形成学科専門科目」（⊁≺単位以上） を合計して124単位。

必要単位 ⊁≺単位以上

実
習
科
目

・大学間協定に基づき協定校が提供する科目（「大学コンソーシアムやまなし」によるものを除く。）
・福祉コミュニティ学科専門科目で本学科学生に開放される科目
・連携開設科目（教職）のうち、幼稚園教諭課程または小学校教諭課程を対象とする科目

⊃単位以上を修得すること。

卒業研究 必修⊀単位以上を修得すること。

自由科目
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必修 選択
⊌⊘⊘≷⊘⊘1001⊔0 1年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1002⊔0 1年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1003⊔0 1年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1004⊔0 1年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1005⊔0 1年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘100⊀⊔0 1年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘100⊁⊔0 1年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘100⊂⊔0 1年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘100⊃⊔0 1年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1010⊔0 1年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2001⊔0 2年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2002⊔0 2年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3001⊔0 3年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2003⊔0 2年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1011⊔0 1年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1012⊔0 1年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2004⊔0 2・3年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4001⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1013⊔0 1年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1014⊔0 1年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘1015⊔0 1年後期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘101⊀⊔0 1年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘101⊁⊔0 1年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2005⊔0 2年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘200⊀⊔0 2年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘200⊁⊔0 2年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘200⊂⊔0 2年前期 2 ⊀0 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘200⊃⊔0 2年前期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘2010⊔0 2年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2011⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2012⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2013⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2014⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3002⊔0 3年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2015⊔0 2年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘201⊀⊔0 2年後期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘201⊁⊔0 2年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘201⊂⊔0 2年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘201⊃⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2020⊔0 2年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2021⊔0 2年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2022⊔0 2年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2023⊔0 2年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3003⊔0 3年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3004⊔0 3年前期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘3005⊔0 3年前期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘300⊀⊔0 3年前期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘300⊁⊔0 3年前期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘300⊂⊔0 3年前期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘300⊃⊔0 3年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3010⊔0 3年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3011⊔0 3年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘101⊂⊔0 1年前期 1 45 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘2024⊔0 2年後期 2 ⊃0 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘3012⊔0 3年後期・4年前期 2 ⊃0 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘3013⊔0 3年後期・4年前期 2 ⊃0 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘3014⊔0 3年後期・4年前期 2 ⊃0 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘3015⊔0 3年後期・4年前期 3 135 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘301⊀⊔0 3年後期・4年前期 3 135 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘301⊁⊔0 3年後期・4年前期 2 ⊃0 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘301⊂⊔0 3年後期・4年前期 3 135 実習

授業科目の名称 配当年次
単位数

時間数 授業形式

人間の遺伝学

△保健福祉行政学Ⅰ

病原微生物学

人間関係論

いのちの社会学

社会福祉学総論

生活健康科学

解剖生理学Ⅱ人
間
存
在
領
域

実
践
支
持
科
目

解剖生理学Ⅰ

性のヘルスプロモーション

医療英語Ⅰ

臨床栄養学

看護心理学

デジタル技術活用リサーチ

ヒューマンサービスの価値創出

母性看護学Ⅱ

母性看護援助論

小児看護援助論

基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ

小児看護学実習

母性看護学実習

成人看護援助論(急性期看護学)

成人看護援助論(慢性期看護学)

老年看護援助論

老年看護学Ⅱ

精神看護学

地域・在宅看護活動論

健康情報学

公衆衛生学

医療英語Ⅱ

実
践
基
礎
科
目

看護学概論

看護理論

基礎看護技術論Ⅰ

病態治療学

薬理学概論

臨床薬理学

疾病治療総論

小児疾病治療論

母性疾病治療論

精神疾病治療論

老年疾病治療論

医療安全論

精神保健論

基礎看護技術論Ⅱ

ヘルスアセスメント論

看護過程展開論

実
践
応
用
科
目

地域・在宅看護概論

地域・在宅看護援助論

小児看護学Ⅰ

小児看護学Ⅱ

△公衆衛生看護学概論Ⅰ

成人・老年臨床看護学（急性期看護学）

成人・老年臨床看護学（慢性期看護学）

老年看護学Ⅰ

母性看護学Ⅰ

老年看護学実習

精神看護学実習

地域・在宅看護論実習

成人・老年臨床看護学実習（急性期看護学）

成人・老年臨床看護学実習（慢性期看護学）

（５）看護学部 看護学科専門科目

履修方法及び
修了要件

看護師課程は必修
105単位のほか、看護
学部課程科目の選択
科目から4単位以上を
選択すること (保健師
課程科目の内※印の
ある科目は看護師課程
も選択することができ
る)

実
践
領
域
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必修 選択
授業科目の名称 配当年次

単位数
時間数 授業形式

（５）看護学部 看護学科専門科目

履修方法及び
修了要件

⊌⊘⊘≷⊘⊘2025⊔0 2年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘202⊀⊔0 2年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘202⊁⊔0 2・3年後期 2 ⊀0 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘202⊂⊔0 2年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘202⊃⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4002⊔0 4年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4003⊔0 4年前期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4004⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4005⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘400⊀⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘400⊁⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘400⊂⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘400⊃⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4010⊔0 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4011⊔0 4年後期 1 30 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘301⊃⊔0 3年後期 1 45 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘4012⊔0 4年前期 2 ⊃0 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘2030⊔0 △公衆衛生看護学概論Ⅱ ※ 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3020⊔0 △保健統計学 ※ 3年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3021⊔0 △疫学 ※ 3年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3022⊔0 △保健福祉行政学Ⅱ ※ 3年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3023⊔0 △地域保健活動論ⅠA ※ 3年前期 3 45 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3024⊔0 3年前期 3 45 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘3025⊔0 3年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘302⊀⊔0 3年後期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4013⊔0 △学校保健論 ※ 4年前期 2 30 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4014⊔0 4年前期 3 45 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘4015⊔0 4年前期 2 ⊃0 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘401⊀⊔0 4年前期 3 135 実習
⊌⊘⊘≷⊘⊘401⊁⊔0 △産業保健論 ※ 4年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2031⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘302⊁⊔0 3年通年 2 ⊀0 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘401⊂⊔0 4年通年 2 ⊀0 演習
⊌⊘⊘≷⊘⊘2032⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘2033⊔0 2年後期 1 15 講義
⊌⊘⊘≷⊘⊘302⊂⊔0 3年前期 1 15 講義

105
単位

50
単位

備考

　保健師国家試験を受けようとする者は、△の科目を履修しなければならない。

感染看護学

フィールドリサーチ
ヒューマンサービスの現場変革

がん看護学

△公衆衛生看護学実習Ⅰ
△公衆衛生看護学実習Ⅱ

実
践
統
合
科
目

クリティカルケア看護学
補完・代替医療

△地域保健活動論Ⅲ

家族看護学
国際看護学
国際保健医療演習

災害看護学
看護管理学
看護教育学
リエゾン精神看護
認知症ケア論

卒業要件

実
践
領
域

合計

全学共通科目（15単位以上）と看護学部看護学科の科目（10⊃単位以上）とを合計して124単位以上となること。

研究領域
研究概論
看護研究セミナーⅠ
看護研究セミナーⅡ

哲学・
倫理領域

ケアのジェンダー学 
生命倫理
看護倫理学

看護実践シミュレーション演習
専門職連携実習
看護統合実習

保
健
師
課
程
科
目

△地域保健活動論Ⅰ⊌
△地域保健活動論Ⅱ
△地域看護管理学
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必修 選択

教育基礎論（中・高・養） 1 2 3≺ 講義

教職概論（中・高・養） 1 2 3≺ 講義

教育経営論（中・高・養） 2 2 3≺ 講義

教育心理学（中・高・養） 1 2 3≺ 講義

特別支援教育概論（中・高・養） 2 1 1≿ 講義

教育課程論（中・高・養） 2 2 3≺ 講義

道徳教育の指導法（中学校） 3 1 3≺ 講義

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（中・高・養） 3 2 3≺ 講義

教育方法論（中・高・養） 2 2 3≺ 講義

ICT活用の教育の理論と方法（中・高） 2 1 1≿ 講義

生徒指導（小・中・高・養） 2 1 1≿ 講義

進路指導（小・中・高） 2 1 1≿ 講義

教育相談の理論と方法（中・高） 1 2 3≺ 講義

教育相談の理論と方法（養護） 1 2 3≺ 講義

教育学演習（中・高・養） 4 　 1 3≺ 演習

特別支援学校等インターンシップ（小・中） 2 1 3≺ 実習

教職サービス・ラーニングⅠ（中・高・養） 2・3 2 ⊀≺ 演習

教職サービス・ラーニングⅡ（中・高） 3・4 2 ⊀≺ 演習

教職サービス・ラーニングⅡ（養護） 3 2 ⊀≺ 演習

中等教育実習事前・事後指導 3・4 1 3≺ 演習

養護実習事前・事後指導 3・4 1 3≺ 演習

中学校実習 3・4 4 12≺ 実習

高等学校実習 3・4 2 ⊀≺ 実習

養護実習 4 4 12≺ 実習

教職実践演習（中・高） 4 2 3≺ 演習

教職実践演習（養護） 4 2 3≺ 演習

中等英語科指導法Ⅰ 2・3 2 3≺ 講義

中等英語科指導法Ⅱ 2・3 2 3≺ 講義

中等英語科指導法Ⅲ 3・4 2 3≺ 講義

中等英語科指導法Ⅳ 3・4 2 3≺ 講義

養護概説 2 2 3≺ 講義

健康相談活動理論 2 2 3≺ 講義

教職課程科目

（１）中学校・高等学校・養護教諭免許状課程

教
職
専
門
科
目

選択科目の履修については、下記
の通りとする。

(1)中学校教諭一種免許状課程
・「道徳教育の指導法（中学校）」
「特別支援学校等インターンシッ
プ（小・中）」は必修。

(2)中学校・高等学校教諭一種免
許状課程
・「ICT活用の教育の理論と方法
（中・高）」「生徒指導（小・中・高・
養）」「進路指導（小・中・高）」
「教育相談の理論と方法（中・
高）」「中等教育実習事前・事後
指導」「中学校実習／高等学校実
習」「教職実践演習（中・高）」は
必修。
・各教科の指導法は各教科教諭
免許状課程において全て必修。

(3)養護教諭一種免許状課程
・「道徳教育の指導法（中学校）」
「生徒指導（小・中・高・養）「教育
相談の理論と方法（養護）」「養護
実習事前・事後指導」「養護実
習」「教職実践演習（養護）」「養
護概説」「健康相談活動理論」は
必修。

連携開設科目（教職）

授業科目の名称
単位数 履修方法及び

修了要件
配当年次 授業形式時間数
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必修 選択

人間形成基礎演習 1 必修1単位を修得すること。 ★ ■

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎 2

社会調査の基礎 2

生・倫理・自立 2

子どもの権利 2

経済学入門 2

統計学基礎 2

教育基礎論（幼・小） 2 ★ ■

教職概論（幼・小） 2 ★ ■

教育経営論（幼・小） 2 ★ ■

発達・学習の心理学（幼・小） 2 ★ ■

乳幼児保育・教育論 2 ■

特別なニーズのある乳幼児・児童の支援Ⅰ 1 ★ ■

教育課程論（就学前） 2 ■

教育課程論（小学校） 2 ★

保育内容（健康） 1 ■

保育内容（人間関係） 1 ■

保育内容（環境） 1 ■

保育内容（言葉） 1 ■

保育内容（表現） 1 ■

国語科基礎（書写を含む。） 1 ★

社会科基礎 1 ★

算数科基礎 1 ★

理科基礎 1 ★

生活科基礎 1 ★

音楽科基礎 1 ★

図画工作科基礎 1 ★

家庭科基礎 1 ★

体育科基礎 1 ★

英語科基礎 1 ★

教育方法論（就学前） 2 ■

保育内容総論 1 ■

健康領域指導法 1 ■

人間関係領域指導法 1 ■

環境領域指導法 1 ■

言葉領域指導法 1 ■

表現領域指導法（美術） 1 ①

表現領域指導法（音楽） 1 ①

表現領域指導法（身体表現） 1 ①

表現領域指導法（演劇表現） 1

教育方法論（小学校） 2 ★

⊓C⊞活用の教育の理論と方法（小学校） 1 ★

初等国語科指導法 2 ★

初等国語科指導法特講（書写） 1 ★

初等社会科指導法 2 ★

初等算数科指導法 2 ★

初等理科指導法 2 ★

初等生活科指導法 2 ★

初等家庭科指導法 2 ★

初等図画工作科指導法 2 ★

初等音楽科指導法 2 ★

初等体育科指導法 2 ★

初等外国語科指導法 2 ★

保
育
内
容
指
導

8単位以上を修得すること。

教
科
指
導

幼免
コース

分
野
別
科
目

（２）幼稚園・小学校教諭課程

授業科目の名称
単位数

履修方法及び修了要件
小免

コース

導入科目

学
部
教
養
科
目

4単位以上を修得すること。

専
門
基
礎
科
目

教
育
基
礎
理
論

11単位以上を修得すること。

保
育
内
容
理
解

5単位以上を修得すること。

教
育
内
容
理
解
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必修 選択
幼免

コース

（２）幼稚園・小学校教諭課程

授業科目の名称
単位数

履修方法及び修了要件
小免

コース

教育相談の理論と方法（幼・小） 2 ★ ■

道徳教育の指導法（小学校） 2 ★

特別活動及び総合的な学習の時間の指導法（小学校） 2 ★

生徒指導（小・中・高・養） 1 ★

進路指導（小・中・高） 1 ★

幼児の理解と援助 1 ■

障がい児教育及び保護者支援 1

心理教育アセスメント演習 1

社会福祉論Ⅰ 2

子ども福祉論Ⅰ 2

ケア概論 2

社会的養護Ⅰ 2

子どもの食と栄養Ⅰ 1

子どもの食と栄養Ⅱ 1

調理実習Ⅰ 1

調理実習Ⅱ 1

乳児保育Ⅰ 2

乳児保育Ⅱ 1

子どもの保健 2

子どもの健康と安全 1

特別なニーズのある乳幼児・児童の支援Ⅱ 1

社会的養護Ⅱ 1

子ども家庭支援論 2

子ども家庭支援の心理学 1

子育て支援演習 1

ピアノ基礎実技 1 ★ ■

ピアノ実技（弾き歌いを含む） 1 ★ ■

ピアノ実技（コード伴奏法を含む） 1 ②

ピアノ応用実技 1 ②

社会福祉論Ⅱ 2

子ども福祉論Ⅱ 2

障害者福祉論Ⅰ 2

高齢者福祉論Ⅰ 2

日本語教育概論 2

日本語教育特講（外国籍児童生徒等） 2

多文化教育論（幼・小） 2 ★

子ども虐待の臨床 2

幼児教育演習 1

教育学演習（幼・小） 1

児童文学 2

保育者指導 2

保育・教育プロジェクト学習Ⅰ 1 ★ ■

保育・教育プロジェクト学習Ⅱ 1 ★ ■

身体表現演習 2 ★ ■

総合表現演習 2 ★ ■

教職実践演習（幼・小） 2 ★ ■

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ援助技術論Ⅰ 2

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ援助技術論Ⅱ 2

デジタル技術活用リサーチ 1

ヒューマンサービスの価値創出 1

フィールドリサーチ 1

ヒューマンサービスの現場変革 1

分
野
別
科
目

４単位以上を修得すること。

発
展
科
目

12単位以上を修得すること。

社
会
的
養
護
・
子
育
て
支
援

1≺単位以上を修得すること。

生
徒
指
導
・

教
育
相
談
等
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必修 選択
幼免

コース

（２）幼稚園・小学校教諭課程

授業科目の名称
単位数

履修方法及び修了要件
小免

コース

特別支援学校等インターンシップ（小・中） 1 ★

サービス・ラーニングⅠ（就学前） 1 ★ ■

サービス・ラーニングⅠ（小学校） 1 ★ ■

サービス・ラーニングⅡ（就学前） 1 Ⅰ ③

サービス・ラーニングⅡ（小学校） 1 Ⅰ ③

学校インターンシップ（就学前） 1 Ⅱ ④

学校インターンシップ（小学校） 1 Ⅱ ④

幼稚園実習指導 1 ■

小学校実習指導 1 ★

幼稚園実習 4 ■

小学校実習 4 ★

保育所実習指導Ⅰ 1

施設実習指導Ⅰ 1

保育所実習指導Ⅱ 1

施設実習指導Ⅱ 1

保育所実習Ⅰ 2

保育所実習Ⅱ 2

施設実習Ⅰ 2

施設実習Ⅱ 2

人間形成卒業研究Ⅰ 2 ★ ■

人間形成卒業研究Ⅱ 4 ★ ■

※２年次進級時に、小学校教諭一種免許状（小免）コース、もしくは幼稚園教諭一種免許状（幼免）コースを選択すること。上欄のうち、小免コー
スの者は必修科目（★）とⅠⅡの各領域から選択した１科目以上の単位、幼免コースの者は必修科目（■）と①②③④の各領域から選択した１
科目以上の単位の修得を卒業要件とする。

実
習
科
目

⊃単位以上を修得すること。

卒業研究
必修⊀単位を修得すること。

自由科目
・大学間協定に基づき協定校が提供する科目（「大学コンソーシアムやまなし」によるものを除く。）
・福祉コミュニティ学科専門科目で本学科学生に開放される科目
・連携開設科目（教職）のうち、幼稚園教諭課程または小学校教諭課程を対象とする科目

必要単位 ⊁≺単位以上

※卒業に必要な最低単位数は、「全学共通科目」（28単位以上）と「人間形成学科専門科目」（⊁≺単位以上） を合計して124単位。

※人間形成学科は、 小学校教諭一種免許状もしくは幼稚園教諭一種免許状の取得を卒業要件とする。
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指定規則

時間数 　　　　授業科目の名称 単位数 時間数

人間の尊厳と自立 　３０以上 生・倫理・自立 2 ≽0

コミュニケーション基礎 2 ≽0

チームマネジメント論 2 ≽0

社会保障論Ⅰ 2 ≽0

社会福祉論Ⅰ 2 ≽0

地域福祉論Ⅰ 2 ≽0

子ども福祉論Ⅰ 2 ≽0

高齢者福祉論Ⅰ 2 ≽0

社会と経済 2 ≽0

環境論 2 ≽0

社会調査の基礎 2 ≽0

社会学概論 2 ≽0

福祉と人権 2 ≽0

ケア概論 2 ≽0

介護の基本Ⅰ 2 ≽0

介護の基本Ⅱ 2 ≽0

介護の基本Ⅲ 2 ≽0

介護の基本Ⅳ 2 ≽0

介護の基本Ⅴ 2 ≽0

コミュニケーション技術Ⅰ 1 ≽0

コミュニケーション技術Ⅱ 1 ≽0

生活支援基礎 2 ≽0

生活支援技術Ⅰ（移動） 1 ≽0

生活支援技術Ⅱ（排泄） 1 ≽0

生活支援技術Ⅲ（食事） 1 ≽0

生活支援技術Ⅳ（身じたく） 1 ≽0

生活支援技術Ⅴ（清潔・入浴） 1 ≽0

生活支援技術Ⅵ（睡眠） 1 ≽0

生活支援技術Ⅶ（家事） 1 ≽0

生活支援技術Ⅷ（居住環境） 1 ≽0

生活支援技術Ⅸ（終末期） 1 ≽0

介護過程Ⅰ 1 ≽0

介護過程Ⅱ 1 ≽0

介護過程Ⅲ 1 ≽0

介護過程Ⅳ 1 ≽0

介護過程Ⅴ 1 ≽0

介護総合演習Ⅰ 1 ≽0

介護総合演習Ⅱ 1 ≽0

介護総合演習Ⅲ 1 ≽0

介護総合演習Ⅳ 1 ≽0

介護実習Ⅰ 1 ≾5

介護実習Ⅱ ≾ 180

介護実習Ⅲ 1 ≾5

介護実習Ⅳ ≾ 180

人間発達と心理Ⅰ　 2 ≽0

人間発達と心理Ⅱ　 2 ≽0

認知症の理解Ⅰ 2 ≽0

認知症の理解Ⅱ 2 ≽0

障害者福祉論Ⅰ 2 ≽0

障害者福祉論Ⅱ 2 ≽0

医学一般 2 ≽0

精神保健の課題と支援Ⅰ 2 ≽0

こころとからだのしくみⅠ 2 ≽0

こころとからだのしくみⅡ 2 ≽0

50時間 医療的ケアの基礎Ⅰ 2 ≽0

（実時間） 医療的ケアの基礎Ⅱ 2 ≽0

演習 医療的ケア演習 2 60

※1　1850 ※2指定時間数を満たすのに必要な単位数 ※2　86※1医療的ケア演習を含まない

≾50

60

≽00

150

120

発達と老化の理解

60

120

認知症の理解

障害の理解

こころとからだのしくみ

生活支援技術

介護過程

介護総合演習

介護実習

喀痰吸引・経管栄養・経鼻経管栄養・救急蘇生法演習

60

福祉コミュニティ学科における対応科目

　６０以上

⊃0

180

教育内容領　域

介護福祉士課程

60

　６０以上

医
療
的

ケ
ア

人
間
と
社
会

介
護

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み

選択

必修

介護の基本

コミュニケーション技術

人間の理解
人間関係とコミュニケーション

講義
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授業科目の名称 単位数 時間数

人・社会・生活と福祉に関する知識と方法

医学概論 ≽≺ 医学一般 ≼ ≽≺

心理学と心理的支援 ≽≺ 人間発達と心理Ⅰ ≼ ≽≺

社会学と社会システム ≽≺ 社会学概論 ≼ ≽≺

社会福祉の原理と政策 ⊀≺ 社会福祉論Ⅰ・Ⅱ ≾ ⊀≺

社会福祉調査の基礎 ≽≺ 社会調査の基礎 ≼ ≽≺

ソーシャルワークの基盤と専門職 ソーシャルワーク総論Ⅰ ≼ ≽≺

ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） ソーシャルワーク総論Ⅱ ≼ ≽≺

ソーシャルワークの理論と方法 ソーシャルワーク援助技術論Ⅰ・Ⅱ ≾ ⊀≺

ソーシャルワークの理論と方法（専門） ソーシャルワーク援助技術論Ⅲ・Ⅳ ≾ ⊀≺

地域福祉と包括的支援体制 ⊀≺ 地域福祉論Ⅰ・Ⅱ ≾ ⊀≺

福祉サービスの組織と経営 ≽≺ 社会福祉施設経営論 ≼ ≽≺

ｻｰﾋﾞｽに関する知識

社会保障 ⊀≺ 社会保障論Ⅰ・Ⅱ ≾ ⊀≺

高齢者福祉 ≽≺ 高齢者福祉論Ⅰ ≼ ≽≺

障害者福祉 ≽≺ 障害者福祉論Ⅰ ≼ ≽≺

児童・家庭福祉 ≽≺ 子ども福祉論Ⅰ ≼ ≽≺

貧困に対する支援 ≽≺ 公的扶助論 ≼ ≽≺

保健医療と福祉 ≽≺ 医療福祉論 ≼ ≽≺

権利擁護を支える法制度 ≽≺ 福祉と人権 ≼ ≽≺

刑事司法と福祉 ≽≺ 司法福祉論 ≼ ≽≺

実習・演習

ソーシャルワーク演習 ≽≺ ソーシャルワーク演習Ⅰ ≻ ≽≺

ソーシャルワーク演習（専門） ≻≼≺ ソーシャルワーク演習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ ≾ ≻≼≺

ソーシャルワーク実習指導 ⊃≺ ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ≾ ≻≼≺

ソーシャルワーク実習 ≼≾≺ ソーシャルワーク現場実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ⊀ ≼≾≺

※ソーシャルワーク現場実習Ⅲについては、介護実習
Ⅳまたは精神保健福祉援助実習Ⅲで代替することが
できる。その場合、ソーシャルワーク現場実習指導Ⅲの
受講は不要。

社会福祉士課程

≻≼≽≺

社会福祉士指定科目
指定規則
時間数

福祉コミュニティ学科における対応科目

総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に
関する知識と技術

地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術

⊀≺

≻≼≺

合計 ≻≼≺≺ ⊀≽
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授業科目の名称 単位数 時間数

医学概論 ≽≺ 医学一般 ≼ ≽≺

心理学と心理的支援 ≽≺ 人間発達と心理Ⅰ ≼ ≽≺

社会学と社会システム ≽≺ 社会学概論 ≼ ≽≺

社会福祉の原理と政策 ⊀≺ 社会福祉論Ⅰ・Ⅱ ≾ ⊀≺

地域福祉と包括的支援体制 ⊀≺ 地域福祉論Ⅰ・Ⅱ ≾ ⊀≺

社会保障 ⊀≺ 社会保障論Ⅰ・Ⅱ ≾ ⊀≺

障害者福祉 ≽≺ 障害者福祉論Ⅰ ≼ ≽≺

権利擁護を支える法制度 ≽≺ 福祉と人権 ≼ ≽≺

刑事司法と福祉 ≽≺ 司法福祉論 ≼ ≽≺

社会福祉調査の基礎 ≽≺ 社会調査の基礎 ≼ ≽≺

精神医学と精神医療 ⊀≺ 精神疾患とその治療Ⅰ ≼ ≽≺

精神疾患とその治療Ⅱ ≼ ≽≺

現代の精神保健の課題と支援 ⊀≺ 精神保健の課題と支援Ⅰ ≼ ≽≺

精神保健の課題と支援Ⅱ ≼ ≽≺

ソーシャルワークの基盤と専門職 ≽≺ ソーシャルワーク総論Ⅰ ≼ ≽≺

精神保健福祉の原理 ⊀≺ 精神保健福祉の原理Ⅰ ≼ ≽≺

精神保健福祉の原理Ⅱ ≼ ≽≺

ソーシャルワークの理論と方法 ⊀≺ ソーシャルワーク援助技術論Ⅰ ≼ ≽≺

ソーシャルワーク援助技術論Ⅱ ≼ ≽≺

ソーシャルワークの理論と方法（専門） ⊀≺ ソーシャルワークの理論と方法（専門）Ⅰ ≼ ≽≺

ソーシャルワークの理論と方法（専門）Ⅱ ≼ ≽≺

精神障害リハビリテーション論 ≽≺ 精神障害リハビリテーション論 ≼ ≽≺

精神保健福祉制度論 ≽≺ 精神保健福祉制度論 ≼ ≽≺

ソーシャルワーク演習 ≽≺ ソーシャルワーク演習Ⅰ ≻ ≽≺

ソーシャルワーク演習（専門） ⊃≺ 精神保健福祉援助演習Ⅰ ≻ ≽≺

精神保健福祉援助演習Ⅱ ≻ ≽≺

精神保健福祉援助演習Ⅲ ≻ ≽≺

ソーシャルワーク実習指導 ⊃≺ 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ ≻ ≽≺

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ ≻ ≽≺

精神保健福祉援助実習指導Ⅲ ≻ ≽≺

ソーシャルワーク実習 ≼≻≺ 精神保健福祉援助実習Ⅰ ≻ ≾≿

精神保健福祉援助実習Ⅱ ≼ ⊃≺

精神保健福祉援助実習Ⅲ ≼ ⊃≺

≻≼≺≺ ⊀≾ ≻≼≻≿

福祉コミュニティ学科における対応科目

合計

精神保健福祉士指定科目
指定規則
時間数

精神保健福祉士課程
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必修 選択 計

チームビルディングスキル 講義 1 1

データマイニングとエスノグラフィー 講義 1 1

環境論 講義 2 2

人間と社会 講義 2 2

災害支援 講義 1 1

グローバル化論 講義 2 2

文化人類学 講義 2 2

科学技術社会論 講義 2 2

国際協力 講義 1 1

文化とコミュニケーション 講義 2 2

アートと現代社会（文学） 講義 2 2

アートと現代社会（音楽） 講義 2 2

アートと現代社会（美術） 講義 2 2

日本国憲法 講義 2 2

社会と経済 講義 2 2

社会と法 講義 2 2

社会と政治 講義 2 2

哲学 講義 2 2

人間と心 講義 2 2

生と幸福 講義 2 2

倫理学 講義 2 2

救急法 講義 1 1

総合英語Ⅰa 演習 １ １

総合英語Ⅰb 演習 １ １

中国語Ⅰa 演習 １ １

中国語Ⅰb 演習 １ １

韓国語Ⅰa 演習 １ １

韓国語Ⅰb 演習 １ １

スペイン語Ⅰa 演習 １ １

スペイン語Ⅰb 演習 １ １

フランス語Ⅰa 演習 １ １

フランス語Ⅰb 演習 １ １

講義 1 スポーツ講義 講義 2 2

スポーツ実技Ⅰ（フィットネス） 実技 1 1

スポーツ実技Ⅱ（生涯スポーツ） 実技 1 1

スポーツ実技Ⅲ（スポーツ競技） 実技 1 1

3 32 34

※のうち１単位以上必修

保育士課程

合　　　計 10単位以上
34単位（≧10単位）

外国語 演習 2以上

体育
実技 1

授業形態 左に対応して開設されている教科目 授業形態

告示による教科目

様式２より

教
養
科
目

外国語、体育以外の科目 不問 6以上

1
※

人間形成学科における対応科目

単位数
系列 教科目 単位数
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授業 左に対応して開設されて 授業 

形態   いる教科目 形態 必修 選択 計

保育原理 講義 ≼ 乳幼児保育・教育論 講義 ≼ ≼

教育基礎論（幼・小） 講義 ≼ ≼

教育経営論（幼・小） 講義 ≼ ≼

子ども家庭福祉 講義 ≼ 子ども福祉論Ⅰ 講義 ≼ ≼

社会福祉 講義 ≼ 社会福祉論Ⅰ 講義 ≼ ≼

子ども家庭支援論 演習 ≼ 子ども家庭支援論 講義 ≼ ≼

社会的養護Ⅰ 講義 ≼ 社会的養護Ⅰ 講義 ≼ ≼

保育者論 講義 ≼ 教職概論（幼・小） 講義 ≼ ≼

保育の心理学 講義 ≼ 発達・学習の心理学（幼・小） 講義 ≼ ≼

子ども家庭支援の心理学 演習 ≼ 子ども家庭支援の心理学 講義 ≼ ≼

子どもの理解と援助 講義 1 幼児の理解と援助 演習 1 1

子どもの保健 演習 ≼ 子どもの保健 講義 ≼ ≼

子どもの食と栄養Ⅰ 演習 1 1

子どもの食と栄養Ⅱ 演習 1 1

保育の計画と評価 講義 ≼ 教育課程論（就学前） 講義 ≼ ≼

保育内容総論 演習 1 保育内容総論 演習 1 1

保育内容（健康） 講義 1 1

保育内容（人間関係） 講義 1 1

保育内容（環境） 講義 1 1

保育内容（言葉） 講義 1 1

保育内容（表現） 講義 1 1

健康領域指導法 演習 1 1

人間関係領域指導法 演習 1 1

環境領域指導法 演習 1 1

言葉領域指導法 演習 1 1

表現領域指導法（美術） 演習 1 1

表現領域指導法（音楽） 演習 1 1

表現領域指導法（身体表現） 演習 1 1

身体表現演習 演習 ≼ ≼

総合表現演習 演習 ≼ ≼

乳児保育Ⅰ 講義 ≼ 乳児保育Ⅰ 講義 ≼ ≼

乳児保育Ⅱ 演習 1 乳児保育Ⅱ 演習 1 1

子どもの健康と安全 演習 1 子どもの健康と安全 演習 1 1

≼ 特別なニーズのある乳幼児・児童の支援Ⅰ 演習 1 1

1 特別なニーズのある乳幼児・児童の支援Ⅱ 演習 1 1

社会的養護Ⅱ 演習 1 社会的養護Ⅱ 演習 1 1

子育て支援 演習 1 子育て支援演習 演習 1 1

保育所実習Ⅰ 実習 ≼ ≼

施設実習Ⅰ 実習 ≼ ≼

保育所実習指導Ⅰ 演習 1 1

施設実習指導Ⅰ 演習 1 1

総合
演習

保育実践演習 演習 ≼ 教職実践演習（幼・小） 演習 ≼ ≼

≿6 ≾ 60
合　　　計 ５1単位

　　　60　単位（≧５1単位）

※　必修単位数以上を修得

1

障害児保育 演習

保育
実習

保育実習Ⅰ 実習 ≾

保育実習指導Ⅰ 演習 ≼

子どもの食と栄養 演習 ≼

保
育
の
内
容
・

方
法
に
関
す
る
科
目

保育内容演習 演習 ≿

保育内容の理解と方法 演習 ≾

保
育
の
対
象
の
理

解
に
関
す
る
科
目

保
育
の
本
質
・

目
的
に
関
す
る
科
目

教育原理 講義 ≼ ≼

様式３より

告示による教科目 人間形成学科における対応科目

系列
単 位 数

単位数教科目

※

※
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系列 教科目 授業 単位数 左に対応して開設されて 授業 

形態   いる教科目 形態 必修 選択 計

幼児教育演習 演習 1 1

教育学演習（幼・小） 演習 1 1

保育者指導 講義 2 2

子ども福祉論Ⅱ 講義 2 2

1≿ 9

単 障がい児教育及び保護者支援 演習 単 1 1

位 心理教育アセスメント演習 演習 位 1 1

子ども虐待の臨床 講義 2 2

以 サービス・ラーニングⅠ（就学前） 演習 以 1 1

サービス・ラーニングⅡ（就学前） 演習 1 1

上 ケア概論 講義 上 2 2

児童文学 講義 2 2

を 教育方法論（就学前） 講義 を 2 2

設 修

   

定 得

ピアノ基礎実技 実技 1 1

ピアノ実技（弾き歌いを含む） 実技 1 1

ピアノ実技（コード伴奏法を含む） 実技 1 1

ピアノ応用実技 実技 1 1

表現領域指導法（演劇表現） 演習 1 1

保育実習Ⅱ 実習 2 保育所実習Ⅱ 実習 2 2

保育実習指導Ⅱ 演習 1 保育所実習指導Ⅱ 演習 1 1

保育実習Ⅲ 実習 2 施設実習Ⅱ 実習 2 2

保育実習指導Ⅲ 演習 1 施設実習指導Ⅱ 演習 1 1

3 26 29

※アまたはイは選択必修

保
育
の
内
容
・
方
法

の
に
関
す
る
科
目

設定　　　　　

告示による教科目（別表第２） 人間形成学科における対応科目

保
育
の
表

現
技
術

保育
実習

※ア

※イ

合　　　計
１８単位以上

を設定 　　　29　単位（≧１８単位）

様式４より

単 位 数

保
育
の
本
質
・
目

的
に
関
す
る
科
目

保
育
の
対
象
の
理
解

に
関
す
る
科
目 各指定保育士養

　成施設において
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様式５より

左に対応して開設されて 授業 

  いる教科目 形態 必修 選択 計

人間形成基礎演習 演習 1 1

子どもの権利 講義 2 2

コミュニケーション基礎 講義 2 2

社会福祉論Ⅱ 講義 2 2

高齢者福祉論Ⅰ 講義 2 2

障害者福祉論Ⅰ 講義 2 2

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ援助技術論Ⅰ 講義 2 2

ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ援助技術論Ⅱ 講義 2 2

人間形成卒業研究Ⅰ 演習 2 2

人間形成卒業研究Ⅱ 演習 4 4

⊁ 14 21

人間形成学科における対応科目

単 位 数

保育士資格取得科目ではないが、学校

独自の科目として開設されている科目

合　　　計
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〈教職課程の履修方法〉

必修 選択

日本国憲法 2 日本国憲法 2 講義 1･2･3･4

スポーツ講義 2 講義 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅰ（フィットネス） 1 実技 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅱ（生涯スポーツ） 1 実技 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅲ（スポーツ競技） 1 実技 1･2･3･4

総合英語Ⅰa １ 演習 1

総合英語Ⅰb １ 演習 1

中国語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

中国語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

韓国語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

韓国語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

スペイン語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

スペイン語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

フランス語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

フランス語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

数理、データ活用及び人
工知能に関する科目又
は情報機器の操作

2 情報リテラシー 2 演習 1･2･3･4

幼稚園・小学校教諭一種免許状課程

（対象学年：202４年度入学生以降）

Ⅰ． 幼稚園・小学校教諭一種免許状の取得にあたっては、教育職員免許法施行規則に定める下記の科目領域の最低修得単位数以上を修得し、且つ必修科目
の単位を修得することが求められます。

1．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目（最低修得単位数　8単位）

2．教育の基礎的理解に関する科目等（最低修得単位数　幼免21単位　小免2⊁単位）

3．（幼稚園）領域及び保育内容の指導法に関する科目（最低修得単位数　幼免16単位）

単位数
履修
形態

体育 2

　  （小学校）教科及び教科の指導法に関する科目（最低修得単位数　小免30単位）

4．大学が独自に設定する科目（最低修得単位数　幼免14単位　小免2単位）

Ⅱ．小学校教諭普通免許状の取得にあたっては、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」に基づき、介護
等体験の修了（本学においては「特別支援学校等インターンシップ」の履修や必要とされる事前・事後指導への参加）が求められます。

１．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目（最低修得単位数　８単位）

外国語コミュニケーショ
ン

2

履修年次 備考

実技Ⅰ～Ⅲから１単位以上を修得
すること

左科目から２単位以上を修得するこ
と

施行規則に定める
科目区分等

単
位
数

本学で開設されている科目
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必修 選択

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育基礎論（幼・小） 2 講義 1

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校
運営への対応を含む。）

教職概論（幼・小） 2 講義 1

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校
と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

教育経営論（幼・小） 2 講義 1

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 発達・学習の心理学（幼・小） 2 講義 1

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す
る理解

特別なニーズのある乳幼児・児童の支援Ⅰ 1 演習 2

教育課程論（就学前） 2 講義 2 幼免対象

教育課程論（小学校） 2 講義 2 小免対象

道徳の理論及び指導法 道徳教育の指導法（小学校） 2 講義 2 小免対象

総合的な学習の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を
含む。）

教育方法論（就学前） 2 講義 2 幼免対象

教育の方法及び技術 教育方法論（小学校） 2 講義 2 小免対象

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 ICT活用の教育の理論と方法（小学校） 1 講義 2 小免対象

幼児理解の理論及び方法 幼児の理解と援助 1 演習 1・2 幼免対象

生徒指導の理論及び方法 生徒指導（小・中・高・養） 1 講義 2

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 進路指導（小・中・高） 1 講義 2

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法

教育相談の理論と方法 2 講義 1

幼稚園実習指導
1

演習
3

幼稚園実習
4

実習
3

小学校実習指導 1 演習
3

小学校実習 4 実習
3

サービス・ラーニングⅠ（就学前） 1 演習
1

サービス・ラーニングⅡ （就学前） 1
※

演習
2

学校インターンシップ（就学前） 1
※

実習
3

サービス・ラーニングⅠ（小学校） 1 演習
1

サービス・ラーニングⅡ（小学校） 1 演習
2

学校インターンシップ（小学校） 1 実習
3

教職実践演習 2 教職実践演習（幼・小） 2 演習
4

※小学校教諭一種免許状に加えて幼稚園教諭一種免許状を取得しようとする場合、

これらの科目は小免対象の教育実践に関する科目で読み替え可能である

履修
年次

備考

3・4 小免対象

小免対象

幼免対象

小免対象

幼免対象

小免対象

２．教育の基礎的理解に関する科目等（最低修得単位数　幼免21単位　小免2⊁単位）

科目 各科目に含めることが 必要な事項 本学で開設されている科目
単位数 履修

形態

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネ
ジメントを含む。）

単位数

幼
10

小
10

講義
特別活動及び総合的な学習の時間
の指導法（小学校）

2

教
育
実
践
に
関
す
る
科
目

教育実習

幼
≿

小
≿

学校体験活動

道
徳

、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び

生
徒
指
導

、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

幼
4

小
10
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必修 選択

健康 保育内容（健康） 1 講義 1

人間関係 保育内容（人間関係） 1 講義 1

環境 保育内容（環境） 1 講義 1

言葉 保育内容（言葉） 1 講義 1

保育内容（表現） 1 講義 1

ピアノ基礎実技 1 実技 1

ピアノ実技（弾き歌いを含む） 1 実技 2

ピアノ実技（コード伴奏法を含む） 1 実技 3

ピアノ応用実技 1 実技 4

身体表現演習 2 演習 4

総合表現演習 2 演習 4

必修 選択

保育内容総論 1 演習 4

健康領域指導法 1 演習 2･3

人間関係領域指導法 1 演習 2･3

環境領域指導法 1 演習 1・2

言葉領域指導法 1 演習 1・2

表現領域指導法（美術） 1 演習 2･3

表現領域指導法（音楽） 1 演習 2･3

表現領域指導法（身体表現） 1 演習 2･3

表現領域指導法（演劇表現） 1 演習 3

履修形態
履修
年次

本学で開設されている科目

科目区分

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項

表現

領域及び保育内容の指導法に関する科目にお
ける複数の事項を合わせた内容に係る科目

科目区分

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活
用を含む。）

備考

左記から１単位以上
を修得すること

※　教育職員免許法施行規則第二条備考十三号により、小免取得者は、保育内容の指導法の単位のうち３単位までは、各教科の指導法又は特別活動の指導
法の単位をあてることができる（ただし、「初等社会科指導法」「初等理科指導法」「初等家庭科指導法」、「初等外国語指導法」の単位をあてることはできな
い）。

【幼稚園】

３．領域及び保育内容の指導法に関する科目（最低修得単位数　幼免16単位）

（１）領域に関する専門的事項

各科目に含めることが
必要な事項

本学で開設されている科目
単位数

備考履修形態
履修
年次

１単位以上を修得す
ること

（２）保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）

単位数

※
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必修 選択

乳幼児保育・教育論 2 講義 1

障がい児教育及び保護者支援 1 演習 2・3

児童文学 2 講義 2・3

幼児教育演習 1 演習 3・4

多文化教育論（幼・小） 2 講義 3

保育者指導 2 講義 3・4

保育・教育プロジェクト学習Ⅰ 1 演習 1

保育・教育プロジェクト学習Ⅱ 1 演習 2

教育学演習（幼・小） 1 演習 4

「大学が独自に設定する科目」の選択科目、又
は最低取得単位数を超えて履修した「領域及
び保育内容の指導法に関する科目」「教育の
基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学
習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談
等に関する科目」「教育実践に関する科目」に
ついて、併せて14単位以上を修得

４．大学が独自に設定する科目（最低修得単位数　幼免14単位）

履修方法 本学で開設されている科目
単位数

履修形態
履修
年次

備考
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必修 選択

国　語 （書写を含む。） 国語科基礎（書写を含む。） 1 演習 2･3

社会 社会科基礎 1 演習 2･3

算数 算数科基礎 1 演習 2･3

理科 理科基礎 1 演習 1・2

生活 生活科基礎 1 演習 1・2

音楽科基礎 1 演習 1・2

ピアノ基礎実技 1 実技 1

ピアノ実技（弾き歌いを含む） 1 実技 2

ピアノ実技（コード伴奏法を含む） 1 実技 3

ピアノ応用実技 1 実技 4

図画工作 図画工作科基礎 1 演習 2･3

家庭 家庭科基礎 1 演習 2･3

体育 体育科基礎 1 演習 2･3

外国語 英語科基礎 1 演習 2･3

音楽

履修年次 備考

【【小小学学校校】】

３．教科及び教科の指導法に関する科目（最低修得単位数　小免30単位）

（１）教科に関する専門的事項

各科目に含めることが必要な事項 本学で開設されている科目
単位数

履修形態

– 108 –



必修 選択

初等国語科指導法 2 講義 3･4

初等国語科指導法特講（書写） 1 講義 3･4

社会 初等社会科指導法 2 講義 3･4

算数 初等算数科指導法 2 講義 3･4

理科 初等理科指導法 2 講義 3･4

生活 初等生活科指導法 2 講義 2・3

音楽 初等音楽科指導法 2 講義 3･4

図画工作 初等図画工作科指導法 2 演習 3･4

家庭 初等家庭科指導法 2 講義 3･4

体育 初等体育科指導法 2 講義 3･4

外国語 初等外国語科指導法 2 講義 3･4

必修 選択

特別支援学校等インターンシップ（小・中） 1 演習 2

日本語教育概論 2 講義 2･3

多文化教育論（幼・小） 2 講義 3

日本語教育特講（外国籍児童生徒等） 2 講義 3･4

保育・教育プロジェクト学習Ⅰ 1 演習 1

保育・教育プロジェクト学習Ⅱ 1 演習 2

教育学演習（幼・小） 1 演習 4

（２）各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）

各科目に含めることが必要な事項 本学で開設されている科目
単位数

履修形態 履修年次 備考

「大学が独自に設定する科目」の必修・選択科
目、又は最低取得単位数を超えて履修した「教
科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基
礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習
の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等
に関する科目」「教育実践に関する科目」につ
いて、併せて2単位以上を修得

履修年次 備考

国　語
（書写を含む。）

４．大学が独自に設定する科目（最低修得単位数　小免2単位）

履修方法 本学で開設されている科目
単位数

履修形態
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（対象学年：2024年度入学生以降）

〈教職課程の履修方法〉

必修 選択

日本国憲法 2 日本国憲法 2 講義 1･2･3･4

スポーツ講義 2 講義 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅰ（フィットネス） 1 実技 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅱ（生涯スポーツ） 1 実技 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅲ（スポーツ競技） 1 実技 1･2･3･4

総合英語Ⅰa １ 演習 1

総合英語Ⅰb １ 演習 1

中国語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

中国語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

韓国語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

韓国語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

スペイン語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

スペイン語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

フランス語Ⅰa １ 演習 1･2･3･4

フランス語Ⅰb １ 演習 1･2･3･4

数理、データ活用及び人工知能に
関する科目又は情報機器の操作

2 情報リテラシー 2 演習 1･2･3･4

単位数

Ⅲ．教育実習に参加し、所定の単位を修得するためには、本学が定める「教育実習参加条件」の基準を所定の期限までに満たすことが必要です。

1．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目（最低修得単位数　8単位）

2．教育の基礎的理解に関する科目等（最低修得単位数　中免2⊁単位　高免23単位）

3．教科及び教科の指導法に関する科目（最低修得単位数　中免28単位　高免24単位）

4．大学が独自に設定する科目（最低修得単位数　中免4単位　高免12単位）

中学校・高等学校教諭一種免許状課程

外国語コミュニケーション

2

2

実技Ⅰ～Ⅲから１単位以
上を修得すること

左科目から２単位以上を
修得すること

体育

Ⅱ．中学校教諭普通免許状の取得にあたっては、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」に基づき、介
護等体験の修了（本学においては「特別支援学校インターンシップ」の履修や必要とされる事前・事後指導への参加）が求められます。

Ⅰ．中学校・高等学校教諭一種免許状の取得にあたっては、教育職員免許法施行規則に定める下記の科目領域の最低修得単位数以上を修得し、且つ必修
科目の単位を修得することが求められます。

１．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目（最低修得単位数　８単位）

履修
形態

履修年次 備考単位数施行規則に定める科目区分等 本学で開設されている科目
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必修 選択

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思
想

教育基礎論（中・高・養） 2 講義 1

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チー
ム学校運営への対応を含む。）

教職概論（中・高・養） 2 講義 1

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応
を含む。）

教育経営論（中・高・養） 2 講義 2

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の
過程

教育心理学（中・高・養） 2 講義 1

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒
に対する理解

特別支援教育概論（中・高・養） 1 講義 2

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

教育課程論（中・高・養） 2 講義 2

道徳の理論及び指導法 道徳教育の指導法（中学校） 1 講義 3 中免のみ必修

総合的な学習の時間の指導法
／総合的な探究の時間の指導法

特別活動の指導法

教育の方法及び技術 教育方法論（中・高・養） 2 講義 2

情報通信技術を活用した教育の理論及び方
法

ICT活用の教育の理論と方法（中・
高）

1 講義 2

生徒指導の理論及び方法 生徒指導（小・中・高・養） 1

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 進路指導（小・中・高） 1

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知
識を含む。）の理論及び方法

教育相談の理論と方法（中・高） 2 講義 1

中等教育実習事前・事後指導 1 演習 3･4

中学校実習 4 実習 3･4

高等学校実習 2 実習 3･4

学校体験活動

教職実践演習 2 教職実践演習（中・高） 2 演習 4

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

中
10

高
10

講義

科目

２．教育の基礎的理解に関する科目等（最低修得単位数　中免2⊁単位　高免23単位）

本学で開設されている科目
単位数 履修

形態
履修
年次

備考各科目に含めることが必要な事項 単位数

教
育
実
践
に
関
す
る
科
目

特別活動及び総合的な学習の時間
の指導法（中・高・養）

教育実習

中
10

高
8

中
≿

高
3

道
徳

、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び

生
徒
指
導

、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

2 3講義

2
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必修 選択

英語学概論 2 講義 1

英文法１ 1 演習 1･2

英文法２ 1 演習 2･3

英語音声学 2 講義 2

英語の構造（統語） 2 講義 2

英語文学概論 2 講義 3

英語文学講読 1 演習 3

英語Speaking１ 1 演習 1

英語Speaking２ 1 演習 1

英語Speaking３ 1 演習 2・3

英語Speaking４ 1 演習 2・3

英語Reading１ 1 演習 1

英語Reading２ 1 演習 1

英語Reading３ 1 演習 2・3

英語Reading４ 1 演習 2・3

英語Writing１ 1 演習 1

英語Writing２ 1 演習 1

英語Writing３ 1 演習 2・3

英語Writing４ 1 演習 2・3

英語Listening１ 1 演習 1

英語Listening２ 1 演習 1

英語Listening３ 1 演習 2・3

英語Listening４ 1 演習 2・3

ビジネス英語１ 1 演習 3・4

ビジネス英語２ 1 演習 3・4

時事英語１ 1 演習 2

時事英語２ 1 演習 2

比較文化論（異文化理解） 2 講義 2

文化とコミュニケーション 2 講義 1

欧米の国際関係 2 講義 2

中等英語科指導法Ⅰ 2 講義 2･3

中等英語科指導法Ⅱ 2 講義 2･3

中等英語科指導法Ⅲ 2 講義 3･4

中等英語科指導法Ⅳ 2 講義 3･4

必修 選択

特別支援学校等インターンシップ（小・中） 1 実習 2 中免必修

道徳教育の指導法（中学校） 1 講義 3 高免対象

教職サービス・ラーニングⅠ（中・高・養） 2 演習 2･3

教職サービス・ラーニングⅡ（中・高） 2 演習 3･4

日本語教育特講（外国籍児童生徒等） 2 講義 3

多文化教育論（中・高） 2 講義 3

教育学演習（中・高・養） 1 演習 4

【【英英語語科科】】

３．教科及び教科の指導法に関する科目（最低修得単位数　中免28単位　高免24単位）

科目区分 各科目に含めることが必要な事項 単位数 本学で開設されている科目
単位数 履修

形態
履修
年次

備考

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

英語学

中
28

高
24

英語文学

英語コミュニケーション

異文化理解

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含
む。）

（中学校教諭免許）
「大学が独自に設定する科目」の必修・選択科目、又
は最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の
指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する
科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び
生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に
関する科目」について、併せて4単位以上を修得
（高等学校教諭免許）
同上について、併せて12単位以上を修得

中
4

高
12

４．大学が独自に設定する科目（最低修得単位数　中免4単位　高免12単位）

履修方法等 単位数 本学で開設されている科目
単位数 履修

形態
履修
年次

備考
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（対象学年：2024年度入学生以降）

〈教職課程の履修方法〉

必修 選択

日本国憲法 2 日本国憲法 2 講義 1･2･3･4 ★

スポーツ講義 2 講義 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅰ（フィットネス） 1 実技 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅱ（生涯スポーツ） 1 実技 1･2･3･4

スポーツ実技Ⅲ（スポーツ競技） 1 実技 1･2･3･4

総合英語Ⅰa 1 演習 1

総合英語Ⅰb 1 演習 1

数理、データ活用及び人工知能に関す
る科目　または　情報機器の操作

2 情報リテラシー 2 演習 1･2･3･4 ★

養養護護教教諭諭一一種種免免許許状状課課程程

4．大学が独自に設定する科目（最低修得単位数　⊁単位）

１．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目（最低修得単位数　８単位）

施行規則に定める科目区分等 単位数 本学で開設されている科目
単位数 履修

形態
履修年次 備考

3．養護に関する科目（最低修得単位数　28単位）

Ⅰ．養護教諭一種免許状の取得にあたっては、教育職員免許法施行規則に定める下記の科目領域の最低修得単位数以上を修得し、且つ必修科目の単
位を修得することが求められます。

Ⅱ．養護実習を履修するためには、本学が定める「養護実習を履修するための条件」を満たすことが必要です。

1．教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目（最低修得単位数　８単位）
2．教育の基礎的理解に関する科目等（最低修得単位数　21単位）

体育 2
★左記から２単位以
上を修得すること

外国語コミュニケーション 2
★左記から２単位以
上を修得すること
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必修 選択

教育の理念並びに教育に関する歴史及
び思想

教育基礎論（中・高・養） 2 講義 1 ★

教職の意義及び教員の役割・職務内容
（チーム学校運営への対応を含む。）

教職概論（中・高・養） 2 講義 1 ★

教育に関する社会的、制度的又は経営
的事項（学校と地域との連携及び学校
安全への対応を含む。）

教育経営論（中・高・養） 2 講義 2

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び
学習の過程

教育心理学（中・高・養） 2 講義 1 ★

特別の支援を必要とする幼児、児童及び
生徒に対する理解

特別支援教育概論
（中・高・養）

1 講義 2

教育課程の意義及び編成の方法（カリ
キュラム・マネジメントを含む。）

教育課程論（中・高・養） 2 講義 2

道徳教育の指導法（中学校） 1 講義 3

特別活動及び総合的な学習の時間
の指導法（中・高・養）

2 講義 3

教育の方法及び技術（情報機器及び教
材の活用を含む。）

教育方法論（中・高・養） 2 講義 2

生徒指導の理論及び方法 生徒指導（小・中・高・養） 1 講義 2

教育相談（カウンセリングに関する基礎
的な知識を含む。）の理論及び方法

教育相談の理論と方法（養護） 2 講義 1 ★

養護実習事前・事後指導 1 演習 3･4

養護実習 4 実習 4

教職実践演習 2 教職実践演習（養護） 2 演習 4

6

養護教諭一種免許状課程履修学生選考試験を受けようとする者は、1年次に★の科目を履修しなければならない。

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

8

教
育
実
践
に
関
す
る

科
目

養護実習

２．教育の基礎的理解に関する科目等（最低修得単位数　21単位）

科目
各科目に含めることが

必要な事項
単位数 本学で開設されている科目

単位数 履修
形態

履修
年次

備考

≿

道
徳

、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
内
容
及
び

生
徒
指
導

、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳、総合的な学習の時間及び総合的
な探究の時間並びに特別活動に関する
内容
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必修 選択

公衆衛生学 2 講義 2

保健福祉行政学Ⅰ 2 講義 3

学校保健 2 学校保健論 2 講義 4

養護概説 2 養護概説 2 講義 2

健康相談活動の理論・健康相談活動の方法 2 健康相談活動理論 2 講義 2

栄養学（食品学を含む。） 2 臨床栄養学 2 講義 1

解剖学・生理学 2 解剖生理学Ⅰ 2 講義 1

病原微生物学 2 講義 1

薬理学概論 1 講義 1

精神保健 2 精神保健論 2 講義 2

基礎看護技術論Ⅰ 1 演習 1

ヘルスアセスメント論 1 演習 2

小児看護学Ⅰ 1 講義 2

小児看護学Ⅱ 2 講義 2

小児看護学実習 2 実習 3･4

精神看護学 2 講義 3

救急法 1 講義 1・2

必修 選択

教職サービス・ラーニングⅠ（中・高・養） 2 演習 2・３

教職サービス・ラーニングⅡ（養護） 2 演習 3

教育学演習（中・高・養） 1 演習 4

備考

３．養護に関する科目（最低修得単位数　28単位）

科目
区分

各科目に含めることが必要な事項 単位数 本学で開設されている科目
単位数 履修

形態
履修
年次

備考

「大学が独自に設定する科目」の必修・選択科目、又は最低
取得単位数を超えて履修した「養護に関する科目」「教育の
基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等
の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実
践に関する科目」について、併せて⊁単位以上を修得

⊁

 
養
護
に
関
す
る
科
目

衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。） 4

「微生物学、免疫学、薬理概論」 2

看護学（臨床実習及び救急処置を含む。） 10

４．大学が独自に設定する科目（最低修得単位数　⊁単位）
※時間割の都合上⊁単位の取得はできないが、「教育の基礎的理解に関する科目」を最低修得単位数取得すればよい。

履修方法等 単位数 本学で開設されている科目
単位数 履修

形態
履修
年次
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１年 ２年 ３年 ４年

山梨の観光 2 4 〇

観光実務 2 単位以上 〇

山梨観光演習 1 〇

地域実践入門I 1 〇

地域実践入門II 1 〇

地域実践演習I 1 ○

地域実践演習II 1 ○

海外インターンシップ 1 ○

S⊿⋀⊯⋄ ⊋b⊽⊺a⊯ ⊚⊽⊺⊲⊽a⊸⊾ 2 ○ ○

地域理解演習I 2 ○

地域理解演習II 2 ○

英語
国際政策学部専門科目
外国語・英語区分の科目（対象31
科目33単位）

33
英語選択者
8単位以上

必要単位取得のほか、英語検定2
級以上もしくはTOEIC730点以上
の取得が必要。

中国語

国際政策学部専門科目
外国語・中国語区分の科目及び全
学共通科目外国語区分の科目（但
し、中国語Ia,Ⅰbに限る）（対象19
科目22単位）

22
中国語選択者
16単位以上

必要単位取得のほか、中国語検定
2級以上もしくはHSK5級（180
点）相当以上の取得が必要。

日本語
全学共通科目・基礎科目
外国語・留学生対象区分の科目のう
ち日本語科目 (注4)

2
日本語選択者
12単位以上

必要単位取得のほか、日本語能力
試験2級以上の取得が必要。

全体で20単位

以上取得(注３)

　国際政策学部では（注1）、山梨県地域通訳案内士副専攻課程を設けています。科目及び単位については以下の通りです。

山梨県地域通訳案内士副専攻課程

講義

演習

語学
（注2）

１．語学の単位は、選択した１言
語以外の単位は認められませ
ん。
２．対象科目及び配当年次につ
いては教育課程表を参照してく
ださい。

合　　計 5 68

5
単位以上

学年配当

　すべての領域で取得した単位の合計が必要単位（20単位以上）を満たしている者には、「山梨県地域通訳案内士副専攻課程修了証」を授与します。
　当該修了証取得者は、山梨県地域通訳案内士試験の受験資格を得ることができます。

領域 科　　目
必修
科目

選択
科目

最低必修単位

　注1：2学科4コースいずれの学生も履修することが可能です。

　注2：語学は3言語のうちいずれか1言語を必ず選択し、その言語のみで単位を取得し、かつ、備考欄に掲げた要件を満たす必要があります。

　注3：必要単位の総計は20単位以上です。各領域の必要最低単位のみでは20単位にならない場合がありますので、注意してください。

　注４：山梨大学が開設している中国語と日本語科目（連携開設科目に限る）を含む。

備考
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必修 選択 １年 ２年 ３年 ４年

シティズンシップ概論 1 ◯ 全学共通科目

グローバル化論 2 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

文化人類学 2 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

観光学入門 2 ◯

共生社会を創る～教育の場から～ 1 ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

行政法Ⅰ 2 ◯

文化とコミュニケーション 2 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

比較文化論（異文化理解） 2 ◯

社会言語学 2 ◯

多様性と異文化 2 ◯

多文化教育論（中・高） 2 ◯

教育心理学（中・高・養） 2 ◯ 教職課程科目

人間と心 2 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

日本語第二言語習得概論 2 ◯

日本語教育特講（外国籍児童生徒等） 2 ◯

日本語教育概論 2 ◯

日本語教育方法論 2 ◯

日本語教材研究 2 ◯

日本語教育評価法 2 ◯

日本語教育実習 1 ◯

データサイエンス基礎Ⅰ 1 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

情報学概論 2 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

ICT活用の教育の理論と方法（中・高） 1 ◯ 教職課程科目

社会調査法 2 ◯

日本語の構造 2 ◯

言語学概論 2 ◯

教育相談の理論と方法（中・高） 2 ◯ 教職課程科目

グローバルマインドとスキル 2 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

アイデア共創実践 1 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

通訳入門実践 1 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

実用中国語 1 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

韓国語Ⅰa 1 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

スペイン語Ⅰa 1 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

フランス語Ⅰa 1 ◯ ◯ ◯ ◯ 全学共通科目

⊝⊿⋀⊯⋄≪⊋⊭⊽⊺a⊯≪⊚⊽⊺⊲⊽a⊸⊾ 2 ◯ ◯

言語（５単位以上）

注：国際政策学部に所属する学生は履修することが可能です。
　　「日本語教育実習」の受講にあたっては、事前に「日本語教育概論」「日本語教育方法論」「日本語教材研究」の3科目の単位を修得すること。
　　　必要単位の総計は26単位以上です。各区分の必要最低単位のみでは26単位になりませんので、注意してください。

言語と社会（4単位以上）

言語と心理（4単位以上）

言語と教育（10単位以上）

日本語教員養成課程

社会・文化・地域（2単位以上）

国際政策学部では日本語教員養成課程を設けています。科目及び単位については以下の通りです。
大学の卒業要件を満たし、かつすべての区分で取得した単位の合計が必要単位（26単位以上）を満たしている者には、「日本語教員養成課程修了証」を授
与します。

区分 科目
単位数 配当年次

科目の分野
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保保健健師師課課程程

科目区分 授業科目 単位数

実践支持科目 保健福祉行政学Ⅰ ≼

実践応用科目 公衆衛生看護学概論Ⅰ 1

公衆衛生看護学概論Ⅱ 1

保健統計学 ≼

疫学 ≼

保健福祉行政学Ⅱ ≼

地域保健活動論ⅠA 3

地域保健活動論ⅠB 3

地域保健活動論Ⅱ ≼

地域看護管理学 ≼

学校保健論 ≼

地域保健活動論Ⅲ 3

公衆衛生看護学実習Ⅰ ≼

公衆衛生看護学実習Ⅱ 3

産業保健論 1

保健師免許取得により養護教諭二種免許状を取得する場合は、「日本国憲法」、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目　または　情報機器の操作」に
該当する科目を各２単位修得、「体育」、「外国語コミュニケーション」に該当する科目を各２単位以上修得する必要がある。

保健師国家試験受験資格取得のための科目（31単位）

保健師課程科目

– 118 –



科目区分 科目群 科目名 単位数 配当年次 時間数 修了要件

全学共通科目 シティズンシップ概論 1 １後 15

全学共通科目 データサイエンス基礎Ⅰ 1 １後 15

全学共通科目 データサイエンス基礎Ⅱ 1 １後 15

全学共通科目 チームビルディングスキル 1 1前 15

全学共通科目 多分野連携イノベーション 1 1前 15

全学共通科目 データマイニングとエスノグラフィー 1 2前 15

全学共通科目 ヒューマンサービスイノベーション 1 2前 15

専門科目 デジタル技術活用リサーチ 1 1前 15

専門科目 ヒューマンサービスの価値創出 1 1後 15

専門科目 フィールドリサーチ 1 2前 15

専門科目 ヒューマンサービスの現場変革 1 2後 15

全学共通科目 VUCA時代のキャリアレジリエンス 2 １～４ ⊀0

全学共通科目 アントレプレナーシップとスキル 2 １～４ ⊀0

全学共通科目 アイデア共創実践 1 １～４ 30

全学共通科目 ビジネス共創実践 2 １～４ ⊀0

全学共通科目 地域チャレンジ1 1 １～４ 30

全学共通科目 地域チャレンジ２ 1 １～４ 30

全学共通科目 フューチャーサーチ※ 2 １～４ ⊀0

専門科目 福祉コミュニティ卒業研究Ⅰ 2 3 ⊀0

専門科目 福祉コミュニティ卒業研究Ⅱ 4 4 ⊀0

専門科目 人間形成卒業研究Ⅰ 2 3 ⊀0

専門科目 人間形成卒業研究Ⅱ 4 4 ⊀0

専門科目 看護研究セミナーⅠ 2 3 ⊀0

専門科目 看護研究セミナーⅡ 2 4 ⊀0

ヒヒュューーママンンササーービビススイイノノベベーーシショョンンココーースス（（HHSSIICC））

取得単位数：1⊂単位

※専門分野の実習科目がある場合は「フューチャーサーチ（2単位）」に読替可

(1)ヒューマンサービスイノベーションコースとは
　「ヒューマンサービスイノベーションコース」は、看護学部と人間福祉学部の連携開設される教育プログラムです。人と暮らしを取り巻く対人専門職である〈福
祉・介護〉〈保育・教育〉〈看護・医療〉において、DX（デジタルトランスフォーメーション）の活用と他分野との連携・協働によって現場の課題解決と変革をリー
ドし、子どもから高齢者まで住民一人ひとりのより良い健康と幸福（well being）にアプローチする人材を育成するコースです。

(2)ヒューマンサービスイノベーションコースの教育課程と学部専門資格の取得
　本コースのカリキュラムは、学部必修科目を含む「現場変革基礎科目」「現場変革展開科目」「社会・キャリア形成科目」「研究科目」の４つの科目群から構
成されています。コース履修者として修了要件を満たし教育目標を達成するには、「表⊁　ヒューマンサービスイノベーションコースの教育課程」に示されている
指定された科目を履修する必要があります。

現場変革基礎科目

現場変革展開科目

社会・キャリア形成科目

研究科目

⊁単位必修

表⊁　ヒューマンサービスイノベーションコースの教育課程

4単位必修

3単位以上選択

4単位以上
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項
中
「
４
年
」
と
あ
る
の
は
「
５
年
」
と
す
る
。≪

第
４
条
の
２
≪博
士
後
期
課
程
の
修
業
年
限
は
、３
年
と
す
る
。た
だ
し
、第
２
８
条
の
２
第
１
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、こ
の
限
り
で
は
な
い
。≪

２
≪博
士
後
期
課
程
の
在
学
期
間
は
、６
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。た
だ
し
、第
１
４
条
に
規
定
す
る
休
学
期

間
は
、こ
れ
に
算
入
し
な
い
。≪

（
学
年
及
び
学
期
）
≪

第
５
条
≪学
年
は
４
月
１
日
に
始
ま
り
、翌
年
の
３
月
３
１
日
に
終
わ
る
。≪

２
≪学
年
は
、次
の
２
期
に
分
け
る
。≪

前
期
≪４
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
≪

後
期
≪１
０
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
≪

３
≪前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、前
期
及
び
後
期
の
授
業
日
数
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、教
育
研
究

審
議
会
の
議
を
経
て
前
期
の
終
期
及
び
後
期
の
始
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

（
休
業
日
）
≪

第
６
条
≪休
業
日
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。≪

≲１
≳≪
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７
８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
≪

≲２
≳≪
日
曜
日
及
び
土
曜
日
≪

≲３
≳≪
大
学
創
立
記
念
日
≪５
月
２
４
日
≪

≲４
≳≪
夏
季
休
業
日
、冬
季
休
業
日
、春
季
休
業
日
に
つ
い
て
は
、別
に
定
め
る
。≪

２
≪特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、臨
時
に
休
業
日
を
設
け
、又
は
休
業
日
に
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
≪

≪ ≪ ≪

山
梨
県
立
大
学
大
学
院
学
則
≪

（
平
成
２
２
年
４
月
１
日
制
定
≪大
学
第
１
０
０
２
号
）
≪

目
次
≪

≪第
１
章
≪総
則
（
第
１
条
－
第
３
条
）
≪

≪第
２
章
≪修
業
年
限
等
、学
年
及
び
学
期
並
び
に
休
業
日
（
第
４
条
－
第
６
条
）
≪

≪第
３
章
≪入
学
、休
学
、復
学
、留
学
、転
学
、退
学
及
び
除
籍
（
第
７
条
－
第
１
９
条
）
≪

≪第
４
章
≪教
育
方
法
等
（
第
２
０
条
－
第
２
７
条
）
≪

≪第
５
章
≪課
程
の
修
了
（
第
２
８
条
）
≪

≪第
６
章
≪賞
罰
（
第
２
９
条
・第
３
０
条
）
≪

≪第
７
章
≪科
目
等
履
修
生
、特
別
聴
講
学
生
及
び
研
究
生
（
第
３
１
条
－
第
３
３
条
）
≪

≪第
８
章
≪授
業
料
、入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
（
第
３
４
条
）
≪

≪第
９
章
≪雑
則
（
第
３
５
条
）
≪

≪附
則
≪

≪ ≪
第
１
章

 総
則
≪

≪
（
目
的
）
≪

第
１
条
≪山
梨
県
立
大
学
大
学
院
（
以
下
「
本
学
大
学
院
」
と
い
う
。）
は
、学
術
の
理
論
及
び
応
用
を
教
授
研
究

し
、そ
の
深
奥
を
究
め
、学
術
研
究
を
創
造
的
に
推
進
す
る
優
れ
た
研
究
者
並
び
に
高
度
で
専
門
的
な
知
識
と

能
力
を
有
す
る
職
業
人
を
育
成
し
、豊
か
で
活
力
あ
る
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
≪

（
課
程
）
≪

第
２
条
≪本
学
大
学
院
に
修
士
課
程
及
び
博
士
課
程
を
置
く
。≪

２
≪博
士
課
程
は
、こ
れ
を
前
期
２
年
の
課
程
（
以
下
「
博
士
前
期
課
程
」
）
と
い
う
。）
及
び
後
期
３
年
の
課
程

（
以
下
「
博
士
後
期
課
程
」
と
い
う
。）
に
区
分
し
、博
士
前
期
課
程
は
、こ
れ
を
修
士
課
程
と
し
て
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。≪

３
≪修
士
課
程
及
び
博
士
前
期
課
程
並
び
に
博
士
後
期
課
程
に
お
け
る
目
的
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
≪

≲１
≳≪
修
士
課
程
及
び
博
士
前
期
課
程
≪

広
い
視
野
に
立
っ
て
精
深
な
学
識
を
授
け
、専
攻
分
野
に
お
け
る
研
究
能
力
又
は
こ
れ
に
加
え
て
高

度
の
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
職
業
を
担
う
た
め
の
卓
越
し
た
能
力
を
培
う
。≪

≲２
≳≪
博
士
後
期
課
程
≪

専
攻
分
野
に
つ
い
て
、研
究
者
と
し
て
自
立
し
て
研
究
活
動
を
行
い
、又
は
そ
の
他
の
高
度
に
専
門
的

な
業
務
に
従
事
す
る
に
必
要
な
高
度
の
研
究
能
力
及
び
そ
の
基
礎
と
な
る
豊
か
な
学
識
を
養
う
。≪

（
研
究
科
等
）
≪

第
３
条
≪本
学
大
学
院
に
次
の
研
究
科
及
び
専
攻
を
置
く
。≪

≲１
≳≪
人
間
福
祉
学
研
究
科
≪人
間
福
祉
学
専
攻
≪

≲２
≳≪
看
護
学
研
究
科
≪看
護
学
専
攻
≪

２
≪研
究
科
に
お
け
る
教
育
研
究
上
の
目
的
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
≪

≲１
≳≪
人
間
福
祉
学
研
究
科
≪

子
ど
も
家
庭
福
祉
を
中
心
に
子
ど
も
学
、教
育
学
、社
会
福
祉
学
の
理
論
及
び
応
用
を
教
授
研
究
し
、

人
間
福
祉
学
の
研
究
的
視
点
を
持
つ
実
践
者
、臨
床
的
視
点
を
持
つ
研
究
者
等
の
高
度
な
専
門
職
人

材
を
育
成
す
る
。≪

≲２
≳≪
看
護
学
研
究
科
≪

看
護
学
の
理
論
及
び
応
用
を
教
授
研
究
し
、看
護
学
の
進
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、高
度
専
門
職

業
人
、看
護
学
教
育
者
及
び
看
護
学
研
究
者
等
の
人
材
を
育
成
す
る
。≪

≪ ≪ ≪ ≪ ≪
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≲８
≳≪
本
学
大
学
院
に
お
い
て
、個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
有
す
る

者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者
で
２
４
歳
に
達
し
た
も
の
≪

（
入
学
志
願
の
手
続
）
≪

第
９
条
≪入
学
志
願
者
は
、所
定
の
手
続
に
よ
り
、願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。≪

２
≪入
学
を
志
願
す
る
た
め
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。
≪

（
入
学
者
の
選
考
）
≪

第
１
０
条
≪入
学
志
願
者
に
つ
い
て
は
、選
考
の
上
、研
究
科
に
置
か
れ
る
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
、学
長
が

合
格
者
を
決
定
す
る
。≪

２
≪入
学
者
の
選
考
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

（
入
学
の
許
可
）
≪

第
１
１
条
≪入
学
の
許
可
は
、学
長
が
行
う
。≪

２
≪入
学
の
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

（
再
入
学
及
び
転
入
学
）
≪

第
１
２
条
≪学
長
は
、再
入
学
又
は
転
入
学
を
志
願
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、選
考
の
上
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を

経
て
相
当
と
認
め
る
年
次
に
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、再
入
学
及
び
転
入
学
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。
≪

（
休
学
）
≪

第
１
３
条
≪病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、引
き
続
き
２
月
以
上
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、学

長
の
許
可
を
得
て
、休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪学
長
は
、疾
病
の
た
め
修
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。≪

（
休
学
期
間
）
≪

第
１
４
条
≪休
学
期
間
は
、１
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。た
だ
し
、学
長
は
、特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、１
年
を
限
度
と
し
て
、休
学
期
間
の
延
長
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪休
学
期
間
は
、修
士
課
程
及
び
博
士
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
通
算
し
て
２
年
、博
士
後
期
課
程
に
あ
っ
て
は
通

算
し
て
３
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。≪

（
復
学
）
≪

第
１
５
条
≪休
学
期
間
が
満
了
し
、又
は
休
学
期
間
中
に
休
学
の
理
由
が
消
滅
し
た
者
は
、学
長
の
許
可
を
受
け

て
、復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

（
留
学
）
≪

第
１
６
条
≪外
国
の
学
校
（
大
学
院
に
相
当
す
る
学
校
に
限
る
。第
２
５
条
及
び
第
２
６
条
に
お
い
て
同
じ
。）
で
学
修

す
る
こ
と
を
志
願
す
る
者
は
、学
長
の
許
可
を
受
け
て
、留
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪前
項
の
許
可
を
受
け
て
留
学
し
た
期
間
は
、第
４
条
第
１
項
及
び
第
４
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
に
算

入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

（
転
学
）
≪

第
１
７
条
≪他
の
大
学
院
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。≪

（
退
学
）
≪

第
１
８
条
≪退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。≪

（
除
籍
）
≪

第
１
９
条
≪次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、学
長
に
よ
り
除
籍
さ
れ
る
。≪

≲１
≳≪
第
４
条
第
４
項
及
び
第
４
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
在
学
期
間
を
超
え
た
者
≪

≲２
≳≪
第
１
４
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
休
学
期
間
を
超
え
た
者
≪

≲３
≳≪
正
当
な
理
由
が
な
く
授
業
料
を
滞
納
し
、か
つ
、督
促
を
受
け
た
後
引
き
続
き
納
付
す
べ
き
授
業
料
を
納

付
し
な
い
者
≪

≲４
≳≪
死
亡
し
た
者
≪

≪ ≪ ≪ ≪ ≪

第
３
章
≪入
学
、休
学
、復
学
、留
学
、転
学
、退
学
及
び
除
籍
≪

≪ （
入
学
の
時
期
）
≪

第
７
条
≪入
学
の
時
期
は
、学
年
の
始
め
と
す
る
。た
だ
し
、学
長
は
、特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、後
期
の
始

め
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

（
入
学
資
格
）
≪

第
８
条
≪本
学
大
学
院
修
士
課
程
及
び
博
士
前
期
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。≪

≲１
≳≪
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
。以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
８
３
条
第
１
項
に
定
め
る
大
学

（
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
を
卒
業
し
た
者
≪

≲２
≳≪
法
第
１
０
４
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
≪

≲３
≳≪
外
国
に
お
い
て
、学
校
教
育
に
お
け
る
１
６
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
≪

≲４
≳≪
外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該

外
国
の
学
校
教
育
に
お
け
る
１
６
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
≪

≲５
≳≪
我
が
国
に
お
い
て
、外
国
の
大
学
の
課
程
（
そ
の
修
了
者
が
当
該
外
国
の
学
校
教
育
に
お
け
る
１
６
年
の

課
程
を
修
了
し
た
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い

て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
課
程
を
修

了
し
た
者
≪

≲６
≳≪
外
国
の
大
学
そ
の
他
の
外
国
の
学
校
（
そ
の
教
育
研
究
活
動
等
の
総
合
的
な
状
況
に
つ
い
て
、当
該
外

国
の
政
府
又
は
関
係
機
関
の
認
証
を
受
け
た
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
た
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
お
い
て
、修
業
年
限
が
３
年
以
上
で
あ
る
課

程
を
修
了
す
る
こ
と
（
当
該
外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て

履
修
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
及
び
当
該
外
国
の
学
校
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら

れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
前
号
の
指
定
を
受
け
た
も
の
に
お
い
て
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
を
含
む
。）
に
よ

り
、学
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
≪

≲７
≳≪
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
４
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基

準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。）
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
日

以
後
に
修
了
し
た
者
≪

≲８
≳≪
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
≪

≲９
≳≪
法
第
１
０
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
に
入
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、本
学
大
学
院
に
お
い
て
、大
学

院
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
≪

≲≻
≺
≳≪
本
学
大
学
院
に
お
い
て
、個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
た
者
で
２
２
歳
に
達
し
た
も
の
≪

第
８
条
の
２
≪本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。≪

≲１
≳≪
修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
を
有
す
る
者
≪

≲２
≳≪
外
国
に
お
い
て
、修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
≪

≲３
≳≪
外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
し
、修
士
の
学
位
又
は

専
門
職
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
≪

≲４
≳≪
我
が
国
に
お
い
て
、外
国
の
大
学
院
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お

い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
課
程
を

修
了
し
、修
士
の
学
位
又
は
専
門
職
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
≪

≲５
≳≪
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
特
別
措
置
法

（
昭
和
≿
≻
年
法
律
第
⊁
≼
号
）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
≻
⊃
⊁
≼
年
≻
≼
月
≻
≻
日
の
国
際
連
合
総
会
決

議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学
（
以
下
「
国
際
連
合
大
学
」
と
い
う
。）
の
課
程
を
修
了
し
、修

士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
≪

≲６
≳≪
外
国
の
学
校
、第
４
号
の
指
定
を
受
け
た
教
育
施
設
又
は
国
際
連
合
大
学
の
教
育
課
程
を
履
修
し
、大

学
院
設
置
基
準
第
１
６
条
の
２
に
規
定
す
る
試
験
及
び
審
査
に
相
当
す
る
も
の
に
合
格
し
、修
士
の
学
位

を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
≪

≲７
≳≪
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
≪
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な
す
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
し
、こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、修
士
課
程
に
少
な
く
と
も
１
年
以
上
在
学
す
る
も
の
と
す

る
。≪

３
≪修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
修
士
（
人
間
福
祉
学
）
、博
士
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は

修
士
（
看
護
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
。≪

４
≪修
士
の
学
位
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

第
２
８
条
の
２
≪博
士
後
期
課
程
の
修
了
要
件
は
、本
学
大
学
院
に
３
年
以
上
在
学
し
、山
梨
県
立
大
学
大
学
院

看
護
学
研
究
科
履
修
規
程
別
表
３
に
定
め
る
単
位
数
を
修
得
し
、か
つ
、必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、本

学
大
学
院
の
行
う
博
士
論
文
に
つ
い
て
の
研
究
の
成
果
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。た
だ
し
、

在
学
期
間
に
関
し
て
は
、特
に
優
れ
た
研
究
業
績
を
上
げ
た
者
に
つ
い
て
は
、本
学
大
学
院
に
２
年
以
上
在
学

す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
す
る
。≪

２
≪博
士
後
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、博
士
≲看
護
学
≳の
学
位
を
授
与
す
る
。≪

３
≪博
士
の
学
位
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

≪
第
６
章
≪賞
罰
≪

≪ （
表
彰
）
≪

第
２
９
条
≪学
長
は
、学
業
及
び
操
行
が
優
秀
で
他
の
模
範
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
学
生
を
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き

る
。≪

２
≪学
生
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

（
懲
戒
）
≪

第
３
０
条
≪学
長
は
、教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、学
生
に
対
し
、戒
告
、停
学
又
は
退
学
の
処
分
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪前
項
の
停
学
の
処
分
に
係
る
停
学
の
期
間
は
、第
２
８
条
第
１
項
及
び
第
２
８
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
期

間
に
算
入
し
な
い
。≪

３
≪第
１
項
の
退
学
処
分
は
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
≪

≲１
≳≪
学
業
成
績
が
不
良
で
卒
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
≪

≲２
≳≪
正
当
な
理
由
が
な
く
出
席
が
正
常
で
な
い
者
≪

≲３
≳≪
本
学
大
学
院
の
秩
序
を
乱
し
、そ
の
他
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者
≪

４
≪学
生
に
対
す
る
懲
戒
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

≪
第
７
章
≪科
目
等
履
修
生
、特
別
聴
講
学
生
及
び
研
究
生
≪

（
科
目
等
履
修
生
）
≪

第
３
１
条
≪学
長
は
、本
学
大
学
院
の
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
の
履
修
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、選
考
の

上
、科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪学
長
は
、科
目
等
履
修
生
に
対
し
、単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

３
≪科
目
等
履
修
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

（
特
別
聴
講
学
生
）
≪

第
３
２
条
≪学
長
は
、他
の
大
学
院
と
の
間
で
大
学
間
相
互
単
位
互
換
協
定
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、当
該

他
の
大
学
院
の
学
生
で
本
学
大
学
院
の
一
又
は
複
数
の
授
業
科
目
の
履
修
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、

特
別
聴
講
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪学
長
は
、特
別
聴
講
学
生
に
対
し
、単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

３
≪特
別
聴
講
学
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

（
研
究
生
）
≪

第
３
３
条
≪学
長
は
、本
学
大
学
院
の
所
定
の
授
業
科
目
に
関
連
し
た
学
術
の
研
究
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き

は
、選
考
の
上
、研
究
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪研
究
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

≪ ≪ ≪ ≪

第
４
章
≪教
育
方
法
等
≪

≪ （
授
業
及
び
研
究
指
導
）
≪

第
２
０
条
≪本
学
大
学
院
の
教
育
は
、授
業
科
目
の
教
授
及
び
研
究
指
導
に
よ
っ
て
行
う
。≪

（
授
業
科
目
）
≪

第
２
１
条
≪授
業
科
目
及
び
単
位
数
並
び
に
授
業
科
目
の
履
修
方
法
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

（
１
年
間
の
授
業
期
間
）
≪

第
２
２
条
≪１
年
間
の
授
業
を
行
う
期
間
は
３
５
週
と
す
る
。≪

（
授
業
の
方
法
、単
位
の
計
算
方
法
等
に
係
る
山
梨
県
立
大
学
学
則
の
準
用
）
≪

第
２
３
条
≪本
学
大
学
院
の
授
業
の
方
法
、単
位
の
計
算
方
法
、単
位
の
授
与
及
び
成
績
の
評
価
等
に
つ
い
て
は
、

山
梨
県
立
大
学
学
則
の
相
当
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。≪

（
他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
）
≪

第
２
４
条
≪学
長
は
、教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、他
の
大
学
院
と
の
協
議
に
基
づ
き
、学
生
が
当
該
他
の
大

学
院
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
履
修
し
た
単
位
を
、
１
５
単
位
を
限
度
と
し
て
、本
学
大
学
院
に

お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。≪

（
連
携
開
設
科
目
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
）
≪

第
２
４
条
の
２
≪大
学
院
設
置
基
準
第
１
５
条
に
規
定
す
る
連
携
開
設
科
目
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、本
学
大

学
院
の
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。≪

２
≪連
携
開
設
科
目
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

（
外
国
の
学
校
に
留
学
す
る
場
合
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
）
≪

第
２
５
条
≪学
長
は
、学
生
が
第
１
６
条
の
規
定
に
よ
り
外
国
の
学
校
に
留
学
す
る
場
合
に
お
い
て
、当
該
外
国
の

学
校
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、本
学
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履

修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
数
は
、
第
２
４
条
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
単
位
数
と
合
わ
せ
て
１
５
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。≪

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）
≪

第
２
６
条
≪学
長
は
、教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、学
生
が
本
学
大
学
院
に
入
学
す
る
前
に
大
学
院
又
は
外
国

の
学
校
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
を
、本
学
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
単
位
数
は
、第
１
２
条
に
規
定
す
る
再
入
学
又
は
転
入
学

の
場
合
を
除
き
、１
５
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
し
、ま
た
、第
２
４
条
に
よ
り
本
学
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
も

の
と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
２
０
単
位
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。≪

（
長
期
に
わ
た
る
教
育
課
程
の
履
修
）
≪

第
２
７
条
≪学
長
は
、学
生
が
職
業
を
有
し
て
い
る
等
の
事
情
に
よ
り
、第
４
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
修
業
年
限

を
超
え
て
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
計
画
的
に
教
育
課
程
を
履
修
し
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
申

し
出
た
と
き
は
、研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
、そ
の
計
画
的
な
履
修
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。≪

２
≪前
項
に
関
し
て
の
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

≪
第
５
章
≪課
程
の
修
了
≪

≪ （
課
程
の
修
了
）
≪

第
２
８
条
≪修
士
課
程
及
び
博
士
前
期
課
程
の
修
了
要
件
は
、本
学
大
学
院
に
２
年
以
上
在
学
し
、山
梨
県
立
大

学
大
学
院
人
間
福
祉
学
研
究
科
履
修
規
程
別
表
又
は
山
梨
県
立
大
学
大
学
院
看
護
学
研
究
科
履
修
規
程

別
表
１
若
し
く
は
別
表
２
に
定
め
る
単
位
数
を
修
得
し
、か
つ
、必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、本
学
大
学
院

の
行
う
修
士
論
文
又
は
特
定
の
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
の
成
果
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、在
学
期
間
に
関
し
て
は
、特
に
優
れ
た
研
究
業
績
を
上
げ
た
者
に
つ
い
て
は
、本
学
大
学
院
に
１
年
以

上
在
学
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
す
る
。≪

２
≪本
学
大
学
院
に
入
学
す
る
前
に
修
得
し
た
単
位
を
本
学
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
場
合
で

あ
っ
て
、当
該
単
位
の
取
得
に
よ
り
修
士
課
程
の
一
部
を
履
修
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、当
該
単
位
数
、そ
の
修

得
し
た
期
間
そ
の
他
を
勘
案
し
て
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
本
学
大
学
院
が
定
め
る
期
間
在
学
し
た
も
の
と
み
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附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

こ
の
学
則
は
、平
成
３
０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

こ
の
学
則
は
、平
成
３
１
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

１
≪こ
の
学
則
は
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

（
経
過
措
置
）
≪

２
≪こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

１
≪こ
の
学
則
は
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

（
経
過
措
置
）
≪

２
≪こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

１
≪こ
の
学
則
は
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

（
経
過
措
置
）
≪

２
≪こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
≪

≪
附
≪則
≪

こ
の
学
則
は
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪
附
≪則
≪

こ
の
学
則
は
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪

第
８
章
≪授
業
料
、入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
≪

≪ （
授
業
料
、入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
）
≪

第
３
４
条
≪授
業
料
、入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

≪
第
９
章
≪雑
則
≪

（
委
任
）
≪

第
３
５
条
≪こ
の
学
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
学
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、別
に
定
め
る
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

１
≪こ
の
学
則
は
、平
成
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

（
経
過
措
置
）
≪

２
≪こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、単
位
数
、履
修
方
法
及
び
修

了
要
件
（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。）
は
、こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、山
梨
県
立
大
学
の
公
立

大
学
法
人
へ
の
移
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２
２
年
山
梨
県
規
則
第
１
３
号
）
第
１

条
第
２
号
に
規
定
す
る
廃
止
前
の
山
梨
県
立
大
学
大
学
院
学
則
（
平
成
１
７
年
山
梨
県
規
則
第
２
２
号
。以

下
「
旧
学
則
」
と
い
う
。）
の
例
に
よ
る
。≪

３
≪こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
等
は
、当
該
者
の

属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。≪

４
≪旧
学
則
の
規
定
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
処
分
、手
続
き
そ
の
他
の
行
為
は
、こ
の
学
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
き

な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

こ
の
学
則
は
、平
成
２
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

１
≪こ
の
学
則
は
、平
成
２
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

（
経
過
措
置
）
≪

２
≪こ
の
学
則
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
在
学
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
、単
位
数
、履
修
方
法
及
び
修

了
要
件
（
以
下
「
授
業
科
目
等
」
と
い
う
。）
は
、こ
の
学
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
≪

３
≪こ
の
学
則
の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
編
入
学
、再
入
学
又
は
転
入
学
を
す
る
者
に
係
る
授
業
科
目
等
は
、

原
則
と
し
て
当
該
者
の
属
す
る
年
次
と
同
一
の
年
次
に
属
す
る
者
の
例
に
よ
る
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

こ
の
学
則
は
、平
成
２
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

こ
の
学
則
は
、平
成
２
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪
附
≪則
≪

（
施
行
期
日
）
≪

こ
の
学
則
は
、平
成
２
９
年
１
１
月
１
７
日
か
ら
施
行
す
る
。≪

≪ ≪ ≪
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必修 選択

2

2

2

6

子ども虐待臨床特講 2

虐待傾向を示す親の心理・社会的特徴 2

アタッチメント理論の臨床応用 2

ソーシャルペダゴジー 2

子ども虐待とアドボカシー 2

小児精神医学特講 2

6 6

臨床発達心理学特講 2

子どものウェルビーイング特講 2

発達障害支援特講 2

多文化共生教育・保育特講 2

子どもと表現特講 2

ソーシャルワークの価値と理論 2

ソーシャルワークの実践と分析 2

ファミリーソーシャルワーク特講 2

地域福祉論特講 2

地域福祉マネジメント実践方法論特講 2

福祉行財政学特講 2

22

子ども家庭福祉実習Ⅰ（施設） 2

子ども家庭福祉実習Ⅱ（市町村、在宅） 2

子ども家庭福祉実習Ⅲ（児童相談所） 2

子ども家庭福祉実践演習Ⅰ（施設） 1

子ども家庭福祉実践演習Ⅱ（市町村、在宅） 1

子ども家庭福祉実践演習Ⅲ（児童相談所） 1

人間福祉実践演習Ⅰ 2

人間福祉実践演習Ⅱ 2

13

2

2

2

2

⊂

12 ≾⊃

山梨県立大学大学院人間福祉学研究科履修規程別表（第２条関係）

授業科目 科目コード
単位数

履修方法及び修了要件

人間福祉学研究方法

スーパービジョン特講

小　計

基
幹
科
目

子ども虐待領域

小　計

基
礎
科
目

人間福祉学特講
１　以下の通り30単位以上
   を修得すること。

【修士の学位論文選択者】
  必修科目12単位に加え、研究科目内
「人間福祉学特別研究Ⅰ」「同Ⅱ」「同
Ⅲ」計6単位必修。基幹科目、関連科
目、実習・演習科目の選択科目から12
単位以上を修得すること。
（但し実習・演習科目から3単位以上
修得すること）

【特定の課題についての研究選択者】
　必修科目12単位に加え、研究科目内
「人間福祉学課題研究」2単位必修。
基幹科目、関連科目、実習・演習科目
の選択科目から16単位以上を修得す
ること。（但し実習・演習科目から5単位
以上修得すること）

２　必要な研究指導を計画的に
   受け、かつ、修士の学位論文、
  又は、特定の課題についての
   研究の成果の審査及び試験
   に合格すること。

関
連
科
目

子ども理解領域

ソーシャルワーク領域

小　計

実
習
・
演
習
科
目

実習

演習

小　計

合計

研
究
科
目

人間福祉学特別研究Ⅰ

人間福祉学特別研究Ⅱ

人間福祉学特別研究Ⅲ

人間福祉学課題研究

小計
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必修 選択

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≻⊔≺ 看護学研究法 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≼⊔≺ 研究倫理特論 ≻

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≽⊔≺ 理論看護学 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≾⊔≺ 看護政策学 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≿⊔≺ 看護倫理学 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊀⊔≺ 看護継続教育論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊁⊔≺ 看護管理論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊂⊔≺ コンサルテーション ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊃⊔≺ 臨床薬理学 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≺⊔≺ フィジカルアセスメント ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≻⊔≺ 療育相談論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≼⊔≺ 地域環境保健論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≽⊔≺ 病いの社会学的現象論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≾⊔≺ 看護統計学 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≿⊔≺ 病態生理学 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺≻⊔≺ 基礎看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺≼⊔≺ 基礎看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺≽⊔≺ 基礎看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺≾⊔≺ 基礎看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺≿⊔≺ 基礎看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺⊀⊔≺ 基礎看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺⊁⊔≺ 地域看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺⊂⊔≺ 地域看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≺⊃⊔≺ 地域看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻≺⊔≺ 地域看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻≻⊔≺ 地域看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻≼⊔≺ 地域看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻≽⊔≺ 在宅看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻≾⊔≺ 在宅看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻≿⊔≺ 在宅看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻⊀⊔≺ 在宅看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻⊁⊔≺ 在宅看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻⊂⊔≺ 在宅看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≻⊃⊔≺ 精神看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼≺⊔≺ 精神看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼≻⊔≺ 精神看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼≼⊔≺ 精神看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼≽⊔≺ 精神看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼≾⊔≺ 精神看護学特別研究 ⊂

在
宅
看
護
学

精
神
看
護
学

山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程別表１（博士前期課程 研究コース）（第３条関係）

授　　業　　科　　目
単 位 数 履修方法及び

修了要件

共
　
通
　
科
　
目

（履修方法）
１　選択する専門分野の科目から
選択科目２０単位を修得すること。

２　共通科目又は選択する専門分
野以外の専門分野の科目から必
修科目３単位と選択科目を８単位
以上修得すること。

３ 連携開設科目の対象科目は年
度ごとに別途提示する。

（修了要件）
上記の通り合計３１単位以上を修
得し、かつ、必要な研究指導を受
けた上、本学大学院の行う修士論
文又は特定の課題についての研
究の成果の審査及び試験に合格
することとする。ただし、連携開設
科目は修了に必要な単位数に含
めることはできない。

連携開設科目

専
　
門
　
科
　
目

基
礎
看
護
学

地
域
看
護
学
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山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程別表１（博士前期課程 研究コース）（第３条関係）

必修 選択

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼≿⊔≺ 老年看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼⊀⊔≺ 老年看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼⊁⊔≺ 老年看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼⊂⊔≺ 老年看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≼⊃⊔≺ 老年看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽≺⊔≺ 老年看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽≻⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽≼⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽≽⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽≾⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽≿⊔≺ 慢性期看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽⊀⊔≺ 慢性期看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽⊁⊔≺ 急性期看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽⊂⊔≺ 急性期看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≽⊃⊔≺ 急性期看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾≺⊔≺ 急性期看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾≻⊔≺ 急性期看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾≼⊔≺ 急性期看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾≽⊔≺ 助産学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾≾⊔≺ 助産学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾≿⊔≺ 助産学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾⊀⊔≺ 助産学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾⊁⊔≺ 助産学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾⊂⊔≺ 助産学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≾⊃⊔≺ 小児看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿≺⊔≺ 小児看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿≻⊔≺ 小児看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿≼⊔≺ 小児看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿≽⊔≺ 小児看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿≾⊔≺ 小児看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿≿⊔≺ 感染看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿⊀⊔≺ 感染看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿⊁⊔≺ 感染看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿⊂⊔≺ 感染看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺≿⊃⊔≺ 感染看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀≺⊔≺ 感染看護学特別研究 ⊂

授　　業　　科　　目

小
児
看
護
学

感
染
看
護
学

単 位 数 履修方法及び
修了要件

（
専
門
科
目

）

老
年
看
護
学

慢
性
期
看
護
学

急
性
期
看
護
学

助
産
学
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山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程別表１（博士前期課程 研究コース）（第３条関係）

必修 選択

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀≻⊔≺ がん看護学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀≼⊔≺ がん看護学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀≽⊔≺ がん看護学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀≾⊔≺ がん看護学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀≿⊔≺ がん看護学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀⊀⊔≺ がん看護学特別研究 ⊂

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀⊁⊔≺ 看護管理学特論Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀⊂⊔≺ 看護管理学特論Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊀⊃⊔≺ 看護管理学特論Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁≺⊔≺ 看護管理学特論Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁≻⊔≺ 看護管理学演習 ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁≼⊔≺ 看護管理学特別研究 ⊂

単 位 数 履修方法及び
修了要件

（
専
門
科
目

）

が
ん
看
護
学

看
護
管
理
学

授　　業　　科　　目

– 127 –



必修 選択

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≻⊔≺ 看護学研究法　 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≼⊔≺ 研究倫理特論 ≻

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≽⊔≺ 理論看護学　＊ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≾⊔≺ 看護政策学　＊ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺≿⊔≺ 看護倫理学　＊ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊀⊔≺ 看護継続教育論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊁⊔≺ 看護管理論  ＊ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊂⊔≺ コンサルテーション　＊ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≺⊃⊔≺ 臨床薬理学　◎ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≺⊔≺ フィジカルアセスメント　◎ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≻⊔≺ 療育相談論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≼⊔≺ 地域環境保健論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≽⊔≺ 病いの社会学的現象論 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≾⊔≺ 看護統計学 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘≿≺≻≿⊔≺ 病態生理学　◎ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁≽⊔≺ 在宅看護学特論Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁≾⊔≺ 在宅看護学特論Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁≿⊔≺ 在宅看護学特論Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁⊀⊔≺ 在宅看護学特論Ⅳa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁⊁⊔≺ 在宅看護学特論Ⅴa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁⊂⊔≺ 在宅看護学演習Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊁⊃⊔≺ 在宅看護学演習Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂≺⊔≺ 在宅看護学実習Ⅰ ≽

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂≻⊔≺ 在宅看護学実習Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂≼⊔≺ 在宅看護学実習Ⅲ ≽

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂≽⊔≺ 在宅看護学実習Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂≾⊔≺ 在宅看護学特定課題研究 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂≿⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂⊀⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂⊁⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂⊂⊔≺ 慢性期看護学特論Ⅳa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊂⊃⊔≺ 慢性期看護学演習Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃≺⊔≺ 慢性期看護学演習Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃≻⊔≺ 慢性期看護学演習Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃≼⊔≺ 慢性期看護学実習Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃≽⊔≺ 慢性期看護学実習Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃≾⊔≺ 慢性期看護学実習Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃≿⊔≺ 慢性期看護学実習Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃⊀⊔≺ 慢性期看護学実習Ⅴ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃⊁⊔≺ 慢性期看護学特定課題研究 ≼

山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程別表２（博士前期課程 専門看護師コース）（第３条関係）

授　　業　　科　　目
単 位 数 履修方法及び

修了要件

共
　
通
　
科
　
目

（履修方法）
１　選択する専門分野の科目から
選択科目２６単位を修得すること。

２　共通科目又は選択する専門分
野以外の専門分野の科目から必
修科目３単位と選択科目を１２単
位以上修得すること。
ただし＊印の科目から６単位以
上、◎印の科目から６単位以上修
得すること。

３ 連携開設科目の対象科目は年
度ごとに別途提示する。

（修了要件）
上記の通り合計４１単位以上を修
得し、かつ、必要な研究指導を受
けた上、本学大学院の行う修士論
文又は特定の課題についての研
究の成果の審査及び試験に合格
することとする。ただし、連携開設
科目は修了に必要な単位数に含
めることはできない。

連携開設科目

専
　
門
　
科
　
目

在
宅
看
護
学

慢
性
期
看
護
学
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山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程別表２（博士前期課程 専門看護師コース）（第３条関係）

必修 選択

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃⊂⊔≺ 急性期看護学特論Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≺⊃⊃⊔≺ 急性期看護学特論Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺≺⊔≺ 急性期看護学特論Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺≻⊔≺ 急性期看護学特論Ⅳa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺≼⊔≺ 急性期看護学演習Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺≽⊔≺ 急性期看護学演習Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺≾⊔≺ 急性期看護学演習Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺≿⊔≺ 急性期看護学実習Ⅰ ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺⊀⊔≺ 急性期看護学実習Ⅱ ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺⊁⊔≺ 急性期看護学実習Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺⊂⊔≺ 急性期看護学特定課題研究 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≺⊃⊔≺ 感染看護学特論Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻≺⊔≺ 感染看護学特論Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻≻⊔≺ 感染看護学特論Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻≼⊔≺ 感染看護学特論Ⅳa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻≽⊔≺ 感染看護学特論Ⅴa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻≾⊔≺ 感染看護学演習Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻≿⊔≺ 感染看護学演習Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻⊀⊔≺ 感染看護学実習Ⅰ ≽

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻⊁⊔≺ 感染看護学実習Ⅱ ≽

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻⊂⊔≺ 感染看護学実習Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≻⊃⊔≺ 感染看護学実習Ⅳ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼≺⊔≺ 感染看護学特定課題研究 ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼≻⊔≺ がん看護学特論Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼≼⊔≺ がん看護学特論Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼≽⊔≺ がん看護学特論Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼≾⊔≺ がん看護学演習Ⅰa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼≿⊔≺ がん看護学演習Ⅱa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼⊀⊔≺ がん看護学演習Ⅲa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼⊁⊔≺ がん看護学演習Ⅳa ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼⊂⊔≺ がん看護学実習Ⅰ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≼⊃⊔≺ がん看護学実習Ⅱ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≽≺⊔≺ がん看護学実習Ⅲ ≼

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≽≻⊔≺ がん看護学実習Ⅳ ≾

⊗⊑⊘≷⊗⊘⊀≻≽≼⊔≺ がん看護学特定課題研究 ≼

授　　業　　科　　目
単 位 数 履修方法及び

修了要件

（
専
門
科
目

）

急
性
期
看
護
学

感
染
看
護
学

が
ん
看
護
学
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必修 選択

⊎⊑⊘≷⊎⊘≿≺≺≻⊔≺ 研究倫理特講 ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘≿≺≺≼⊔≺ 看護学研究法特論Ⅰ(量的研究) ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘≿≺≺≽⊔≺ 看護学研究法特論Ⅱ(質的研究) ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘≿≺≺≾⊔≺ 看護政策組織特論 ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘≿≺≺≿⊔≺ ケアリング特論 ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘⊀≺≺≻⊔≺ 臨床開発看護学特講 ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘⊀≺≺≼⊔≺ 地域包括ケア看護学特講 ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘⊀≺≺≽⊔≺ 母子育成看護学特講 ≼

演
習
科
目

⊎⊑⊘≷⊎⊘⊀≺≺≾⊔≺ 広域実践看護学特別演習 ≼

⊎⊑⊘≷⊎⊘⊁≺≺≻⊔≺ 看護学特別研究 ⊀

山梨県立大学大学院看護学研究科履修規程別表３（博士後期課程）（第３条関係）

専
門
科
目

広
域
実
践
看
護
学
分
野

研
究
科
目

授　　業　　科　　目
単 位 数 履修方法及び

修了要件

共
 

通
 

科
 

目

（履修方法）
共通科目(必修)６単位、専門科目
(選択)２単位、演習科目(必修) ２
単位、研究科目６単位の合計≻⊀
単位以上を修得すること。

（修了要件）
上記の通り合計≻⊀単位以上を修
得し、かつ、必要な研究指導を計
画的に受けた上で博士論文と査
読のある学術雑誌に掲載または
掲載予定(掲載証明書を提出)の
副論文１編以上を提出し、論文審
査ならびに最終試験に合格するこ
と。
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は
こ
れ
に
算
入
し
な
い
ℭ

（
学
年
及
び
学
期
）
ℭ

第
４
条
ℭ
学
年
は
４
月
１
日
に
始
ま
り
、
翌
年
の
３
月
３
１
日
に
終
わ
る
。
ℭ

２
ℭ
学
年
は
、
次
の
２
期
に
分
け
る
。
ℭ

前
期
ℭ
４
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
ℭ

後
期
ℭ
１
０
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
ℭ

３
ℭ
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
期
及
び
後
期
の
授
業
日
数
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
教
育
研
究
審

議
会
の
議
を
経
て
前
期
の
終
期
及
び
後
期
の
始
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ℭ

（
休
業
日
）
ℭ

第
５
条
ℭ
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ℭ

ℵ１
ℶℭ
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７
８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
ℭ

ℵ２
ℶℭ
日
曜
日
及
び
土
曜
日
ℭ

ℵ３
ℶℭ
大
学
創
立
記
念
日
ℭ
５
月
２
４
日
ℭ

ℵ４
ℶℭ
夏
季
休
業
日
、
冬
季
休
業
日
、
春
季
休
業
日
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

２
ℭ
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
業
日
を
設
け
、
又
は
休
業
日
に
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。ℭ

ℭ

第
３
章
ℭ
入
学
、
休
学
、
復
学
、
退
学
及
び
除
籍
ℭ

（
入
学
の
時
期
）
ℭ

第
６
条
ℭ
入
学
の
時
期
は
、
学
年
の
始
め
と
す
る
。
ℭ ℭ

（
入
学
資
格
）
ℭ

第
７
条
ℭ
専
攻
科
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
た
だ

し
、
助
産
学
専
攻
科
に
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
看
護
師

資
格
を
有
し
、
又
は
看
護
師
国
家
試
験
に
合
格
し
た
女
子
と
す
る
。
ℭℭ

ℵ１
ℶℭ
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
８
３
条
第
１
項
に
定
め
る
大
学

（
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
を
卒
業
し
た
者
ℭ

ℵ２
ℶℭ
法
第
１
０
４
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
ℭ

ℵ３
ℶℭ
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
１
６
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
ℭ

ℵ４
ℶℭ
外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
外

国
の
学
校
教
育
に
お
け
る
１
６
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
ℭ

ℵ５
ℶℭ
我
が
国
に
お
い
て
、
外
国
の
大
学
の
課
程
（
そ
の
修
了
者
が
当
該
外
国
の
学
校
教
育
に
お
け
る
１
６
年
の
課

程
を
修
了
し
た
と
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位

置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
ℭ

ℵ６
ℶℭ
外
国
の
大
学
そ
の
他
の
外
国
の
学
校
（
そ
の
教
育
研
究
活
動
等
の
総
合
的
な
状
況
に
つ
い
て
、
当
該

外
国
の
政
府
又
は
関
係
機
関
の
認
証
を
受
け
た
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
た
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
修
業
年
限
が
３
年
以
上

で
あ
る
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
（
当
該
外
国
の
学
校
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が

国
に
お
い
て
履
修
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
及
び
当
該
外
国
の
学
校
制
度
に
お

い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
前
号
の
指
定
を
受
け
た
も
の
に
お
い
て
課
程
を
修
了
す

ℭ

山
梨
県
立
大
学
専
攻
科
規
則
ℭ

（
令
和
７
年
４
月
１
日
制
定
ℭ
大
学
第
１
０
０
３
号
）
ℭ

ℭ 目
次
ℭ

ℭ
第
１
章
ℭ
総
則
（
第
１
条
～
第
２
条
）
ℭ

ℭ
第
２
章
ℭ
修
業
年
限
等
、
学
年
及
び
学
期
並
び
に
休
業
日
（
第
３
条
～
第
５
条
）
ℭ

ℭ
第
３
章
ℭ
入
学
、
休
学
、
復
学
、
退
学
及
び
除
籍
（
第
６
条
～
第
１
６
条
）
ℭ

ℭ
第
４
章
ℭ
授
業
科
目
、
履
修
方
法
等
及
び
課
程
の
修
了
（
第
１
７
条
～
第
１
９
条
）
ℭ

ℭ
第
５
章
ℭ
賞
罰
（
第
２
０
条
、
第
２
１
条
）
ℭ

ℭ
第
６
章
ℭ
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
（
第
２
２
条
）
ℭ

ℭ
第
７
章
ℭ
雑
則
（
第
２
３
条
）
ℭ

ℭ
附
則
ℭ

ℭ

第
１
章
ℭ
総
則
ℭ

（
目
的
）
ℭ

第
１
条
ℭ
山
梨
県
立
大
学
専
攻
科
（
以
下
「
専
攻
科
」
と
い
う
。）
は
、
本
学
の
理
念
を
基
盤
と
し
、
精
深
な
程
度
に

お
い
て
、
特
別
な
事
項
を
教
授
し
、
科
学
的
な
思
考
力
と
倫
理
的
な
判
断
力
を
備
え
、
専
門
的
な
職
業
能
力
を
有

す
る
実
践
者
を
育
成
し
、
地
域
社
会
に
対
す
る
実
践
的
な
貢
献
を
通
じ
、
豊
か
で
活
力
あ
る
社
会
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ℭ

（
専
攻
科
等
）
ℭ

第
２
条
ℭ
本
学
に
次
の
専
攻
科
を
置
く
。
ℭ

ℭ
ℭ助
産
学
専
攻
科
ℭ

２
ℭ
専
攻
科
に
お
け
る
教
育
研
究
上
の
目
的
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ℭ

ℭ
ℭ助
産
学
専
攻
科
ℭ

ℭ
ℭℭ
豊
か
な
人
間
性
、
適
切
な
判
断
力
と
高
い
実
践
能
力
に
よ
っ
て
母
子
と
家
族
に
適
切
な
ケ
ア
を
提
供
で
き
る

助
産
師
や
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ヘ
ル
ス
全
般
を
支
援
す
る
能
力
を
養
い
、
母
子
保
健
及
び
助
産
実
践
活
動
の
発
展
に
寄
与

す
る
自
立
し
た
助
産
師
を
育
成
す
る
。
ℭ

３
ℭ
専
攻
科
の
学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
ℭ

専
ℭ攻
ℭ科
ℭ

学
ℭ生
ℭ定
ℭ員
ℭ

入
学
定
員
ℭ

収
容
定
員
ℭ

助
産
学
専
攻
科
ℭ

７
人
ℭ

７
人
ℭ

ℭ

第
２
章
ℭ
修
業
年
限
等
、
学
年
及
び
学
期
並
び
に
休
業
日
ℭ

（
修
業
年
限
等
）
ℭ

第
３
条
ℭ
専
攻
科
の
修
業
年
限
は
、
１
年
と
す
る
。
ℭ

２
ℭ
専
攻
科
の
在
学
期
間
は
、
２
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ℭ
た
だ
し
、
第
１
２
条
に
規
定
す
る
休
学
期
間
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第
４
章
ℭ
授
業
科
目
、
履
修
方
法
等
及
び
課
程
の
修
了
ℭ

（
授
業
科
目
）
ℭ

第
１
７
条
ℭ
専
攻
科
の
授
業
科
目
及
び
単
位
数
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

（
授
業
の
方
法
、
１
年
間
の
授
業
期
間
、
単
位
の
計
算
方
法
等
に
係
る
山
梨
県
立
大
学
学
則
の
準
用
）
ℭ

第
１
８
条
ℭ
授
業
の
方
法
、
１
年
間
の
授
業
期
間
及
び
単
位
の
計
算
方
法
、
単
位
の
授
与
及
び
成
績
の
評
価
等
に
つ

い
て
は
、
山
梨
県
立
大
学
学
則
の
相
当
す
る
規
程
を
準
用
す
る
。
ℭ

（
課
程
の
修
了
）
ℭ

第
１
９
条
ℭ
専
攻
科
に
１
年
以
上
在
学
し
、
所
定
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
、
合
計
３
４
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
に

は
、
専
攻
科
委
員
会
の
議
を
経
て
課
程
の
修
了
を
認
定
す
る
。
ℭ

２
ℭ
学
長
は
、
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
別
紙
様
式
に
よ
り
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。
ℭ

ℭ

第
５
章
ℭ
賞
罰
ℭ

（
表
彰
）
ℭ

第
２
０
条
ℭ
学
長
は
、
学
業
及
び
操
行
が
優
秀
で
他
の
模
範
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
学
生
を
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ℭ

２
ℭ
学
生
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

（
懲
戒
）
ℭ

第
２
１
条
ℭ
学
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
に
対
し
、
戒
告
、
停
学
又
は
退
学
の
処
分
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ℭ

２
ℭ
前
項
の
停
学
の
処
分
に
係
る
停
学
の
期
間
は
、
第
１
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
に
算
入
し
な
い
。
ℭ

３
ℭ
第
１
項
の
退
学
処
分
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ℭ

ℵ１
ℶℭ
学
業
成
績
が
不
良
で
卒
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
ℭ

ℵ２
ℶℭ
正
当
な
理
由
が
な
く
出
席
が
正
常
で
な
い
者
ℭ

ℵ３
ℶℭ
本
学
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者
ℭ

４
ℭ
学
生
に
対
す
る
懲
戒
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

ℭ

第
６
章
ℭ
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
ℭ

（
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
）
ℭ

第
２
２
条
ℭ
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

ℭ

第
７
章
ℭ
雑
則
ℭ

（
委
任
）
ℭ

第
２
３
条
ℭ
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

ℭ ℭ

附
ℭ
則
ℭ

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
ℭ

る
こ
と
を
含
む
。）
に
よ
り
、
学
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
ℭ

ℵ７
ℶℭ
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
４
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
基
準
を

満
た
す
も
の
に
限
る
。）
で
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
日
以
後
に
修

了
し
た
者
ℭ

ℵ８
ℶℭ
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者
ℭ

（
入
学
志
願
の
手
続
）
ℭ

第
８
条
ℭ
入
学
志
願
者
は
、
所
定
の
手
続
に
よ
り
、
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ℭ

２
ℭ
入
学
を
志
願
す
る
た
め
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

（
入
学
者
の
選
考
）
ℭ

第
９
条
ℭ
入
学
志
願
者
に
つ
い
て
は
、
選
考
の
上
、
専
攻
科
委
員
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
合
格
者
を
決
定
す
る
。ℭ

２
ℭ
入
学
者
の
選
考
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

（
入
学
の
許
可
）
ℭ

第
１
０
条
ℭ
入
学
の
許
可
は
、
学
長
が
行
う
。
ℭ

２
ℭ
入
学
の
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
ℭ

（
編
入
学
、
再
入
学
及
び
転
入
学
）
ℭ

第
１
１
条
ℭ
専
攻
科
へ
の
編
入
学
、
再
入
学
及
び
転
入
学
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。
ℭ

（
休
学
）
ℭ

第
１
２
条
ℭ
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
引
き
続
き
２
月
以
上
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、

学
長
の
許
可
を
得
て
、
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ℭ

２
ℭ
学
長
は
、
疾
病
の
た
め
修
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。
ℭ

（
休
学
期
間
）
ℭ

第
１
３
条
ℭ
休
学
期
間
は
、
１
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
学
長
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
１
年
を
限
度
と
し
て
、
休
学
期
間
の
延
長
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ℭ

２
ℭ
休
学
期
間
は
、
通
算
し
て
１
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ℭ

（
復
学
）
ℭ

第
１
４
条
ℭ
休
学
期
間
が
満
了
し
、
又
は
休
学
期
間
中
に
休
学
の
理
由
が
消
滅
し
た
者
は
、
学
長
の
許
可
を
受
け
て
、

復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ℭ

（
退
学
）
ℭ

第
１
５
条
ℭ
退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ℭ

（
除
籍
）
ℭ

第
１
６
条
ℭ
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
学
長
に
よ
り
除
籍
さ
れ
る
。
ℭ

ℵ１
ℶℭ
第
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
在
学
期
間
を
超
え
た
者
ℭ

ℵ２
ℶℭ
第
１
３
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
休
学
期
間
を
超
え
た
者
ℭ

ℵ３
ℶℭ
正
当
な
理
由
が
な
く
授
業
料
を
滞
納
し
、
か
つ
、
督
促
を
受
け
た
後
引
き
続
き
納
付
す
べ
き
授
業
料
を
納

付
し
な
い
者
ℭ

ℵ４
ℶℭ
死
亡
し
た
者
ℭ

ℭ ℭ
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区分 科目ナンバリング 授　業　科　目　の　名　称 配当学期 単位数 履修方法及び修了要件

GCM-CM1001J０ 助産学概論 前期 ≼

GCM-CM1002J０ 女性疾患治療学 前期 ≻

GCM-CM1003J０ 周産期治療学 前期 ≻

GCM-CM1004J０ ウイメンズヘルス 前期 ≻

GCM-CM1005J０ 助産新生児医療論 前期 ≻

GCM-CM1006J０ 助産診断・技術学Ⅰ 前期 ≻

GCM-CM1007J０ 助産診断・技術学Ⅱ 前期 ≼

GCM-CM1008J０ 助産診断・技術学Ⅲ 前期 ≼

GCM-CM1009J０ 助産診断・技術学Ⅳ 前期 ≼

GCM-CM1010J０ 助産診断・技術学Ⅴ 前期 ≻

GCM-CM1011J０ 助産診断・技術学Ⅵ 前期 3

GCM-CM1012J０ 助産管理学 前期 ≼

GCM-CM1013J０ 助産地域活動論 前期 ≼

GCM-CM1014J０ 助産学実習 通年 ≿

GCM-CM1015J０ 助産継続援助論実習 通年 ≼

GCM-CM1016J０ 助産管理学実習 後期 ≻

GCM-CM1017J０ 地域助産学実習 前期 ≼

GCM-CM1018J０ ハイリスク実習 後期 ≻

助産学
研究領域 GCM-CM1019J０ 助産学研究 通年 ≼

助
産
学
基
礎
領
域

助
産
学
実
践
領
域

全単位必修、34単位を修得すること。

山梨県立大学助産学専攻科履修・単位認定に関する規程別表（第２条関係）

– 133 –



　１　飯田キャンパス位置図（国際政策学部、人間福祉学部・大学院）

Ⅶ　配置図
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（１）Ａ館
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（２）Ｂ館
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（３）Ｃ館
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２　池田キャンパス位置図（看護学部・大学院・専攻科）
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（事務室）

看護実践開発

研究センター

（４階）

看護図書館（１階）

講堂（２階）

正門

駐

車

場

駐

車

場

駐

車

場

駐

車

場

駐

輪

場

駐

車

場

駐車場

駐車場

グラウンド

車庫

駐車場
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印刷室
207

研究科長室

トイレ

洗面所

給湯室

談話室

湯沸室

倉庫
研究

補助室
研究

補助室

研究
補助室

305
院生室

研究
補助室

研究
補助室

４階

201
講義室

２階

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

トイレ

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

洗面所

給湯室

談話室

（１）１ 号 館

５階

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

209
特任教授室

210
特任教授室

208
会議室

研究
補助室

行動生理
科学実験室
（防音室）

倉庫

トイレ

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

トイレ

206
講師控室

湯沸室

202
講義室

203
講義室

204
講義室

205
講義室

３階

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

図書館保管庫
共同研究室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

研究
補助室

倉庫

研究
補助室

（前室）

309院生室

トイレ

308院生室307院生室

玄関ホール

１階

会議室1
共有スペース

（ピロティー）

306
院生室

304
院生室

303
院生室

302
院生室

301
院生室
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屋
上

テ
ラ

ス

女 子 ト イ レ

倉
庫

講
堂

男
子

ト
イ

レ

コ
ピ

ー
室

2
3
2

研
究

室
2
3
1

研
究

室
2
3
0

研
究

室
2
2
9

研
究

室

2
2
4

研
究

室
2
2
5

研
究

室
2
2
6

研
究

室
2
2
7

研
究

室
2
2
8

研
究

室

女
子

ト
イ

レ

テ
ラ

ス

ラ
ー

ニ
ン

グ
コ

モ
ン

ズ
２

階
ホ

ー
ル

2
1
8

研
究

室
2
1
9

研
究

室
2
2
0

研
究

室
2
2
1

研
究

室
2
2
2

研
究

室
2
2
3

研
究

室
2
1
2

研
究

室
2
1
3

研
究

室
2
1
4

研
究

室
2
1
5

研
究

室
2
1
6

研
究

室
2
1
7

研
究

室

男 子 ト イ レ

（２）２ 号 館

女 子 ト イ レ

2
1
1

研
究

室
2
1
0

研
究

室
2
0
9

研
究

室
2
0
8

研
究

室
2
0
7

研
究

室
2
0
6

研
究

室

2
1
8

研
究

室
2
1
9

研
究

室
2
2
0

研
究

室
2
2
1

研
究

室
2
2
2

研
究

室
2
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研
究

室
2
1
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研
究

室
2
1
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研
究

室
2
1
4

研
究

室
2
1
5

研
究

室
2
1
6

研
究

室
2
1
7

研
究

室

男 子 ト イ レ

2
0
5

研
究

室
2
0
4

研
究

室
2
0
3

研
究

室
2
0
2

研
究

室
2
0
1

共
同

研
究

室
②

女 子 ト イ レ

女
子

ト
イ

レ

男
子

ト
イ

レ

2
1
1

研
究

室
2
1
0

研
究

室
2
0
9

研
究

室
2
0
8

研
究

室
2
0
7

研
究

室
2
0
6

研
究

室

2
0
5

研
究

室
2
0
4

研
究

室
2
0
3

研
究

室
2
0
2

研
究

室
2
0
1

共
同

研
究

室
② 1
2
4

研
究

室
1
2
5

研
究

室
1
2
6

研
究

室
1
2
7

研
究

室
1
2
8

研
究

室
1
2
9

研
究

室

湯
沸

室
 女

子
多

目
的

ト
イ

レ

 ト
イ

レ

男
子

ト
イ

レ

1
1
9

研
究

室
1
2
0

研
究

室
1
2
1

研
究

室
1
2
2

研
究

室
1
2
3

研
究

室
1
1
2

研
究

室
1
1
5

研
究

室
1
1
6

研
究

室
副

学
長

室

男 子 ト イ レ

1
1
4

研
究

室

図
書

館
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3
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3
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究

室
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付
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ー
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1
1
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研
究

室

女 子 ト イ レ

1
1
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2
0
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2
1
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2
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3
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究
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1
1
2
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究

室
1
1
5

研
究

室
1
1
6

研
究

室
副

学
長

室

男 子 ト イ レ

1
1
4

研
究

室

1
1
1

研
究

室
1
1
0

研
究

室
1
0
9

研
究

室
1
0
8
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究

室
1
0
7

研
究

室
1
0
6

研
究

室

ス
タ

デ
ィ
ー

ル
ー

ム

1
0
5

研
究

室
1
0
4

研
究

室
1
0
3

研
究

室
1
0
2

研
究

室
1
0
1

学
部

長
室

1
1
3

研
究

室

1
1
8

研
究

室

ホ
ー

ル
1
1
1

研
究

室
1
1
0

研
究

室
1
0
9

研
究

室
1
0
8

研
究

室
1
0
7

研
究

室
1
0
6

研
究

室

1
0
5

研
究

室
1
0
4

研
究

室
1
0
3

研
究

室
1
0
2

研
究

室
1
0
1

学
部

長
室

事
務
室

事
務
室
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（３）本館・３ 号 館

１０１講義室
（Ｓゾーン）

保健センター
学生

相談室
１

標本器材室 大学生協学
生委員会室

非常勤
講師
控室

１０１講義室
（Ｎゾーン）

ホール

ピロティ

３０１講義室

屋上テラス

３階

情報処理教室

女子
トイレ

小会議室

教務準備室

大会議室

２０１講義室
（Ｎゾーン）

学生
相談室

２

女子
トイレ

男子
トイレ

女子
トイレ

多目的
トイレ

ホール

湯沸室

倉庫

事務室

エレベー
ター

男子
トイレ

事務局長室１階

女子
トイレ

男子
トイレ

エレベー
ター

男子
トイレ

２０１講義室
（Ｓゾーン）

ホ
ー

ル

ホール

２階

テラス

女子
トイレ

ＬＬ教室

アドミッションズ
・センター

エレベーター

男子
トイレ
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(４) ４ 号 館

エレベーター

エレベーター

エレベーター

エレベーター

女子トイレ

第５実習室

第１講義室

ホール

女子トイレ ホール 女子トイレ

男子トイレ

第７実習室
実践センター/教育課程

講義室１

実践センター/教育課程
講義室２

感染看護
実験室２

女子トイレ

男子トイレ

実践センター
/教育課程
講師控室

実践セ
ンター/
教育課

程
多目的

室１

実践セ
ンター/
教育課

程
多目的

室２

実践セ
ンター/
教育課

程
準備室

松野・
望月

看護教
育支援
ルーム

感染看護
実験室１

女子トイレ

実践セ
ンター/
教育課

程
ロッカー

室

白樹会
室

第４実習室

実践センター/教育課程
講義室

助産準備室
②

第１実習室
助産実習室

（助産学専攻科実習室）
第３実習室 第２実習室助産準備室

①

汚物処理室

第８実習室

第６実習室

実践センター/教育課程
演習室１ 実践センター

/教育課程
演習室２

器材室 第９実習室
実践センター/教育課程

教務室

第６講義室
（助産学専攻科講義室）

第２講義室 第３講義室 第４講義室 第５講義室

第７講義室

女子トイレ女子トイレ

男子トイレ

第８講義室 第10演習室 第９演習室 標本資料室 第８演習室 第７演習室

大学生協

ロッカー室

ロッカー室 倉
庫倉庫

ロッカー室 学生
自治会室聖灯祭実行

委員会室
同窓会

事務局室

ロッカー室

（看護実践
開発研究
センター）

学生ホール
学生ホール

学生ホール 学生ホール

倉庫

進路資料
・相談室

自習室

自動
販売機

食　堂

４４階階

１１階階

２２階階

３３階階

４４階階

１１階階

２２階階

３３階階
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デモンストレーション室

第１１実習室

実習準備室

第１３実習室

第１２実習室

スライディングウォール

EPS

玄　関

ホール

多目的
トイレ

汚物処理実習室

男子
トイレ

女子
トイレ

（５）５ 号 館

２２階階

１１階階

女子 トイレ

男子 トイレ

準備室

入浴実習室

器材
準備室

EPS

PS

ホール

汚物
処理

演習室

 
– 143 –



（６）体 育 館

２２階階

１１階階

放放送送室室

玄玄  関関

器器具具室室

玄玄
関関

男男子子更更衣衣室室

女女子子更更衣衣室室

男男子子トトイイレレ

女女子子トトイイレレ

多多目目的的
トトイイレレ

アアリリーーナナ

スス
テテ
ーー
ジジ

スス
テテ
ーー
ジジ
上上
部部

アアリリーーナナ上上部部

ギギ
ャャ
ララ
リリ
ーー
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題
と
し
て
提
出
す
る
。
ま
た
、
学
科
代
表
者
会
は
会
員
に
本
部
会
の
活
動
に
つ
い
て
必
要

な
連
絡
な
ど
を
行
う
。
⇌

４
⇌
代
表
者
の
決
定
方
法
は
、
一
般
公
募
、
あ
る
い
は
本
部
会
が
、
本
部
会
役
員
以
外
の
学
生

よ
り
指
名
す
る
。
⇌

第
５
章
⇌
ク
⇌ラ
⇌ブ
⇌活
⇌動
⇌そ
⇌の
⇌他
⇌

第
１
７
条
⇌
１
⇌
会
員
相
互
の
親
睦
を
は
か
り
、
特
性
、
趣
味
を
助
長
す
る
た
め
、
ク
ラ
ブ
活
動
そ
の
他
の

事
業
を
行
う
。
⇌

⇌
２
⇌
活
動
実
績
が
あ
り
、
学
内
の
教
職
員
を
顧
問
と
す
る
サ
ー
ク
ル
は
、
本
部
会
の
承
認
を
経

て
、
部
も
し
く
は
ク
ラ
ブ
に
昇
格
し
、
予
算
対
象
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
⇌

３
⇌
⇝
年
間
活
動
実
績
の
な
い
ク
ラ
ブ
は
自
治
会
の
予
算
立
案
時
に
そ
の
対
象
外
と
な
る
。
⇌

第
１
８
条
⇌
本
学
以
外
の
外
部
団
体
と
活
動
を
共
に
す
る
場
合
は
、
本
部
会
に
届
け
出
る
。
⇌

第
１
９
条
⇌
部
・
ク
ラ
ブ
・
サ
ー
ク
ル
名
を
変
更
す
る
場
合
は
、
本
部
会
に
届
け
出
る
。
⇌

第
６
章
⇌
会
⇌
⇌
計
⇌

第
２
０
条
⇌
自
治
会
の
経
費
は
、
自
治
会
費
、
寄
付
を
も
っ
て
こ
れ
に
当
て
る
。
⇌

第
２
１
条
⇌
１
⇌
会
費
は
⇝
万
円
と
し
、
入
学
時
に
納
入
す
る
。
⇌

２
⇌
編
入
学
の
学
生
は
、
会
費
５
千
円
と
し
、
入
学
時
に
納
入
す
る
。
⇌

３
⇌
既
納
の
会
費
は
、
会
員
で
な
く
な
っ
た
時
も
返
還
し
な
い
。
⇌

第
２
２
条
⇌
自
治
会
の
予
算
は
、
総
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。
⇌

第
２
３
条
⇌
会
計
監
査
員
は
、
学
科
代
表
者
会
か
ら
選
出
さ
れ
る
執
行
役
員
以
外
の
学
生
⇞
名
と
、
県
立
大

学
飯
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
教
職
員
⇝
名
よ
り
構
成
す
る
。
⇌

第
７
章
⇌
会
⇌計
⇌監
⇌査
⇌

第
２
４
条
⇌
１
⇌
会
計
監
査
員
は
、
予
算
管
理
及
び
財
産
の
管
理
が
適
正
で
あ
る
か
監
査
を
行
う
。
⇌

２
⇌
会
計
監
査
員
の
承
認
は
会
長
、
副
会
長
の
選
挙
と
同
時
に
実
施
す
る
。
⇌

３
⇌
会
計
監
査
員
は
自
治
会
よ
り
経
費
を
支
給
さ
れ
る
学
内
諸
団
体
に
対
し
⇟
月
に
定
期
監

査
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
、
総
会
に
お
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

４
⇌
会
計
監
査
員
は
次
に
定
め
る
事
項
に
該
当
す
る
時
、
臨
時
監
査
を
行
う
権
利
を
有
し
義

務
を
負
う
。
⇌

⇔１
⇕⇌
会
計
監
査
員
が
必
要
と
認
め
た
と
き
に
臨
時
監
査
を
行
う
。
⇌

⇔２
⇕⇌
会
員
の
⇤
分
の
⇝
以
上
の
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
臨
時
監
査
を
行
う
。
⇌

⇔３
⇕⇌
臨
時
監
査
の
結
果
は
全
会
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

附
⇌⇌
⇌則
⇌

⇝
⇌

自
治
会
会
則
の
改
正
は
、
総
会
に
お
い
て
出
席
者
数
の
過
半
数
の
賛
成
を
得
た
後
、
有
効
と

な
る
。
⇌

ⅧⅧ
㻌㻌
学学
生生
自自
治治
会会
則則
㻌㻌

⇌
山
梨
県
立
大
学
飯
田
キ
ャ
ン
パ
ス
学
生
自
治
会
会
則
⇌

⇌
第
１
章
⇌
⇌
総
⇌
⇌
則
⇌

第
１
条
⇌
本
会
は
山
梨
県
立
大
学
飯
田
キ
ャ
ン
パ
ス
学
生
自
治
会
と
称
し
、
本
部
を
山
梨
県
立
大
学
飯
田

キ
ャ
ン
パ
ス
に
置
く
。
⇌

第
２
条
⇌
本
会
は
会
員
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
明
朗
な
る
大
学
を
樹
立
し
、
学
問
の
自
由
を
擁
護
し
、
学
生

自
治
の
高
揚
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
⇌

第
３
条
⇌
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
。
⇌

第
２
章
⇌
⇌
会
⇌
⇌
員
⇌

第
４
条
⇌
本
会
の
会
員
は
、
山
梨
県
立
大
学
の
国
際
政
策
学
部
、
人
間
福
祉
学
部
の
全
学
生
を
も
っ
て
全
員

と
す
る
。
⇌

第
５
条
⇌
会
員
は
、
発
議
、
決
議
の
表
示
権
、
被
選
挙
権
、
罷
免
権
を
有
す
る
。
⇌

第
６
条
⇌
会
員
は
、
自
治
会
費
を
納
入
す
る
義
務
を
負
う
。
⇌

第
７
条
⇌
会
員
は
、
本
会
の
各
機
関
の
決
定
に
従
う
義
務
を
負
う
。
⇌

第
３
章
⇌
⇌
本
⇌
部
⇌
会
⇌
役
⇌
員
⇌

第
８
条
⇌
本
部
会
は
次
に
定
め
る
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
⇌

会
長
⇝
名
、
副
会
長
⇞
名
、
会
計
⇞
名
、
そ
の
他
役
員
⇡
名
以
上
。
⇌

第
９
条
⇌
⇌
１
⇌
会
長
、
副
会
長
は
自
治
会
会
員
の
中
か
ら
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。
⇌

⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
２
⇌
選
挙
は
本
部
会
役
員
以
外
の
会
員
で
構
成
さ
れ
る
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
す

る
。
そ
の
他
選
挙
に
関
す
る
細
則
は
別
に
定
め
る
。
⇌

⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
３
⇌
会
長
は
、
副
会
長
以
外
の
役
員
を
任
命
す
る
。
⇌

第
１
０
条
⇌
役
員
の
任
期
は
１
年
と
し
、
そ
の
期
間
は
⇠
月
⇝
日
か
ら
⇟
月
⇟
１
日
ま
で
と
す
る
。
⇌

第
１
１
条
⇌
会
長
、
副
会
長
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
補
欠
選
挙
を
行
い
、
そ
の
他
役
員
に
つ

い
て
は
⇥
条
の
⇞
に
基
づ
き
会
長
が
任
命
す
る
。
⇌

第
１
２
条
⇌
各
役
員
の
不
信
任
動
議
は
、
選
挙
人
の
⇡
分
の
⇝
以
上
が
こ
れ
に
賛
成
し
た
場
合
に
取
り
あ
げ

ら
れ
る
。
⇌

第
４
章
⇌
組
⇌
⇌
織
⇌、
⇌機
⇌
⇌
関
⇌

（
組
織
）
⇌

第
１
３
条
⇌
本
会
の
活
動
組
織
と
し
て
、
部
･サ
ー
ク
ル
活
動
、
学
園
祭
実
行
委
員
会
等
を
置
く
。
⇌

（
自
治
総
会
）
⇌

第
１
４
条
⇌
１
⇌
総
会
は
、
全
会
員
で
構
成
す
る
本
会
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
。
⇌

２
⇌
会
長
は
、
総
会
を
招
集
す
る
。
⇌

３
⇌
総
会
は
、
構
成
員
の
⇞
分
の
⇝
以
上
の
出
席
を
も
っ
て
成
立
し
、
議
案
は
出
席
者
過
半
数

を
得
て
可
決
さ
れ
る
。
ま
た
委
任
状
は
出
席
者
に
含
ま
れ
る
。
⇌

４
⇌
総
会
は
毎
年
７
月
に
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
、
臨
時
総
会
が
開
か
れ
る
。
⇌

⇔１
⇕⇌
会
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
。
⇌

⇔２
⇕⇌
全
会
員
の
⇠
分
の
⇝
以
上
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
場
合
。
⇌

５
⇌
本
会
の
司
会
は
本
部
会
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
⇌

（
本
部
会
）
⇌

第
１
５
条
⇌
１
⇌
本
部
会
は
、
自
治
会
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
⇌

２
⇌
本
部
会
は
、
自
治
会
に
お
け
る
運
営
機
関
で
あ
る
。
⇌

（
学
科
代
表
者
会
）
⇌

第
１
６
条
⇌
⇝
⇌
学
科
代
表
者
会
は
、
各
学
年
の
各
学
科
か
ら
⇝
名
以
上
に
よ
り
構
成
す
る
。
⇌

２
⇌
学
科
代
表
者
会
は
年
間
１
回
、
開
催
す
る
。
⇌

た
だ
し
次
の
場
合
、
臨
時
学
科
代
表
者
会
が
開
か
れ
る
。
⇌

⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇔１
⇕⇌
会
長
が
必
要
と
し
た
場
合
。
⇌

⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
⇔２
⇕⇌
学
科
代
表
者
会
構
成
員
の
⇠
分
の
⇝
以
上
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
場
合
。
⇌

３
⇌
学
科
代
表
者
会
は
、
各
学
科
か
ら
出
さ
れ
た
問
題
、
意
見
な
ど
を
討
議
し
、
本
部
会
へ
議
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（
２
）
予
算
お
よ
び
決
算
の
承
認
⇌

（
３
）
執
行
部
の
信
任
、
不
信
任
⇌

（
４
）
会
則
改
正
の
承
認
⇌

（
５
）
そ
の
他
第
２
条
に
定
め
る
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項
⇌

（
定
足
数
）
⇌

第
８
条
⇌
学
生
総
会
は
、
会
員
の
３
分
の
２
以
上
の
も
の
の
出
席
な
く
し
て
は
開
催
で
き
な
い
。
⇌

⇌
２
⇌
⇌
本
学
の
特
殊
性
を
考
慮
し
、
学
外
実
習
の
者
に
つ
い
て
は
別
途
方
式
に
て
参
加
を
認
め
る
。

な
お
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
議
に
て
決
定
す
る
。
⇌

（
招
集
）
⇌

第
９
条
⇌
学
生
総
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。
⇌

⇌
２
⇌
⇌
定
例
学
生
総
会
は
、
４
月
と
す
る
。
⇌

⇌
３
⇌
⇌
臨
時
の
学
生
総
会
は
、
次
の
各
号
が
定
め
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
に
開
催
す
る
。
⇌

（
１
）
会
員
の
８
分
の
１
以
上
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
⇌

（
２
）
執
行
部
、
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
議
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
⇌

（
３
）
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
⇌

（
学
生
総
会
役
員
）
⇌

第
１
０
条
⇌
学
生
総
会
は
、
議
長
、
副
議
長
を
置
く
。
⇌

⇌
⇌
２
⇌
⇌
議
長
、
副
議
長
は
そ
の
都
度
会
員
よ
り
互
選
さ
れ
、
記
録
は
書
記
が
行
う
も
の
と
す
る
。⇌

⇌
⇌
３
⇌
⇌
議
長
は
議
事
進
行
に
努
め
､そ
の
総
括
に
あ
た
る
。
⇌

⇌
⇌
４
⇌
⇌
副
議
長
は
議
長
の
補
佐
を
行
い
､議
長
に
事
故
あ
る
い
は
欠
け
た
と
き
、
議
長
の
職
務
を

代
行
す
る
。
⇌

（
学
生
総
会
決
議
）
⇌

第
１
１
条
⇌
学
生
総
会
の
決
議
は
､出
席
会
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
⇌

（
告
示
）
⇌

第
１
２
条
⇌
会
長
は
学
生
総
会
開
催
の
日
２
週
間
前
ま
で
に
､学
生
総
会
に
関
す
る
事
項
を
会
員
に
告

示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
⇌

（
投
票
管
理
）
⇌

第
１
３
条
⇌
学
生
総
会
で
の
決
議
方
式
と
し
て
投
票
が
行
わ
れ
る
と
き
､議
長
､副
議
長
が
そ
の
管
理

に
あ
た
り
、
選
挙
管
理
委
員
が
実
行
す
る
。
⇌

⇌ 第
４
章
⇌

執
行
部
⇌

（
機
能
）
⇌

第
１
４
条
⇌
執
行
部
は
本
会
自
治
運
営
に
お
け
る
中
枢
機
関
で
あ
り
諸
問
題
の
審
議
お
よ
び
討
議
､学

生
総
会
な
ら
び
に
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
議
で
の
決
議
事
項
の
総
合
的
な
執
行
運

営
を
行
う
。
⇌

（
構
成
）
⇌

第
１
５
条
⇌
執
行
部
は
、
次
に
定
め
る
役
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
⇌

会
長
１
人
、
副
会
長
２
人
以
上
、
書
記
２
人
以
上
、
会
計
２
人
、
庶
務
２
人
以
上
⇌

（
執
行
部
役
員
の
選
出
）
⇌

第
１
６
条
⇌
執
行
部
役
員
は
、
全
会
員
よ
り
立
候
補
制
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
２
⇌
⇌
会
長
お
よ
び
副
会
長
は
全
会
員
の
無
記
名
投
票
に
よ
っ
て
選
出
す
る
。
⇌

山
梨
県
立
大
学
看
護
学
部
自
治
会
会
則
⇌

⇌ 第
１
章
⇌
総
則
⇌

（
名
称
）
⇌

第
１
条
⇌
本
会
は
山
梨
県
立
大
学
看
護
学
部
学
生
自
治
会
と
定
め
る
。
⇌

（
目
的
）
⇌

第
２
条
⇌
⇌本
会
は
会
員
の
自
主
活
動
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
会
員
が
最
適
な
学
生
生
活
の
場
を
共
有

し
、
学
生
相
互
の
親
睦
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
本
学
の
発
展
に
努
め
る
と
と
も
に
、
看
護
学

の
学
習
を
通
じ
て
、
将
来
医
療
・
保
健
・
福
祉
に
携
わ
る
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
豊
か
な
人
間

性
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
⇌

（
構
成
）
⇌

第
３
条
⇌
本
会
は
山
梨
県
立
大
学
看
護
学
部
の
全
学
生
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
⇌

（
権
利
お
よ
び
義
務
）
⇌

第
４
条
⇌
本
会
の
会
員
は
第
２
条
に
定
め
る
目
的
達
成
の
た
め
、
会
員
ひ
と
り
の
自
由
と
平
等
の
も
と

に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
権
利
お
よ
び
義
務
を
負
う
。
⇌

①
⇌
本
会
の
役
員
の
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
⇌

②
⇌
学
生
総
会
に
お
け
る
議
決
権
⇌

③
⇌
本
会
の
諸
行
事
に
参
加
す
る
権
利
⇌

④
⇌
正
当
な
手
続
き
に
よ
り
学
内
諸
団
体
に
加
入
す
る
権
利
⇌

⑤
⇌
会
則
お
よ
び
決
議
事
項
を
遵
守
す
る
権
利
⇌

⑥
⇌
本
会
の
会
費
を
納
入
す
る
義
務
⇌

⑦
⇌
本
会
総
会
の
開
催
要
請
権
⇌

⑧
⇌
本
会
へ
の
直
接
請
求
権
⇌

⇌ 第
２
章
⇌
組
織
⇌

（
機
関
）
⇌

第
５
条
⇌
本
会
は
、
第
２
条
に
定
め
る
目
的
達
成
の
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
機
関
を
置
く
。
⇌

（
１
）
学
生
総
会
⇌

（
２
）
執
行
部
⇌

（
３
）
聖
灯
祭
実
行
委
員
会
⇌

（
４
）
ク
ラ
ブ
会
⇌

（
５
）
保
健
委
員
会
⇌

（
６
）
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
会
⇌

（
７
）
選
挙
管
理
委
員
会
⇌

⇌ 第
３
章
⇌
学
生
総
会
⇌

（
構
成
）
⇌

第
６
条
⇌
学
生
総
会
は
、
全
会
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
⇌

（
権
限
）
⇌

第
７
条
⇌
学
生
総
会
は
本
会
の
最
高
決
議
機
関
で
あ
り
、次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
決
議
お
よ
び
承

認
す
る
。
⇌

（
１
）
本
会
運
営
の
基
本
方
針
の
承
認
⇌
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（
会
計
監
査
員
）
⇌

第
２
５
条
⇌
会
計
監
査
員
は
､執
行
部
役
員
以
外
の
会
員
２
人
と
学
校
職
員
１
人
に
よ
り
構
成
す
る
。
⇌

⇌ 第
６
章
⇌

⇌
会
計
監
査
⇌

（
任
務
お
よ
び
権
限
）
⇌

第
２
６
条
⇌
会
計
監
査
員
は
、
予
算
の
執
行
お
よ
び
財
産
管
理
が
適
正
で
あ
る
か
監
査
を
行
う
。
⇌

２
⇌
⇌⇌
会
計
監
査
員
は
、
本
会
よ
り
経
費
を
支
給
さ
れ
る
学
内
諸
団
体
に
対
し
、
４
月
に
定
期
監

査
を
行
い
そ
の
結
果
は
定
例
学
生
総
会
に
お
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

３
⇌
⇌⇌
会
計
監
査
員
は
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
、
臨
時
監
査
を
行
う
権
利
を

有
し
義
務
を
負
う
。
⇌

（
１
）
会
計
監
査
員
が
必
要
と
認
め
た
と
き
⇌

（
２
）
会
員
の
８
分
の
１
以
上
の
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
⇌

臨
時
監
査
の
結
果
は
全
会
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

⇌ 第
７
章
⇌

⇌
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
⇌

（
構
成
お
よ
び
機
能
）
⇌

第
２
７
条
⇌
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
は
、
各
チ
ュ
ー
タ
ー
の
学
生
代
表
者
１
０
人
よ
り
構
成
さ
れ

る
。
⇌

２
⇌
⇌
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
は
、
各
学
生
か
ら
出
さ
れ
た
問
題
・
意
見
等
を
討
議
し
、
執

行
部
へ
議
題
と
し
て
提
出
す
る
。
ま
た
、
会
員
に
本
会
の
活
動
に
つ
い
て
必
要
な
連
絡
等

を
行
う
。
⇌

（
招
集
）
⇌

第
２
８
条
⇌
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
は
、
各
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
員
よ
り
互
選
し
た
議
長

が
必
要
時
招
集
す
る
。
⇌

（
定
足
数
）
⇌

第
２
９
条
⇌
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
は
、
各
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
の
３
分
の
２
以
上
の
出
席

な
く
し
て
は
開
催
で
き
な
い
。
⇌

（
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
の
選
出
）
⇌

第
３
０
条
⇌
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
は
、
各
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
よ
り
１
人
ず
つ
選
出
す
る
。
⇌

（
任
期
）
⇌

第
３
１
条
⇌
チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
の
任
期
は
、
第
１
８
条
（
任
期
）
の
規
定
に
準
用
す
る
。
⇌

⇌ 第
８
章
⇌

⇌選
挙
管
理
委
員
会
⇌

（
構
成
）
⇌

第
３
２
条
⇌
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
各
学
年
の
会
員
よ
り
２
人
ず
つ
選
出
す
る
委
員
を
も
っ
て
構
成
す

る
。
⇌

（
任
期
）
⇌

第
３
３
条
⇌
選
挙
管
理
委
員
の
任
期
は
、
第
１
８
条
（
任
期
）
の
規
定
に
準
用
す
る
。
⇌

第
３
４
条
⇌
選
挙
管
理
委
員
の
任
期
中
に
任
務
遂
行
不
能
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
、
執
行
部
に
辞
任
を

請
求
す
る
事
が
で
き
、チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者
会
に
お
い
て
出
席
会
員
の
過
半
数
の
承

認
に
よ
っ
て
そ
の
請
求
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
辞
任
後
は
、
新
た
な
委
員
を
そ
の
所
属

す
る
チ
ュ
ー
タ
ー
か
ら
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

⇌
⇌
３
⇌
⇌
会
長
お
よ
び
副
会
長
の
投
票
は
、
各
役
職
に
対
し
１
人
１
票
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
４
⇌
⇌
会
長
お
よ
び
副
会
長
立
候
補
者
と
し
て
届
出
の
あ
っ
た
立
候
補
者
が
､各
役
職
の
定
数
を

超
え
な
い
場
合
は
､信
任
投
票
を
行
う
。
た
だ
し
､信
任
は
有
効
投
票
の
２
分
の
１
以
上

の
信
任
票
を
必
要
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
５
⇌
⇌
有
効
投
票
数
が
全
会
員
の
３
分
の
２
以
下
で
あ
る
と
き
、
こ
の
選
挙
は
無
効
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
６
⇌
⇌
会
長
、
副
会
長
以
外
の
役
職
に
関
し
て
は
､立
候
補
者
が
各
役
職
の
定
数
に
満
た
な
い
と

き
､執
行
部
の
推
薦
に
よ
り
､学
生
総
会
で
の
承
認
を
経
て
新
執
行
部
役
員
を
決
定
す
る
。 ⇌

（
任
務
）
⇌

第
１
７
条
⇌
会
長
は
本
会
を
代
表
し
、
本
会
の
全
般
的
執
行
お
よ
び
総
括
に
あ
た
る
。
⇌

⇌
⇌
２
⇌
⇌
副
会
長
は
､会
長
を
補
佐
し
会
長
事
故
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
お
よ
び
権
限
を
代
行
す
る
。⇌

３
⇌
⇌
書
記
は
、
本
会
運
営
に
必
要
な
議
事
記
録
お
よ
び
書
類
作
成
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
整
理
保

管
に
あ
た
る
。
⇌

４
⇌
⇌
会
計
は
、
本
会
の
財
政
事
務
を
担
当
し
本
会
会
費
の
徴
収
、
支
出
事
務
の
管
理
、
予
算
原

案
、
決
算
作
成
、
お
よ
び
決
算
報
告
を
行
う
。
⇌

５
⇌
⇌
庶
務
は
執
行
部
が
円
滑
に
活
動
で
き
る
よ
う
に
努
め
る
。
⇌

（
任
期
）
⇌

第
１
８
条
⇌
執
行
部
役
員
の
任
期
は
１
年
と
し
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
⇌

５
月
１
日
か
ら
翌
年
４
月
３
０
日
ま
で
⇌

た
だ
し
、
任
期
終
了
後
も
次
期
執
行
部
が
成
立
す
る
ま
で
は
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
。
⇌

（
辞
任
）
⇌

第
１
９
条
⇌
執
行
部
役
員
は
任
期
中
に
任
務
遂
行
不
能
の
事
態
が
生
じ
た
と
き
､チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代

表
者
会
議
に
辞
任
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
､チ
ュ
ー
タ
ー
学
生
代
表
者

会
議
に
お
い
て
出
席
会
員
の
過
半
数
の
承
認
に
よ
っ
て
､そ
の
請
求
は
認
め
ら
れ
る
。
辞

任
後
の
補
選
は
､選
挙
管
理
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
時
行
う
も
の
と
す
る
。
⇌

（
解
散
）
⇌

第
２
０
条
⇌
信
任
投
票
に
よ
っ
て
執
行
部
が
不
信
任
と
さ
れ
た
時
、
執
行
部
は
た
だ
ち
に
解
散
す
る
。

解
散
後
、選
挙
管
理
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
､臨
時
執
行
部
を
選
出
す
る
。な
お
、

信
任
投
票
に
つ
い
て
は
第
１
６
条
（
執
行
部
役
員
の
選
出
）
を
準
備
す
る
。
⇌

⇌ 第
５
章
⇌

会
計
⇌

（
会
費
）
⇌

第
２
１
条
⇌
会
費
は
本
会
に
必
要
な
会
費
１
０
，
０
０
０
円
を
入
学
年
度
４
月
末
ま
で
に
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

第
２
２
条
⇌
本
会
の
収
入
は
､会
費
､後
援
援
助
金
､寄
付
金
お
よ
び
そ
の
他
を
も
っ
て
収
入
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
２
⇌
⇌
寄
付
金
を
収
入
と
す
る
と
き
は
執
行
部
役
員
全
員
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
３
⇌
⇌
会
費
の
増
額
又
は
減
額
に
つ
い
て
は
､学
生
総
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
４
⇌
⇌
既
納
の
会
費
は
､会
員
の
な
く
な
っ
た
と
き
も
返
還
は
し
な
い
。
⇌

（
会
計
年
度
）
⇌

第
２
３
条
⇌
本
会
の
会
計
年
度
は
５
月
１
日
に
始
ま
り
翌
年
４
月
３
０
日
に
終
わ
る
。
⇌

（
会
計
報
告
）
⇌

第
２
４
条
⇌
執
行
部
会
計
は
４
月
の
定
例
総
会
に
お
い
て
会
計
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⇌

⇌
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第
１
１
章
⇌
そ
の
他
⇌

第
４
２
条
⇌
聖
灯
祭
実
行
委
員
会
並
び
に
ク
ラ
ブ
会
則
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
会
の
運
営
を
山
梨
県

立
大
学
看
護
学
部
学
生
自
治
会
と
共
同
で
行
う
も
の
で
あ
る
た
め
、別
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。
⇌

⇌ 附
⇌
則
⇌

⇌
こ
の
会
則
は
、
平
成
１
０
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
⇌

⇌
こ
の
会
則
は
、
平
成
１
５
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
⇌

⇌
こ
の
会
則
は
、
平
成
１
７
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
⇌

⇌
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
４
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
⇌

⇌
こ
の
会
則
は
、
平
成
２
９
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
⇌

⇌
こ
の
会
則
は
、
令
和
４
年
６
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。
⇌

⇌

（
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
）
⇌

第
３
５
条
⇌
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。
⇌

（
任
期
お
よ
び
権
限
）
⇌

第
３
６
条
⇌
選
挙
管
理
委
員
は
、
執
行
部
役
員
の
任
期
終
了
１
週
間
前
ま
で
に
新
役
員
を
決
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
諸
事
務
を
行
う
。
⇌

（
１
）
立
候
補
者
の
届
け
出
期
限
の
告
示
⇌

（
２
）
立
候
補
届
け
の
受
付
⇌

（
３
）
立
候
補
者
並
び
に
投
票
日
時
の
告
示
⇌

（
４
）
選
挙
運
動
に
関
す
る
規
定
⇌

（
５
）
演
説
会
の
開
催
⇌

（
６
）
投
票
用
紙
お
よ
び
投
票
箱
の
作
成
⇌

（
７
）
投
票
日
に
お
け
る
受
付
並
び
に
立
ち
会
い
⇌

（
８
）
開
票
並
び
に
開
票
・
投
票
結
果
お
よ
び
当
選
者
公
示
⇌

（
９
）
信
任
投
票
の
管
理
⇌

（
１
０
）
そ
の
他
選
挙
管
理
に
必
要
な
事
項
⇌

⇌ 第
９
章
⇌

⇌保
健
委
員
会
⇌

（
構
成
お
よ
び
機
能
）
⇌

第
３
７
条
⇌
保
健
委
員
会
は
、
第
１
学
年
の
会
員
よ
り
５
人
ず
つ
選
出
す
る
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。⇌

２
⇌
⇌
保
健
委
員
会
は
、
学
生
の
健
康
の
保
持
・
増
進
を
目
的
と
し
て
、
学
生
の
健
康
意
識
を
高

め
、
健
康
状
態
の
維
持
・
向
上
の
た
め
に
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。
⇌

（
任
期
）
⇌

第
３
８
条
⇌
保
健
委
員
の
任
期
は
２
年
と
し
、
次
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。
⇌

⇌
⇌
⇌
⇌
⇌
５
月
１
日
か
ら
翌
々
年
の
４
月
３
０
日
ま
で
（
た
だ
し
、
任
期
終
了
後
も
次
期
保
健
委
員

会
が
成
立
す
る
ま
で
は
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
。ま
た
、再
任
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。）
⇌

（
保
健
委
員
会
委
員
長
）
⇌

第
３
９
条
⇌
保
健
委
員
会
委
員
長
は
、
保
健
委
員
会
に
お
い
て
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。
⇌

（
召
集
）
⇌

第
４
０
条
⇌
保
健
委
員
会
は
、
年
度
当
初
に
定
例
の
委
員
会
を
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
長
が
必
要

と
認
め
た
と
き
は
臨
時
の
委
員
会
を
開
催
す
る
。
⇌

⇌ ⇌ 第
１
０
章
⇌
会
則
改
正
⇌

（
会
則
の
改
正
）
⇌

第
４
１
条
⇌
本
会
の
会
則
を
改
正
す
る
と
き
に
は
次
の
各
号
に
定
め
る
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
⇌

（
１
）
学
生
総
会
に
お
け
る
出
席
会
員
の
投
票
に
よ
り
、
有
効
投
票
の
３
分
の
２
を
も
っ

て
成
立
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
有
効
投
票
数
が
全
会
員
の
３
分
の
２
以
下
で
あ
る
と

き
こ
の
投
票
は
無
効
と
な
る
。
⇌

⇌ ⇌ ⇌
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○

　授
業

：キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

（
Ⅰ

・Ⅱ
・実

践
）

・・
・・

・自
分

の
キ

ャ
リ

ア
を

自
分

で
考

え
、行

動
に

移
せ

る
力

を
つ

け
ま

す
　　

○
　授

業
：イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
、フ

ュ
ー

チ
ャ

ー
サ

ー
チ

・・
・・

様
々

な
企

業
の

方
と

と
も

に
体

験
を

し
ま

す
　　

○
　キ

ャ
リ

ア
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
（

C
S

C
)：

学
生

個
人

の
進

路
希

望
を

実
現

す
る

た
め

に
講

座
や

模
擬

試
験

、個
人

面
談

等
を

通
し

て
支

援
し

ま
す

　　
○

　ク
ラ

ス
担

任
・ゼ

ミ
担

当
教

員
・チ

ュ
ー

タ
ー

教
員

：個
々

の
学

生
に

寄
り

添
い

、キ
ャ

リ
ア

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

に
つ

な
ぎ

ま
す

１
年

生
２

年
生

３
年

生
４

年
生

キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

実
践

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

フ
ュ

ー
チ

ャ
ー

サ
ー

チ
フ

ュ
ー

チ
ャ

ー
サ

ー
チ

フ
ュ

ー
チ

ャ
ー

サ
ー

チ

そ
の

他
授

業
キ

ャ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
Ⅰ

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
（

4
月

）
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

（
4

月
）

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
（

4
月

）
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

（
4

月
）

《
公

務
員

試
験

対
策

講
座

（
教

職
）

》
授

業
キ

ャ
リ

ア
デ

ザ
イ

ン
Ⅱ

《
オ

プ
シ

ョ
ン

講
座

》
○

面
接

対
策

講
座

　　
○

S
P

I対
策

講
座

　　

○
マ

ナ
ー

講
座

等

《
模

擬
試

験
》

《
模

擬
試

験
》

○
公

務
員

試
験

模
試

　　
○

一
般

常
識

模
試

○
公

務
員

試
験

模
試

そ
の

他
通

年
・ 随

時

《
S

te
p

2
》

《
S

te
p

4
》

○
卒

業
生

と
の

意
見

交
換

会
○

就
職

活
動

ま
で

の
情

報
収

集

○
施

設
見

学
時

の
ポ

イ
ン

ト

《
S

te
p

1
》

《
S

te
p

3
》

《
S

te
p

5
》

○
キ

ャ
リ

ア
に

つ
い

て
○

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

に
つ

い
て

○
就

職
活

動
マ

ナ
ー

講
座

○
支

援
体

制
に

つ
い

て
○

県
内

施
設

情
報

の
提

供
○

内
定

学
生

と
の

意
見

交
換

会

C
S

C
《

公
務

員
試

験
対

策
講

座
（

保
健

師
、養

護
教

諭
）

》

※
フ

ュ
ー

チ
ャ

ー
サ

ー
チ

：連
携

開
設

科
目

（
山

梨
大

学
開

講
科

目
）

キ
ャ

リ
ア

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

（
C

S
C

)

○
導

入
科

目
、ゼ

ミ
科

目
へ

の
キ

ャ
リ

ア
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
出

前
授

業
　　

○
キ

ャ
リ

ア
形

成
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

看 護 学 部

○
進

路
・就

職
相

談
（

看
護

専
門

相
談

員
に

よ
る

相
談

）
　○

病
院

等
説

明
会

　○
チ

ュ
ー

タ
ー

制
（

教
員

に
よ

る
学

修
、進

路
を

含
め

た
学

生
生

活
全

般
の

支
援

）

前
期

キ
ャ

リ
ア

ガ
イ

ダ
ン

ス

後
期

キ
ャ

リ
ア

ガ
イ

ダ
ン

ス

《
就

活
基

本
講

座
》

《
就

職
活

動
支

援
》

○
企

業
情

報
・説

明
会

情
報

・採
用

情
報

の
提

供

学学
年年
進進
行行
とと
キキ
ャャ
リリ
アア
形形
成成
・・
キキ
ャャ
リリ
アア
ササ
ポポ
ーー
トト
のの
流流
れれ

国 際 政 策 学 部 ・ 人 間 福 祉 学 部

通
年 ・

随
時

授
業

キ
ャ

リ
ア

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

（
C

S
C

)

○
個

別
相

談

○
個

人
面

談
、個

別
練

習
　　

○
ﾔﾝ

ｸﾞ
ﾊﾛ

ｰﾜ
ｰｸ

、ｼ
ﾞｮ

ﾌﾞ
ｶﾌ

ｪ出
張

相
談

○
ク

ラ
ス

担
任

、ゼ
ミ

担
当

教
員

に
よ

る
学

修
、進

路
等

学
生

生
活

全
般

の
支

援

前
期

後
期

《
公

務
員

試
験

対
策

講
座

》

C
S

C

– 149 –



夏
休
み

夏
休
み

夏
休
み

夏
休
み

卒
業
後

キキ
ャャ
リリ
アア
講講
座座

実
践
活
動

目
標
・内
容

目
標
設
定
済
型

ササ
ポポ
ーー
トト

キキ
ャャ
リリ
アア
講講
座座

実
践
活
動

目
標

（
2
年
次
ｽﾀ
ｰﾄ
）

目
標

（
3
年
次
ｽﾀ
ｰﾄ
）

目
標
設
定
済
型

ササ
ポポ
ーー
トト

※
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
サ
ー
チ
は
連
携
開
設
科
目
（
山
梨
大
学
開
講
科
目
）
企
業
・団
体
・自
治
体
と
協
働
で
行
う
実
践
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
科
目
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

・留
学
は
国
際
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
へ
、大
学
院
等
の
進
学
は
ゼ
ミ
担
当
教
員
と
キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
へ
相
談

卒 業 後 も 随 時 サ ポ ー ト ・ い つ で も 相 談 可

授
業
科
目

(2
年
次
ス
タ
ー
ト
）

授
業
科
目

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

11
年年
次次

スス
タタ
ーー
トト

22
・・33
年年
次次

スス
タタ
ーー
トト

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

長
期
的
準
備
へ
の
着
手
（
国
家
公
務
員
・地
方
公
務
員
・各
種
資
格
・留
学
*・
進
学
*）
、準
備
、実
施

採採
用用
試試
験験
・・入入
学学
試試
験験
・・資資
格格
試試
験験

採採
用用
試試
験験
、、合合
格格
・・内内
定定
、、進進
路路
決決
定定

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
I

採採
用用
試試
験験
・・入入
学学
試試
験験
・・資資
格格
試試
験験

公公
務務
員員
試試
験験
模模
試試

就就
活活
基基
本本
講講
座座
・・各各
種種
講講
座座
・・模模
擬擬
試試
験験

長
期
的
準
備
へ
の
着
手
（
国
家
公
務
員
・地
方
公
務
員
・各
種
資
格
・留
学
*・
進
学
*）
、準
備
、実
施

目
標
を
設
定

就就
活活
基基
本本
講講
座座

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
実
践

セ
ミ
ナ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ
参
加

2
年
生
後
期

3
年
生
前
期

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
II

キキ
ャャ
リリ
アア
ササ
ポポ
ーー
トト
セセ
ンン
タタ
ーー
でで
個個
人人
面面
談談
、、就就
活活
情情
報報
のの
入入
手手
、、各各
種種
個個
別別
練練
習習
でで
悩悩
みみ
をを
相相
談談
・・解解
決決

将
来
の
目
標
を
設
定
、目
標
の
調
整
、情
報
の
収
集
、実
現
へ
向
け
て
準
備

将
来
の
目
標
を
設
定
、目
標
の
調
整
、

情
報
の
収
集
、実
現
へ
向
け
て
準
備

就就
活活
開開
始始

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
II

授
業
科
目

(3
年
次
ス
タ
ー
ト
）

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
サ
ー
チ

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
サ
ー
チ
※

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
サ
ー
チ
※

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
サ
ー
チ

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
サ
ー
チ
※

就就
活活
基基
本本
講講
座座

セ
ミ
ナ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ
参
加

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

将
来
に
向
き
あ
う

目
標
の
調
整
・情
報
の
収
集

キ キ
ャャ
リリ
アア
ササ
ポポ
ーー
トト
セセ
ンン
タタ
ーー
でで
個個
人人
面面
談談
、、就就
活活
情情
報報
のの
入入
手手
、、各各
種種
個個
別別
練練
習習
でで
悩悩
みみ
をを
相相
談談
・・解解
決決

採採
用用
試試
験験
、、合合
格格
・・内内
定定
、、進進
路路
決決
定定

実
現
へ
向
け
て
準
備

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
サ
ー
チ

就就
活活
開開
始始

(自
分
の
将
来
を
考
え
た
モ
デ
ル
を
作
ろ
う
）

国国
際際
政政
策策
学学
部部
、、
人人
間間
福福
祉祉
学学
部部
　　
キキ
ャャ
リリ
アア
授授
業業
履履
修修
モモ
デデ
ルル

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
実
践

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
実
践

公公
務務
員員
試試
験験
模模
試試

4
年
生
前
期

4
年
生
後
期

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
I

3
年
生
後
期

1
年
生
前
期

1
年
生
後
期

2
年
生
前
期

就就
活活
基基
本本
講講
座座
・・各各
種種
講講
座座
・・各各
種種
模模
試試

就就
活活
基基
本本
講講
座座
・・イイ
ンン
タタ
ーー
ンン
シシ
ッッ
ププ
報報
告告
会会
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